
画面１　履修登録入力

●一度選択した授業を取り消す場合は、授業名称左のチェックを外します。
●別の授業に変更する場合は、鉛筆マークをクリックして、選択済みの授業のチェックを外し、別の授業を選択します。
●この手順で、それぞれの曜日時限に履修する授業を選択していきます。

４、選択した授業を登録します。

●それぞれの曜日時限で履修する授業の選択を終えたら「表示内容で登録」をクリックします。
●エラーチェックが行われます。
●エラーチェックの結果には[エラー無し]、［エラー］、［警告］の３種類があります。

画面１　履修登録入力

選択した授業が

反映される

取り消す時は

チェックを外す

④すべての履修登録が終了したら、

「表示内容で登録」をクリックします
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５、エラー無しの場合（登録の確定）

●入力した内容を確認します。
●これでよければ「登録確定」をクリックします。
●授業を変更するときは、「登録変更」をクリックして履修登録入力画面に戻り、再度授業を選択し直します。
●履修登録を取りやめるときは「登録中止」をクリックします。

画面４　履修登録確定

６、エラーがある場合

●「表示内容で登録」をクリックしたとき、エラーがある場合は、
次のメッセージウィンドウが表示されて履修登録入力画面に戻ります。

●履修登録入力画面では、履修エラーが発生した部分に、エラーマークと、エラー内容が表示されています。
●エラー内容の部分をクリックすると、エラーの詳細内容が、別ウィンドウで表示されます。
●詳細を確認し、エラーが発生した部分の履修を変更してください。

●すべての曜日時限でエラーが無くなると、「表示内容で登録」をクリックしたときに、履修登録確定画面が
表示されるようになります。エラーが無くならないと、登録が確定できません。

画面１　履修登録入力

エラーの詳細を

表示します

エラー内容を表示。
エラー表示が無くなるよう
修正します。このエラーを
無くさないと次に進めません

⑤内容に間違いがなければ

「登録確定」をクリックします
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７、警告がある場合

●「表示内容で登録」をクリックしたとき、警告がある場合は、履修登録確定画面に進みます。
●履修登録確定画面では、警告が発生した部分に、警告マークと、警告内容が表示されています。
●警告内容の部分をクリックすると、エラーの詳細内容が、別ウィンドウで表示されますので、必ず詳細を確認してください。

画面４　履修登録確定

８、登録を終了します。

●履修のエラーがない場合は、履修登録確定画面で「登録確定」をクリックして下さい。
「登録確定」をクリックすると、履修登録印刷画面に移ります。

画面５　履修登録印刷画面

警告内容を表示。
警告表示が無くなるよう修正します
修正の必要が無い時は
そのまま登録が確定できます

警告の詳細を表示します
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●「確認表を印刷」をクリックすると、履修登録内容をPDF形式で表示します。
     この画面を写真またはPDFファイルでカリキュラムアドバイザーに送信し、履修登録内容を確認してください。
     ※この画面が表示されない場合は、ブラウザのポップアップブロックを解除してください。

●「登録終了」ボタンをクリックすると、履修登録終了です。
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● パスワード変更手順●

１、ポータル画面より、パスワード変更を起動します。

2、パスワードを変更します。

現在のパスワードを入力したあと、新しいパスワードを２回入力し、「パスワード変更」をクリックします。

画面１　パスワード変更

パスワード変更が完了します。

作業が終わったら、画面右上の「ログアウト」をクリックしてログアウトします。

「パスワード変更」をクリックします。

入力します。

パスワードは、半角英数6～１５文字です。

● パスワード変更手順●

１、ポータル画面より、パスワード変更を起動します。

2、パスワードを変更します。

現在のパスワードを入力したあと、新しいパスワードを２回入力し、「パスワード変更」をクリックします。

画面１　パスワード変更

パスワード変更が完了します。

作業が終わったら、画面右上の「ログアウト」をクリックしてログアウトします。

「パスワード変更」をクリックします。

入力します。

パスワードは、半角英数6～１５文字です。
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● プロフィール変更手順●

１、ポータル画面より、プロフィール変更を起動します。

２、変更内容を入力します。なお、メールアドレスが変わった場合には必ずプロフィールの
　　アドレス情報も更新してください。

※自宅住所や保護者の住所が変更になった場合には、学生図書係へ住所変更届も提出してください。
　なお、様式はWebポータルからダウンロードできます。

※保護者や保証人の情報は、指定された期間にのみ登録・編集できます。
　特に保護者氏名・住所は、大学からの重要な書類の送付に使用しますので、必ず期間内に正しく
　登録してください。

・変更したら必ず新しいアドレスに修正してください。

・「このアドレスに通知を受け取る」を設定してください。

クリック
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●修学ポートフォリオの確認●

自分の成績・履修情報を確認できます。

（画面１）

ウィンドウが分かれていますので、
参照する情報をクリックして下さい。

クリック
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（画面２：成績表）

（画面３：履修情報）

この履修情報画面も利用し、各自履修漏れがないように
注意して下さい。
履修登録期間後も、記録として履修登録情報を
閲覧できるようになっています。
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国家試験受験資格等について 

卒業時に取得できる国家試験の受験資格は次のとおりです。 

 

１ 看護学部 
   

■ 看護師国家試験 
卒業要件を満たした者（卒業予定者全員） 

 

■ 保健師国家試験 

保健師課程を履修の上、卒業要件を満たしかつ国家試験受験に必要な単位（ｐ１６参照）を

修得した者 
※保健師免許を取得するためには、看護師国家試験にも合格する必要があります。 

 

保健師免許を取得した後、申請により次の免許が取得できます。 

・養護教諭２種免許  （詳細はｐ１７を参照） 

・第１種衛生管理者免許 
 

２ 診療放射線学部 
 

■ 診療放射線技師国家試験 

卒業要件を満たした者（卒業予定者全員） 

 

■ 放射線取扱主任者試験（１種、２種） 

放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく放射線取扱主任者試験（１

種、２種）は在学中でも受験可能です。 

 

■ その他 

医療情報技師等、在学中に取得可能な認定資格がありますので、キャリア形成支援室員やグ

ループ担任等に随時相談してください。 
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エ 学割証（証明書自動発行機） 

学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）は、学生の修学上の経済的負担を軽減し、学

校教育の振興に寄与することを目的として発行するものです。使用に際しては次の事項

に注意してください。 

■学生割引は、片道 100km を超える区間を旅行する場合に適用され、ＪＲ普通旅客運

賃が２割引になります。 

■学割証の有効期間は、発行日から３か月間です。 

■学割証の使用目的の範囲は、次のとおりです。 

①休暇、所用による帰省 

②実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の 

教育活動 

③大学が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動 

④就職又は進学のための受験等 

⑤大学が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 

⑥傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

⑦保護者の旅行ヘの随行  

※いわゆる「遊びの旅行」は、学割証交付の対象にはなりません。 

 

なお、不正に使用した場合は、以後、本人に対して学割証を発行しないだけでなく、

大学自体が学割証を発行できなくなる場合があり、その結果、他の学生全員に迷惑が

かかることになりますので十分注意してください。 

オ 単位修得証明書（証明書交付願） 

カ 卒業・修了証明書（証明書交付願） 

※本証明書は、所定の日以降に発行可能となります。 
キ 推薦書等（証明書交付願） 

あらかじめ事務局へ相談のうえ、指示された提出期限までに証明書交付願を提出して

ください。 

ク 通学証明書（通学証明書交付願） 

公共交通機関を利用して通学する場合、通学用定期乗車券を購入するためには通学証

明書が必要になります。通学証明書の有効期間は、発行日から１か月間です。購入の際

は、学生証を提示してください。 

 

■ 証明書自動発行機による証明書の発行について 

  証明書自動発行機の運用時間は事務局窓口取扱時間内です。証明書の厳封が必要な

場合には、証明書自動発行機で証明書を発行のうえ、事務局窓口に申し出てください。 

在学中は無料ですが、卒業後は手数料が必要です。 

 

（６） 休学・転学・退学等 
   下記のア～オに該当する場合に は、 願い出の前に学年担任、グループ担任又は事務局に

必ず相談してください。 
 

ア 休学 

病気その他やむを得ない理由により、引き続き３か月以上修学することが困難なときは、

「休学願」を学長に提出して許可を受けなければなりません。 
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病気により休学するときは、医師の診断書を添付してください。 

休学期間は、引き続き１年を超えることはできませんが、特別な理由のある場合は、引

き続き許可を願い出て延長することができます。 

なお、休学期間は通算して４年以内とし、休学期間は在学年限に算入しません。 

 
イ 復学 

休学期間が満了したとき、又は休学期間中にその理由が消滅して復学しようとするとき

は、「復学願」を学長に提出して許可を受けなければなりません。 

病気のために休学していた場合は、医師の診断書を添付してください。 

 
ウ 留学 

外国の大学等に留学しようとするときは、「留学願」に必要書類を添付のうえ、学長に

提出して許可を受けなければなりません。 

 
エ 転学 

他の大学に転学しようとするときは、「転学願」を学長に提出して許可を受けなければ

なりません。 

転学先の大学から転学許可書、成績証明書が求められるので、事前に交付を受けてくだ

さい。 

 
オ 退学 

疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、「退学願」を学長に提出

して許可を受けなければなりません。 

 
カ 除籍 

次に該当する学生は除籍されます。 

■正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けてもなお納付しない者 

■在学年限（８年間）を超えた者 

■休学期間が通算して４年を超えた者 

■死亡、又は長期間行方不明となっている者 

 
（７） 授業料 

ア 授業料の額 

 授業料は、年額を前期・後期のセメスターごとに区分して納付してください。 

正当な理由がなく授業料を滞納すると除籍されることがあります。 

 
 

 

（注）在学中に授業料の改定が行われた場合、新しい授業料が適用されます。 

 

イ 納付方法 

口座振替（自動引き落とし）により、指定する日（前期分は４月、後期分は 10 月）に

納付してください。指定する日は事務局掲示板等によりお知らせします。 

 

 

年   額 前   期 後   期 

５３５，８００円 ２６７，９００円 ２６７，９００円 
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ウ 授業料の減免及び徴収猶予 

本学は国の高等教育の修学支援制度の確認を受けているため、授業料等減免制度及び

給付奨学金が利用できます。日本学生支援機構の給付奨学金の支給対象の学生が授業料

等の減免も同時に受けることができます。「（２０）奨学金制度」（ｐ６４～）の項も参照

してください。 

なお、給付奨学金の手続きとは別に授業料等減免に係る申込みが必要です。 

上記の他、下記に該当する場合は入学料・授業料の減免又は徴収猶予を受けられるこ

とがありますので、事務局へ相談してください。 

■大規模災害等が発生した場合で、災害救助法の指定地域に本人又は学資負担者が居

住し被災された場合 

■上記高等教育の修学支援制度対象外の学生（在留資格を有さないなど）で、入学後

に天災その他特別な事情により家庭収入が著しく減少し、学資の負担が困難と認め

られる場合 

 

（８） 健康管理 

ア 健康診断 

学生を対象に毎年４月に定期健康診断を実施しますので、必ず受診してください。 

なお、疾病等やむを得ない事情により受診することができなかった場合は、別日程を

調整しますが、別日程にも受診できない場合は、自費により医療機関等で受診し、診断

書をできるだけ早いうちに事務局まで提出してください。 

 

イ 保健室 

北棟１階事務室の北側にあります。保健師が急病やけがの応急処置を行い、医療機関

を受診するまでの初期対応をしていますが、医師が常駐していないため、内服薬は提供

していません。 
健康に関することなどの詳細は、配付された「健康ミニガイド」、「健康ミニガイド別

冊」（本学オリジナル）をご覧ください。 
 
ウ 学生健康相談室 

本学には学生健康相談室があり、教員、保健師、カウンセラーなどの相談員が、健康相

談・学生相談を行っています。 

 

(ア) 健康相談 

保健師が中心となり、随時健康上の相談に応じています。E-mail による相談も可

能です。（相談 E-mail：hoken@gchs.ac.jp） 

(イ) 学生相談 

■学生健康相談室員による相談 

学生生活上での様々な相談に、学生健康相談室員が直接もしくは E-mail で対応し

ます。家族や友人と一緒に相談することもできます。室員は、事務局掲示板に掲示し

ています。 

（看護学部 E-mail：soudankango@gchs.ac.jp） 

（診療放射線学部 E-mail：soudanhousha@gchs.ac.jp） 
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■カウンセラーによる相談 

毎週水曜日（月４回）に、西棟２階第 28 演習室で行っています。 

＜相談時間＞ ９：３０～１２：３０（月３回） 

          ９：３０～１５：３０（月１回） 

               １人１時間程度。 

相談は予約制で、相談を希望する学生は、予約 E-mail で申し込むか、または直接、

相談時間帯においでください。（予約 E-mail：yoyaku@gchs.ac.jp） 

原則として、相談者の許可なく相談内容を他者に伝えることはありません。 

ただし、相談者や他者の心身に重大な危険がある場合など、学生健康相談室員が必

要と認める場合には、本人の許可なく情報を提供することがあります。 

なお、相談日程等に変更がある場合は、北棟エントランスホールの掲示板でお知ら

せします。 

 

（９）薬物について 

薬物を所持・乱用した場合は、法律によって処罰されますので、誘われても断る勇気を

持ってください。困っていることがあったら悩まず、学年担任や事務局へ相談してください。 

 

（１０）ハラスメントについて 

本学では、ハラスメントを絶対に許さないという基本姿勢に立って、ハラスメントの予

防と知識の啓発に努めるとともに、対策室を設けています。 

皆さんが学内外で以下のようなハラスメント（類似行為を含む。）を受けた場合、ハラス

メント対策室員（事務局掲示板に掲示）が直接もしくは E-mail で対応しますので、一人で

悩んだり我慢したりせずに速やかに相談してください。相談員には守秘義務が課せられて

おり、相談者のプライバシーや相談内容の秘密は絶対に守られます。 

 

■セクシュアル・ハラスメント （相談 E-mail：soudan-s@gchs.ac.jp） 

相手の意に反する性的な言動を行うことにより、不快感や不利益を与え、教育・研究・

学習・労働環境を悪化させる行為です。 

 

■アカデミック・ハラスメント （相談 E-mail：soudan-a@gchs.ac.jp） 

研究教育の場における権力を利用して、学生を含む下位の研究者に対して行われる修

学・就労・教育・研究等に関する不適切な言動や差別的待遇等の行為です。  

 

（１１）構内（キャンパス内）全面禁煙について 
   本学は構内全面禁煙ですので、屋内・外を問わず、大学敷地内では絶対に喫煙をしない

でください。本学は、将来の医療従事者を育成する教育機関です。自己の健康管理のため

禁煙を心掛けましょう。 
 

（１２）飲酒について 
■20 歳未満の方は飲酒できません。 

■構内では飲酒してはいけません。 
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■一気飲みは絶対にしない・させない。 

競争やゲーム感覚で飲酒する・させることは、非常に危険な行為です。場合によって

は、死に至るケースもあります。 

   ■アルコール・ハラスメントをしない・させない。 

アルコールによる人権侵害で、命を奪うこともあります。 

アルコール・ハラスメントとは、次のような行為のことです。 

①飲酒の強要 

②一気飲みの強要 

③意図的な酔いつぶし 

④飲めない人への配慮を欠くこと 

⑤酔った上での迷惑行為（酔ってからむこと、悪ふざけ、セクハラなど） 

 

（１３）厚生施設 
本学では、福利厚生施設として、センターホール（北棟）、学生ラウンジ（西棟・南棟）

があります。 

センターホール及び学生ラウンジは、食堂兼談話室として利用できますので、クラスや

サークルのミーティング等にも利用してください。 

 

（１４）課外活動 

有意義な学生生活を送るためには、正課の授業のほかに課外活動が大きな役割を果たし

ます。 

課外活動を通じて豊かな人間性を身につけ、友人との交流を深めることによって、より

充実した学生生活を送ってください。 

 

（１５）学生自治会 
学生自治会は、学生が主体となって学生相互の親睦を深め、学生生活の充実・向上を図

ることを目的に活動しています。 

ア 主な行事 

 
 

 

 

 

 

イ コピ－機 

学内に３台設置しています。 

○設置場所：図書館、センタ－ホ－ル、西棟学生ラウンジ 

○使用方法：センターホールに設置してあるコピ－カ－ド販売機でコピ－カ－ドを

購入してください。 ※１枚 1,000 円で 150 枚コピ－できます 

        

ウ サ－クル（学内団体） 

現在、次のサ－クルが活動しています。 

新入生歓迎会 ４月中旬 

総 会 ４月中旬 

球技大会 ５月中旬 

学園祭 10 月下旬～11 月上旬 
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① 体育系 

    海釣り、弓道、テニス、ダンス、軟式野球、バスケットボール、バドミントン、

バレーボール、フットサル 

② 文化系 

    ivusa（イビューサ）、英会話、クラシックギター、グルメ、国際交流、手芸、

天文、バリアフリー、バンド、ピア、ボランティア、桃の木リバーを愛する会、

激辛、学園祭実行委員、サウナ部 

 

（１６）学生団体 
ア 団体の設立 

本学において団体・サークル等を設立しようとするときは、代表者は学内の教員に顧

問を依頼し、承諾を得て、「学内団体設立願」に団体の規約及び名簿を添付して、事務局

に提出してください。 

なお、設立の許可を受けた団体・サークル等は、毎年５月末日までに「学内団体存続

願」に最新名簿及び団体の規約等を添付して提出してください。期限までに提出しない

場合は、解散したものとみなします。 

 

イ 団体規約等の変更 

学内団体設立願に記載した事項を変更したときは、「団体規約等変更届」を提出して

ください。なお、規約を変更した場合は、新規約を添えて提出してください。 

 

ウ 団体の解散 

団体を解散したときは、「学内団体解散届」を提出してください。 

 

エ 学外での活動 

学外において試合・合宿等の活動を行う、又は学外の者と合同して活動を行うときは、

必ず「試合・合宿等学外活動届」に必要事項を記入のうえ、事務局に提出してください。

提出しないと課外活動中に負傷したとき、学生教育研究災害傷害保険の適用を受けられ

ず、保険金が支給されないことがあります。 

 

オ 集会・寄付・募集等の活動 

学生が集会や寄付・募集等の活動を行うときは、責任者は事前に事務局に申し出てく

ださい。 

本学の目的に沿わない、又は学内の秩序を乱す恐れのあるときは、活動を禁止、あるい

は変更を命ずることがあります。 

 

カ サークル室の使用心得 

サークル室は、学長が許可した団体・サークルの活動に対して、１年間を限度（更新可

能）にその使用を承認します。ただし、室数に制限があるため、団体の活動内容等によっ

ては使用できない場合もあります。 

サークル室の使用に当たっては、次の事項を遵守してください。 

■使用時間は、原則として午後８時までです。 
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■サークル室の割当は、事務局及び学生自治会で行います。 

■サークル室の鍵は、顧問の教員が責任をもって管理し、使用時には顧問の教員か

ら貸与を受け、常に所在を明確にしておいてください。 

■サークル室に本学関係者以外の者が立ち入ることを禁止します。 

■火気使用、飲酒は厳禁です。 

■戸締り、消灯等には常に注意し、室内外の清潔、整頓にも留意してください。 

■サークル室に現金、貴重品は置かないでください。 

■施設器具等を破損、汚損、又は紛失したときは、速やかに事務局に届け出てくだ

さい。場合によっては、原形回復又は損害賠償を求めることがあります。 

■サークル室を引き渡すときは、室内の整理・整頓を行ってください。 

■サークル室の使用がこの使用心得に違反する場合には、使用承認を取り消すこと

があります。 

 
（１７）掲示物の掲示 

団体・サークル活動等の課外活動で掲示をしようとするときは、事務局に申し出て、許

可を受けてください。掲示は学生用掲示板を利用してください。 

学生用掲示板は、センターホールの西側及び学生ラウンジに設置してあります。 

■用件が終了した掲示物については、掲示者が責任をもって撤去してください。 

■掲示物の内容が、商業行為、政治活動、宗教活動等に係るものは掲示できません。 

■立看板は通行の支障及び倒れた際の危害等を考慮し、原則として許可しません。 

 
（１８）大学施設の使用 

ア 大学施設 

学生の皆さんが正課活動以外で利用できる大学施設は、センターホール、学生ラウン

ジ、講義室、演習室、体育館、グラウンド、テニスコート、キャリア形成情報室としま

す。（実験室、実習室等の実験実習エリアは除きます。） 

 

イ 使用可能時間 

施設の使用時間は、次のとおりです。 

施   設 平  日 土・日曜、祝日 使用許可手続 

体 育 館 8:30～21:00 

9:00～20:00 

必要 講義室、演習室 

グラウンド、 

テニスコート 

8:30～20:00 

センターホール 8:30～23:30 

不要 

（使用時間内で

あれば自由に利

用可） 

西棟学生ラウンジ 8:30～22:30 

南棟学生ラウンジ 8:30～22:00 

キャリア形成情報室 8:30～20:00 

年末年始の休業日（12 月 29 日～翌年１月３日）は、使用できません。 
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ウ 使用手続 

センターホール、学生ラウンジ（西棟、南棟）及びキャリア形成情報室以外の施設を使

用するときは、前日までに事務局に申し出て、許可を得てください。 

４～５名以上での使用を原則とします。 

マルチメディア教室については、「群馬県立県民健康科学大学マルチメディア教室管理

要領」（ｐ１２１参照）に従って使用してください。ただし、土・日曜、祝日の使用は認

めません。 

 

エ 使用上の注意 

■火気、戸締り、冷暖房設備の停止、消灯等には常に注意し、使用後は施設内外の

清掃、整理整頓を行ったうえ、事務局に必ず連絡してください。 

■現金、貴重品の取り扱いには十分注意してください。 

■施設機器等を破損、汚損又は紛失したときには、速やかに事務局に届け出てくだ

さい。場合によっては、原形回復又は損害賠償を求めることがあります。 

■体育館には、土足又は外履で入らないでください。 

■使用を許可した後でも、大学が管理運営上必要な場合、又は使用させることが不

適切と判断した場合には、その使用許可を取り消す場合があります。 

■大学構内は、全面禁煙となっています。 

 
（１９）学内情報ネットワーク 

本学には、教職員及び学生の情報ネットワークとして「県民健康科学大学学内情報ネッ

トワーク」があります。 

管理者の承認を得ることにより、学内に設置してあるパソコンを利用したり、個人の機

器を本学のネットワークに接続して使用したりすることができます。 

申請書は学務システムに掲載しています（事務局にもあります。）。 

 
（２０）奨学金制度 

奨学金制度には、日本学生支援機構奨学金、地方公共団体等による修学資金制度等があ

ります。 

申請時期や継続手続きなど、奨学金に関する重要なお知らせは随時、奨学金掲示板にて

お知らせします。掲示板を日常的に確認し、各自で期限までに必要な手続きを行ってくだ

さい。 

奨学金掲示板：エントランスホール東側のホワイトボード 

 

ア 日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構では、人物、学業成績ともに優秀で、かつ経済的理由により修学困

難な学生に対し選考を経て学費を貸与しています。 

また、本学は国の高等教育の修学支援制度の確認を受けているため、新たな給付奨学

金制度が受給できます。 

 

 

 

― 64 ―



  

■貸与奨学金の種類及び貸与月額（令和５年度入学者） 

区分 
貸与月額 

利子 
自宅通学 自宅外通学 

第一種 

奨学金 

２万円 

３万円 

４万５千円  から選択 

２万円 

３万円 

４万円 

５万１千円  から選択 

無利子 

第二種 

奨学金 
２万円～12万円（１万円単位）から選択 有利子 

 

■給付奨学金の種類、給付月額及び第一種奨学金の受給調整（令和５年度入学者） 

区分 
給付奨学金 給付月額 

給付奨学金受給中の第一種 

奨学金の貸与月額※注 

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学 

第Ⅰ区分 29,200円 66,700円 ０円 ０円

第Ⅱ区分 19,500円 44,500円 ０円 ０円

第Ⅲ区分 9,800円 22,300円 20,300円 13,800円

※注：給付奨学金と同時に第一種奨学金の貸与を受ける場合は、第一種奨学金の振り込

み額が上記の月額に自動調整されます。 
 

■申請受付期間等 

区分 申請書受付 貸与の始期 初回振込（予定）

予約採用者 
４月～５月中旬 

(インターネットで本人が申請) 
４月から 

４月中旬 

５月中旬 

６月中旬 

在学採用者 ４月下旬～５月上旬 ７月から ７月中旬 

・予約採用者の初回振込日は、届出の期日により異なります。 

 

■申請手続 

申請手続は、事務局を通じて行います。希望する学生は、奨学金説明会で配付するス

カラネット入力下書き用紙に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、必ず指定された

期日までに提出してください。 

申請時に必要な書類は次のとおりです。 

①奨学金確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 

②成績証明書（高校等に発行依頼をしてください。） 

③その他、各家庭の諸事情により必要となる証明書があります。 

大学は学業成績・人物について審査のうえ、適当と認めた者を日本学生支援機構に推
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薦します。 

日本学生支援機構は大学から推薦された者について選考し、採否を決定します。 

採用になった際に必要な書類は次のとおりです。 

①返還誓約書 
②連帯保証人及び保証人の「印鑑証明書」（コピー不可） 
③連帯保証人の「収入に関する証明書」（コピー可） 

※②、③は連帯保証人及び保証人を選任した場合のみ 
④保証依頼書 

※④は機関保証制度（連帯保証人などによる人的保証に代えて、一定の保証料

を支払うことにより、奨学金の貸与を受けることができる制度）を利用する場

合に必要 
 

■奨学生の心得 

奨学生は、日本学生支援機構の定める奨学規程を守り、日本学生支援機構及び大学の

指示に従うとともに、奨学生としての資質の維持向上に努めてください。学業成績不振

など奨学生として適当でないと認められるときは、奨学金が打ち切られます。 

 

■適格認定 

奨学生は、毎年、冬季に「奨学金継続願」を提出し、奨学生としての適格認定を受けま

す。提出期限等については掲示しますので、忘れずに行ってください。 

   ① 貸与奨学金の適格認定 

     人物、学業及び経済状況について審査し、奨学金継続の可否等を判断します。 

     学業については、修業年限で確実に卒業できる見込みがあることを要します。卒

業延期が確定した人又は卒業延期の可能性が極めて高い人等は、適格認定において

奨学金は原則「廃止」（又は「停止」）となります。 

   ② 給付奨学金の適格認定 

【家計】毎年４月に行う在籍報告で報告された経済状況（申告された資産額）及びマ

イナンバーによる所得等情報に基づき、日本学生支援機構にて支援区分の見直しが

行われ、10月以降の１年間の支援区分が決定されます。 

【学業】年度末に実施され、以下のいずれかに該当する場合、「廃止」（打ち切り）と

なります。状況によっては、支給済みの給付奨学金について返還を求めることがあ

ります。 

・修業年限で卒業できないこと（卒業延期）が確定した場合 

・修得単位数の合計数が標準単位数の５割以下の場合 

・出席率が５割以下など学習意欲が著しく低いと学校が判断した場合 等 

 

■返還 

貸与奨学金は貸与されるものですから、必ず返還しなければなりません。 

・返還開始 

貸与期間の終了した月の翌月から起算して、６か月を経過した後となります。 

・返還期間 
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貸与総額によって異なりますが、最長 20 年です。 

・返還方法 

割賦方法（月賦返還等）を選択し、リレー口座（自動口座振替）により返還しま

す。 

 

■予約採用者への注意 

大学進学を条件として予約採用されていた学生（予約奨学生）は、指定期日までに事

務局に申し出てください。採用候補者決定通知に記載されている候補者固有のパスワー

ドを使用してインターネットから直接、届出を行っていただきます。 

期限までに届出をしないと本採用されませんので、期限を厳守してください。 

 

■在学届の提出 

入学前に日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けていた者は、「返還のてびき」にあ

る「在学届」を指定の期日までに事務局ヘ提出してください。 

期限までに提出しないときは、返還猶予の取り扱いを受けられないことがあります。 

 

■異動がある場合の手続き 

住所変更（住民票の異動及び通学形態の変更）や、休学・退学、卒業延期となる場合等

は奨学金の手続きが必要です。速やかに事務局に申し出てください。状況によっては、奨

学金や授業料の返金が生じることがあります。 

 

イ その他の奨学金 

各都道府県や市町村等が設けている独自の修学資金制度や、学生の援助を目的とした

財団・基金等の奨学金制度があります。募集案内があった場合は、掲示板に掲示します

ので、希望者は各自問い合わせてください。 

 

（２１）学生教育研究災害傷害保険・医学生教育研究賠償責任保険 
本学は、教育研究活動中及び通学中等の不慮の災害事故補償のために「学生教育研究災

害傷害保険」に加入しています。 

 

ア 保険金が支払われる場合 

■学生教育研究災害傷害保険 

大学の教育活動中及び通学中等に急激かつ偶然な事故により身体に傷害を被った場

合に保険金が支払われます。ただし、病気が原因の事故や傷害は、対象となりません。 

なお、教育研究活動中及び通学中とは、次のようなものをいいます。 

① 正課中 

講義、実験、実習、演習または実技による授業を受けている間（保険の対象と

なるかは個別に判断されます。） 

② 学校行事中 

大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環とし

ての各種学校行事に参加している間 
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③ ①②以外で学校施設内にいる間 

大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。

ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁じた行為を 

行っている間を除きます。 

④ 学校施設外で大学に届け出た課外活動（サークル活動）を行っている間 

本学が定める所定の手続きを経て、本学が認めた学内学生団体の管理下で行う

文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハンググライ

ダーなど危険なスポーツを行っている間を除きます。 

⑤ 通学中 

大学の授業等、学校行事または課外活動（サークル活動）への参加の目的をもっ

て、合理的な経路及び方法（大学が禁じた方法を除きます。）により、住居と学

校施設等との間を往復する間 

「住居」には、学生が居住して日常生活の用に供している家屋などのほか、社

会人入試を経て大学に入学した学生が大学に通う場合の勤務先を含みます。 

⑥ 学校施設等相互間の移動中 

大学の授業等、学校行事または課外活動（サークル活動）への参加の目的をもっ

て、合理的な経路及び方法（大学が禁じた方法を除きます。）により、大学が教

育活動のために所有、使用または管理している学校施設の他、授業等、学校行

事または課外活動（サークル活動）の行われる場所の相互間を移動している間 

 

 

■医学生教育研究賠償責任保険 

日本国内外において、正課、学校行事、大学が認めた課外活動やまたはその往復途中

で、他人にケガをさせたり他人の財物を損壊したりすることにより被る法律上の損害賠

償が補償されます。正課は「学生教育研究災害傷害保険」の①、学校行事は「学生教育研

究災害傷害保険」の②と同様で、課外活動として認められたボランティア活動も対象と

なります。また、それらを目的とした往復途中（自動車での移動を除く）が補償の対象に

なります。 

 

イ 事故が起こった場合 

保険の対象となる事故が発生したときは、直ちに授業の担当教員あるいはサークル顧

問教員、担任教員、事務局ヘ報告してください。事務局で必要書類を配付しますので、自

身で保険会社に「事故報告」を行ってください。事故発生日から 30 日以内に通知しない

と、保険金が支払われないことがあります。 

 

ウ その他 

オリエンテーション時に配付した保険約款、しおり等をよく読んでください。 

 

（２２）就職 
就職を希望する学生に対して、職業安定法に基づき職業紹介を行います。 

就職については、キャリア形成支援室員、担任教員や事務局が相談に応じます。 
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なお、就職・進学試験のために講義を欠席する場合は、担任教員の承認を得たうえで、

「就職・進学試験用欠席届」を事務局へ提出してください。 

採用内定等を受けた場合には、内定を受けた全ての施設について、必ず「就職・進学内定

届」及び「就職・進学試験報告書」を事務局に提出してください。 

 

（２３）学生への連絡 

学生への連絡・呼出は原則として掲示板または学務システム等により行いますので、必

ず確認してください。 

ただし、緊急連絡または特に必要がある場合は、学内メールにより行うことがあります。

携帯電話や個人用パソコンで常時、学内メール内容を確認できるようにしてください。また、

学校から発信するアドレス（---＠gchs.ac.jp）のフィルターを解除してください。 

掲示又はメールを見ないことにより生じる不利益を受けるのは皆さんです。必ず掲示板、

学務システム及び学内メールの内容を確認してください。 
 

（２４）日常生活 

ア 通学 

自動車・バイク・自転車で通学する場合は、「自動車・バイク・自転車通学願」を事務

局へ提出してください。 

交通法規を遵守し、正しい交通マナーを身に付け、安全運転を心がけてください。 

万一、交通事故が起きた場合は、速やかに「事故届」を事務局へ提出してください。 

 

イ 学内駐車・駐輪 

■学生駐車場の利用 

①自動車での通学を希望する学生は、「自動車・バイク・自転車通学願」により「駐

車許可証」の交付申請をしてください。 

許可された車両は、学生用駐車場に駐車し、駐車許可証はダッシュボードへ置

いておいてください。 

②「自動車・バイク・自転車通学願」は毎年申請が必要です。ただし、届出内容に変

更が生じた場合は、その都度事務局へ提出してください。 

③駐車場内で起きた事故について、本学は一切責任を負いません。 

④複数回違反している車には貼り紙をし、駐車許可を取り消すことがあります。 

⑤正面のロータリーは、時計廻りです。学生駐車場から出る時には、特に注意して

ください。 

⑥利用時間は 7:00～24:00（土・日・祝日は 8:30～21:00）です。やむを得ない事情

により停泊する場合は、事務局へ必ず申し出てください。 

 

■バイク置き場又は駐輪場の利用 

①バイク又は自転車で通学する学生は、所定のバイク置き場又は駐輪場に駐車して

ください。 
②届出内容に変更が生じた場合は、「自動車・バイク・自転車通学願」を提出してく

ださい。 
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ウ ロッカーの貸与 

在籍期間中、更衣室に設置してあるロッカーを貸与します。 

使用に当たっては、次のことに注意してください。 

 

■使用方法 

常に清潔に保つとともに、盗難防止のためロッカーは必ず施錠し、金銭、貴重品は保

管しないでください。万一、盗難や火災等の災害によって被害が生じても、本学は責任

を負いません。 

卒業又は退学時には、ロッカー内を空にしてください。 

 

エ 忌引 

３親等以内の親族が死亡され欠席する場合には、「忌引届」に会葬礼状等の証拠書類を

添付し、事務局に提出してください。忌引届を提出した場合、下記の日数（土・日曜、祭

日を含む）は欠席日数に算入されません。 

 

親 族 日 数 

配偶者 10日以内 

一親等の親族（父母等） ７日以内 

一親等の親族（子） ５日以内 

二親等の親族（兄弟姉妹及び祖父母等） ３日以内 

三親等の親族（おじ、おば等） １日以内 

 

オ 構内の美化 

構内の美化については、お互いが協力し、常に清潔に保持するように努めてください。

特に、更衣室、サークル室等の占用利用が認められた施設については、利用者の責任で清

潔の保持、整理整頓に努めてください。 

なお、センターホール、学生ラウンジ以外での飲食は禁止です。 

 

カ 拾得物又は紛失・遺失物 

盗難防止のため、持ち物は自分自身で責任を持って管理し、貴重品を置いたまま席を

離れないよう注意してください。 

万一、学内で金銭や学生証、その他の物品を紛失したり盗まれたりしたとき、若しくは

拾得したときは事務局ヘ届け出てください。 

 

 

キ アパート等の紹介 

自宅外から通学する学生のために、アパート等の紹介をしています。 

事務局に「アパート等紹介票」がありますので、ご覧ください。 
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（２５）気象状況・災害等による休講・試験延期の取扱いについて 

大雨、大雪等の気象状況、災害等の状況及び気象庁による気象警報に基づき、学生の安

全を確保できない、またはその恐れがある場合には、下記のとおり、授業（実習を含む）の

休講・試験の延期措置をとります。 

 

ア 台風や大雪等、気象状況の悪化が予測される場合は、前日または当日に授業の休講・

試験の延期措置の決定を行います。その場合は、一斉メール、大学ＨＰ及び掲示板

等によりお知らせします。 

イ 災害の発生や交通機関の大規模な運休などがあった場合は、アに準じて休講等の措

置を決定します。 

ウ 休講となった場合は、サークル等の課外活動は禁止とします。 

エ 休講となった授業や延期した試験については、実施日時が決まり次第、大学ＨＰ及

び掲示板等によりお知らせします。 

 

（２６）災害時等の授業の休講・試験の延期措置の判断基準 
災害時等には、下記の基準に基づいて休講・試験の延期等を決定します。 

 

前橋市若しくは実習先施設が所在する市町村に特別警報、大雨、大雪警報等の気象警報

が発表された場合、又は市町村長から大学若しくは実習先施設を含む区域に避難指示等が

出された場合の授業(実習を含む。)の休講及び試験の延期の判断は、原則、次のとおりと

します。  

 

ア 前橋市に特別警報が発表された場合又は大学を含む区域に避難指示等が出された 

場合 

午前６時までに解除されないときは、大学における午前の授業を休講、午前の試験

を延期とする。 

実習先施設が存する市町村に特別警報が発表された場合又は実習先施設が存する区

域に避難指示が出された場合 

午前６時までに解除されないときは、午前の実習を休講とする。 

イ アの特別警報、避難指示が、午前 10 時までに解除されない場合は、午後の授業を休

講、及び午後の試験を延期とする。 

ウ 大雪警報が発表され、交通機関への影響により通学が困難である場合又はそのおそ

れがある場合は、授業を休講、及び試験を延期とする。 

エ 地震や火山噴火災害、火災等上記以外の場合で、授業等を実施することが困難であ

ると予想される場合は、授業を休講、及び試験を延期とする。 

 

 

■留意事項 

実習の場合、実習先との連絡調整は、担当教員が行います。 
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（参考） 

 桃の木川（観測所：上泉） 

    はん濫危険水位    ３．００ｍ   避難指示等の発表判断目安 

避難判断水位      ２．４０ｍ   避難準備情報の発表判断目安 

はん濫注意水位   ２．３０ｍ 

水防団待機水位   ２．２０ｍ 
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１ 附属図書館の概要 
 

本学附属図書館には、図書約 73,000 冊・雑誌約 760 種、視聴覚資料約 1,760 点、製本雑誌約 7,400

冊があります。また、電子ジャーナルやデータベース、電子ブックなどの電子リソースも導入してい

ます。県民にも開放しており、看護職者等医療従事者も数多く利用しています。 

図書館利用の注意事項を守り、マナー良く利用してください。 

 
２ 利用案内 
 

（１） 開館時間（学生及び教職員） 
授業のある日 9:00～22:00 

授業のない平日及び第２･第４土曜日 9:00～17:00 

第１・第３・第５土曜日 11:00～17:00 

 
（２） 休館日 

・日曜日 

・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

・群馬県民の日（１０月２８日） 

・年末年始 

・図書館資料の点検、整理日 

・その他、館長が特に必要と認めた日 

＊詳しい日程は、図書館ＨＰ「図書館カレンダー」（https://gchs.opac.jp/）を参照。 

 
（３） 利用できる人 

・本学の学生及び教職員 
・県内に在住、在勤、または在学する１８歳以上の人 ※高校生は除く 
・県外在住等の本学卒業生等 
・その他、館長が許可した人 

 
（４） 図書館利用カード 

図書館の利用には、学生証が必要です。利用の際には必ず持参してください。 
 

（５） 館外貸出 
借りたい図書等に学生証を添えてカウンターで貸出手続きを行ってください。 

 
 

 学部生 大学院生 

貸出冊数 貸出期間 貸出冊数 貸出期間 

図書 ５冊まで ２週間 １０冊まで ３週間 

雑誌 １冊 １日 １冊 １日 

 

＊貸出手続きの処理をされていない図書等を所持し、図書館出入口のゲートを通ると警報が 

鳴ります。その時は、職員の指示に従ってください。 
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＊禁帯出資料（館外へ持ち出しできないもの） 
・禁帯出ラベルが貼ってある参考図書（辞書、事典、目録、年鑑等）   
・逐次刊行物（新聞・雑誌最新号・パンフレット類） 
・視聴覚資料 
・その他、館長が指定したもの 

 
（６） 返却 

図書等の裏表紙内にある貸出期限票に押印された返却期限までに、図書等をカウンターへ返却

してください。返却時、学生証は不要です。 
開館時間帯以外での返却は、館外設置の「返却ポスト」をご利用ください。なお、午前９時

以降に「返却ポスト」を利用すると、翌開館日の返却扱いになりますので注意してください。 
 
（７） 延滞による館外貸出の停止 

貸出期間を経過しても図書等を返却しない場合は、館外貸出を停止します。停止期間は、図書

等１冊ごとの延滞日数を合算した期間です。（延滞日数は返却期限の翌日から起算し、休館日も

含みます。） 
（例）３冊借り、それぞれ３日間延滞した場合の貸出停止期間  ３冊×３日間＝９日間 

 
（８） 複写 

図書館の資料を複写したいときは、「館内資料複写申込書」に記入し、カウンター職員の許可

を得てから複写してください。著作権法で認められた範囲内で複写できます。費用は利用者の負

担となります。ただし、視聴覚資料及び館長が指定した資料は複写できません。 
 
（９） 図書の分類 

看護学に関する本には「Ｎ」を、診療放射線学に関する本には「Ｈ」の分類記号を付与し、同

じ内容の資料が近くに並ぶようにしています。 
 

（１０） 図書の検索 
図書館の資料は、館内の端末で検索することができます。利用方法等で不明な点がありました

ら、カウンター職員に相談してください。なお、インターネットにより館外からも検索ができま

す。（https://gchs.opac.jp/） 

 

（１１） 視聴覚資料の利用 
ＡＶコーナーで、ビデオ、ＤＶＤ等の資料を利用できます。視聴覚資料を利用したいときは、

「視聴覚資料館内利用票」に記入し、学生証を添えて、カウンターで閲覧手続きを受けてくださ

い。視聴覚資料とヘッドフォンを貸出します。使用方法がわからないときは、カウンター職員に相

談してください。なお、館外への貸出しは行っていません。 
 
（１２） レファレンスサービス 

図書館では次のようなサービスも行っています。 
・参考資料の調査、相談 
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・他機関の紹介、文献複写依頼、図書の借り受け等 
・未所蔵資料のリクエストサービス 

 
（１３） 電子ジャーナルとデータベース 

    電子化された雑誌をパソコンで見ることができる電子ジャーナルや、文献情報を調べること

ができるデータベースがあります。 

   （主な電子ジャーナル） 

  ・メディカルオンライン 

・CINAHL with Full Text 

・Ovid Nursing Full Text 

 
（１４） 電子ブック 

インターネット上から、電子化された図書資料を見ることができます。 
電子ブックは館外貸出資料数に関係なく利用できますが、１つの電子ブックにつき、同時に

利用できる人数に制限があります。 
 （主な電子ブック） 
  ・Maruzen eBook Library 

  ・KinoDen 

 
（１５） 図書館の利用上の注意 

図書館を利用する際には、下記の事項を遵守してください。 
・貴重品は自己責任で管理すること。 
・図書等は元の位置に戻すこと。 
・静寂を保つこと。携帯電話等の使用はしないこと。 
・図書、備品、その他の設備を汚損または破損しないこと。 
・貸出しを受けた図書等を他人に転貸しないこと。 
・飲食をしないこと。 
ただし、個人学習スペース及び閲覧席利用中の水分補給に限り認めます。 

・その他、職員の指示に従うこと。 
 

 
（１６） その他 

図書館の利用については、図書館利用規程、図書館利用案内（パンフレット）、掲示板、図書

館ホームページ（https://gchs.opac.jp/）等の情報も御覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 

（主なデータベース） 

・医中誌 Web 

・最新看護索引 Web 
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 第
６

条
 

本
学

に
地

域
連

携
セ

ン
タ

ー
を

置
く

。
 

２
 

地
域

連
携

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
附

属
図

書
館

）
 

第
７

条
 

本
学

に
附

属
図

書
館

を
置

く
。

 

２
 

附
属

図
書

館
に

関
す

る
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

（
事

務
局

）
 

第
８

条
 

本
学

に
事

務
局

を
置

く
。

 

２
 

事
務

局
に

関
す

る
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
第

３
章

 
学

年
、

学
期

及
び

休
業

日
 

（
学

年
及

び
学

期
）

 

第
１

３
条

 
学

年
は

、
毎

年
４

月
１

日
に

始
ま

り
、

翌
年

３
月

３
１

日
に

終
わ

る
。

 

２
 

学
年

を
分

け
て

、
次

の
２

学
期

と
す

る
。

 

一
 

前
期

 
４

月
１

日
か

ら
９

月
３

０
日

ま
で

 

二
 

後
期

 
１

０
月

１
日

か
ら

翌
年

３
月

３
１

日
ま

で
 

（
休

業
日

）
 

第
１

４
条

 
休

業
日

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。
 

一
 

日
曜

日
及

び
土

曜
日

 

二
 

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
３

年
法

律
第

１
７

８
号

）
に

規
定

す
る

休
日

 

三
 

群
馬

県
民

の
日

 
１

０
月

２
８

日
 

四
 

春
季

休
業

 

五
 

夏
季

休
業

 

六
 

冬
季

休
業

 

２
 
 
前

項
第

４
号

か
ら

第
６

号
ま

で
に

規
定

す
る

休
業

日
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

別
に

定
め

る
。

 

３
 
 
学

長
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
休

業
日

を
変

更
し

、
又

は
臨

時
に

休

業
日

を
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  
 

 
第

４
章

 
修

業
年

限
及

び
在

学
年

限
 

（
修

業
年

限
）

 

第
１

５
条

 
本

学
の

修
業

年
限

は
、

４
年

と
す

る
。

 

（
科

目
等

履
修

生
の

修
業

年
限

の
通

算
）

 

第
１

６
条

 
本

学
の

学
生

以
外

の
者

が
、

第
４

１
条

第
１

項
に

規
定

す
る

科
目

等
履

修
生

と
し

て
本

学
に

お
い

て
一

定
の

単
位

を
修

得
し

た
後

に
入

学
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

単
位

の
修

得
に

よ
り

本
学

の
教

育
課

程
の

一
部

を
履

修
し

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
そ

の
単

位
数

、
そ

の
修

得
に

要
し

た
期

間
そ

の
他

本
学

が
必

要
と

認
め

る
事

項
を

勘
案

し
て

相
当

期
間

を
修

業
年

限
に

通
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
そ

の
期

間
は

、
２

年
を

超
え

て
は

な
ら

な
い

。
 

（
在

学
年

限
）

 
 

第
１

７
条

 
在

学
期

間
は

、
８

年
を

超
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
第

２
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

再
入

学
し

た
者

又
は

第
２

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
転

部
し

た
者

に
あ

っ
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

第
２

３
条

第
２

項
又

は
第

２
６

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
修

業
す

べ
き

年
限

の
２

倍
に

相
当

す
る

年
数

を
超

え
て

在
学

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

  
 

 
第

５
章

 
入

学
、

休
学

、
復

学
、

退
学

、
転

学
、

転
部

、
除

籍
、

再
入

学
及

び
留

学
 

（
入

学
時

期
）

 

第
１

８
条

 
入

学
の

時
期

は
、

学
年

の
始

め
と

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

再
入

学
を

 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
則

 
（

抄
）

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
第

１
章

 
総

則
 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。
）

は
、

保
健

医
療

に
関

す
る

高
度

な
知

識
と

技
術

を
教

授
研

究
し

、
高

い
教

養
と

豊
か

な
人

間
性

を
持

つ
保

健
医

療
専

門
職

者
を

養
成

す
る

と
と

も
に

、
研

究
成

果
を

地
域

に
還

元
す

る
こ

と
に

よ
り

、
県

民
の

保
健

、
医

療
及

び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

（
運

営
）

 

第
２

条
 

本
学

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
学

内
外

の
意

見
を

幅
広

く
取

り
入

れ
る

と
と

も
に

、
学

部
そ

の
他

の
組

織
の

一
体

的
な

運
営

を
行

い
、

そ
の

機
能

を
総

合
的

に
発

揮
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
自

己
評

価
等

）
 

第
３

条
 

本
学

は
、

そ
の

教
育

研
究

水
準

の
向

上
を

図
り

、
本

学
の

目
的

及
び

社
会

的
使

命
を

達
成

す
る

た

め
、

本
学

に
お

け
る

教
育

研
究

活
動

等
の

状
況

に
つ

い
て

自
ら

点
検

及
び

評
価

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
点

検
及

び
評

価
の

項
目

並
び

に
そ

の
実

施
体

制
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
第

２
章

 
組

織
 

（
学

部
及

び
学

科
等

）
 

第
４

条
 

本
学

に
看

護
学

部
及

び
診

療
放

射
線

学
部

を
置

く
。

 

２
 

学
部

の
目

的
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

一
 

看
護

学
部

 
群

馬
県

の
県

民
を

は
じ

め
、

様
々

な
地

域
に

生
活

す
る

多
様

な
人

々
の

生
涯

に
わ

た
る

健

康
水

準
の

維
持

向
上

に
貢

献
す

る
方

法
を

学
ぶ

こ
と

を
通

し
て

、
人

間
と

環
境

へ
の

興
味

関
心

を
深

め
、

豊
か

な
人

間
性

を
培

う
と

と
も

に
、

科
学

的
根

拠
に

裏
付

け
ら

れ
た

専
門

的
知

識
・

技
術

並
び

に
高

い
倫

理
的

判
断

力
に

加
え

、
看

護
専

門
職

者
と

し
て

の
自

律
的

発
達

や
看

護
学

を
探

求
で

き
る

基
盤

を
身

に
つ

け
、

将
来

的
に

は
国

内
の

み
な

ら
ず

国
際

的
に

も
普

及
す

る
新

た
な

看
護

実
践

の
創

造
開

発
に

携
わ

る
こ

と
を

目
指

す
、

社
会

貢
献

へ
の

使
命

感
と

意
欲

を
も

つ
人

材
の

育
成

を
目

的
と

す
る

。
 

二
 

診
療

放
射

線
学

部
 

対
象

が
人

間
で

あ
る

と
い

う
観

点
か

ら
人

間
中

心
の

新
た

な
診

療
放

射
線

学
の

学

術
的

体
系

化
と

教
育

課
程

を
再

構
築

し
展

開
す

る
こ

と
に

よ
り

、
従

来
の

理
工

学
と

医
学

の
融

合
か

ら
な

る
診

療
放

射
線

学
に

加
え

、
人

間
の

尊
厳

や
生

命
･
医

療
･
技

術
の

倫
理

、
チ

ー
ム

医
療

の
機

能
と

役
割

を

学
ぶ

も
の

と
し

、
多

様
な

実
務

の
遂

行
を

可
能

に
し

、
科

学
的

根
拠

に
裏

付
け

ら
れ

た
論

理
的

な
思

考
及

び
柔

軟
な

発
想

に
よ

っ
て

自
ら

見
出

し
た

問
題

点
を

解
決

す
る

意
欲

と
行

動
力

を
も

っ
て

、
国

際
社

会
及

び
地

域
社

会
へ

貢
献

で
き

る
人

材
を

育
成

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

３
 
 
学

科
及

び
学

生
定

員
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

学
 

 
 

部
 

学
 

 
 

科
 

学
 

 
生

 
 

定
 

 
員

 

入
学

定
員

 
収

容
定

員
 

看
 

護
 

学
 

部
 

看
 

護
 

学
 

科
 

  
 

 
８

０
人

 
  

 
３

２
０

人
 

診
療

放
射

線
学

部
 

診
療

放
射

線
学

科
 

  
 

 
３

５
人

 
  

 
１

４
０

人
 

  
  
  
  

  
 

計
 

  
 

１
１

５
人

 
  

 
４

６
０

人
 

（
大

学
院

）
 

第
５

条
 

本
学

に
大

学
院

を
置

く
。

 

２
 

大
学

院
に

看
護

学
研

究
科

及
び

診
療

放
射

線
学

研
究

科
を

置
く

。
 

３
 

大
学

院
に

関
す

る
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

（
地

域
連

携
セ

ン
タ

ー
）
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 ４
 
 
休

学
期

間
は

、
通

算
し

て
４

年
を

超
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

５
 
 
休

学
期

間
は

、
第

１
７

条
の

在
学

年
限

に
算

入
し

な
い

。
 

６
 
 
学

生
は

、
休

学
期

間
が

満
了

し
た

と
き

、
又

は
休

学
期

間
中

に
そ

の
理

由
が

消
滅

し
た

と
き

は
、

学
長

に

願
い

出
て

、
そ

の
許

可
を

受
け

て
復

学
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
退

学
及

び
転

学
）

 

第
２

５
条

 
学

生
は

、
退

学
及

び
他

の
大

学
へ

転
学

を
希

望
す

る
と

き
は

、
そ

の
理

由
を

具
し

て
、

学
長

に
願

い
出

て
、

そ
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
転

部
）

 

第
２

６
条

 
学

長
は

、
他

の
学

部
に

転
部

を
希

望
す

る
者

が
あ

る
と

き
は

、
審

査
の

上
、

当
該

学
科

の
定

員
に

欠
員

が
あ

る
場

合
に

限
り

、
転

部
を

許
可

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

転
部

を
許

可
さ

れ
た

者
の

既
に

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

単
位

の
取

扱
い

並
び

に
修

業
す

べ
き

年
限

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
除

籍
）

 

第
２

７
条

 
学

長
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

を
除

籍
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

一
 

正
当

な
理

由
が

な
く

授
業

料
を

滞
納

し
、

督
促

を
受

け
て

も
な

お
納

付
し

な
い

者
 

二
 

第
１

７
条

に
規

定
す

る
在

学
年

限
を

超
え

た
者

 

三
 

休
学

期
間

が
４

年
を

超
え

て
な

お
復

学
で

き
な

い
者

 

四
 

死
亡

し
、

又
は

長
期

間
行

方
不

明
と

な
っ

て
い

る
者

 

（
留

学
）

 

第
２

８
条

 
学

長
は

、
教

育
上

有
益

と
認

め
る

と
き

は
、

学
生

が
外

国
の

大
学

又
は

短
期

大
学

の
授

業
科

目
を

履
修

す
る

た
め

に
留

学
す

る
こ

と
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

留
学

の
期

間
は

、
在

学
期

間
に

算
入

す
る

。
 

３
 

留
学

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

  
 

 
第

６
章

 
教

育
課

程
及

び
履

修
方

法
 

（
授

業
科

目
）

 

第
２

９
条

 
授

業
科

目
の

種
類

及
び

単
位

数
並

び
に

履
修

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
単

位
の

計
算

方
法

）
 

第
３

０
条

 
 
各

授
業

科
目

の
単

位
数

は
、

１
単

位
の

授
業

科
目

を
４

５
時

間
の

学
修

を
必

要
と

す
る

内
容

を
も

っ
て

構
成

す
る

こ
と

を
標

準
と

し
、

次
の

各
号

に
定

め
る

基
準

に
よ

り
計

算
す

る
も

の
と

す
る

。
 

一
 

講
義

及
び

演
習

に
つ

い
て

は
、

１
５

時
間

の
授

業
を

も
っ

て
１

単
位

と
す

る
。

た
だ

し
、

別
に

定
め

る
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
３

０
時

間
の

授
業

を
も

っ
て

１
単

位
と

す
る

。
 

二
 

実
験

、
実

習
及

び
実

技
に

つ
い

て
は

、
３

０
時

間
の

授
業

を
も

っ
て

１
単

位
と

す
る

。
た

だ
し

、
別

に
定

め
る

授
業

科
目

に
つ

い
て

は
、

４
５

時
間

の
授

業
を

も
っ

て
１

単
位

と
す

る
。

 

（
単

位
の

授
与

及
び

学
修

の
評

価
）

 

第
３

１
条

 
授

業
科

目
を

履
修

し
た

学
生

に
対

し
、

試
験

の
上

、
合

格
し

た
者

に
所

定
の

単
位

を
与

え
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

学
修

の
評

価
は

、
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

、
Ｄ

及
び

Ｆ
の

評
語

で
表

し
、

Ａ
、

Ｂ
、

Ｃ
及

び
Ｄ

を
合

格
と

す
る

。
 

３
 

学
修

の
評

価
に

関
す

る
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

（
他

の
大

学
又

は
短

期
大

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

等
）

 

第
３

２
条

 
教

育
上

有
益

と
認

め
る

と
き

は
、

学
生

が
本

学
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
他

の
大

学
又

は
短

期
大

学
に

お
い

て
履

修
し

た
授

業
科

目
に

つ
い

て
修

得
し

た
単

位
を

、
６

０
単

位
を

超
え

な
い

範
囲

で
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

に
よ

り
修

得
し

た
も

の
と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
は

、
学

生
が

外
国

の
大

学
又

は
短

期
大

学
に

留
学

す
る

場
合

及
び

外
国

の
大

学
又

は
短

期
大

学
が

行
う

通
信

教
育

に
お

け
る

授
業

科
目

を
国

内
に

お
い

て
履

修
す

る
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

 

 

許
可

さ
れ

た
者

の
入

学
の

時
期

は
、

学
期

の
始

め
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
入

学
資

格
）

 

第
１

９
条

 
本

学
に

入
学

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 

高
等

学
校

又
は

中
等

教
育

学
校

を
卒

業
し

た
者

 

二
 

通
常

の
課

程
に

よ
る

１
２

年
の

学
校

教
育

を
修

了
し

た
者

 

三
 

外
国

に
お

い
て

、
学

校
教

育
に

お
け

る
１

２
年

の
課

程
を

修
了

し
た

者
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

で
文

部
科

学
大

臣
の

指
定

し
た

も
の

 

四
 

文
部

科
学

大
臣

が
高

等
学

校
の

課
程

と
同

等
の

課
程

を
有

す
る

も
の

と
し

て
認

定
し

た
在

外
教

育
施

設
の

当
該

課
程

を
修

了
し

た
者

 

五
 

専
修

学
校

の
高

等
課

程
（

修
業

年
限

が
三

年
以

上
で

あ
る

こ
と

そ
の

他
の

文
部

科
学

大
臣

が
定

め
る

基
準

を
満

た
す

も
の

に
限

る
。

）
で

文
部

科
学

大
臣

が
指

定
す

る
も

の
を

文
部

科
学

大
臣

が
定

め
る

日
以

後
に

修
了

し
た

者
 

六
 

文
部

科
学

大
臣

の
指

定
し

た
者

 

七
 

高
等

学
校

卒
業

程
度

認
定

試
験

規
則

（
平

成
１

７
年

文
部

科
学

省
令

第
１

号
）

第
８

条
第

１
項

に
規

定
す

る
認

定
試

験
合

格
者

（
同

令
附

則
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

大
学

入
学

資
格

検
定

規
程

（
昭

和
２

６
年

文
部

省
令

第
１

３
号

）
第

８
条

第
１

項
に

よ
る

資
格

検
定

合
格

者
を

含
む

。
）

 

八
 

学
校

教
育

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

２
６

号
）

第
９

０
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
大

学
に

入
学

し
た

者

で
、

本
学

に
お

い
て

、
大

学
に

お
け

る
教

育
を

受
け

る
に

ふ
さ

わ
し

い
学

力
が

あ
る

と
認

め
た

も
の

 

九
 

本
学

が
行

う
個

別
の

入
学

資
格

審
査

に
よ

り
、

高
等

学
校

を
卒

業
し

た
者

と
同

等
以

上
の

学
力

が
あ

る
と

認
め

た
者

で
、

１
８

歳
に

達
し

た
も

の
 

（
入

学
志

願
の

手
続

）
 

第
２

０
条

 
本

学
に

入
学

を
志

願
す

る
者

は
、

本
学

所
定

の
書

類
に

入
学

試
験

料
を

添
え

て
所

定
の

期
日

ま
で

に
学

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
入

学
者

の
選

考
）

 

第
２

１
条

 
前

条
の

規
定

に
よ

り
入

学
を

志
願

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

選
考

を
行

う
。

 

（
入

学
手

続
及

び
入

学
許

可
）

 

第
２

２
条

 
前

条
の

選
考

に
合

格
し

た
者

は
、

本
学

所
定

の
書

類
に

入
学

料
を

添
え

て
指

定
の

期
間

内
に

学
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

学
長

は
、

前
項

の
入

学
手

続
を

完
了

し
た

者
に

対
し

、
教

授
会

の
意

見
を

聴
い

て
、

入
学

を
許

可
す

る
。

 

（
再

入
学

）
 

第
２

３
条

 
学

長
は

、
本

学
を

や
む

を
得

な
い

理
由

で
退

学
し

、
又

は
除

籍
さ

れ
た

者
で

、
退

学
又

は
除

籍
後

同
一

の
学

科
へ

の
再

入
学

を
志

望
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

審
査

の
上

、
教

授
会

の
意

見
を

聴
い

て
、

相
当

す
る

学
年

に
入

学
を

許
可

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

入
学

を
許

可
さ

れ
た

者
の

既
に

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

単
位

の
取

扱
い

並
び

に
修

業
す

べ
き

年
限

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
休

学
及

び
復

学
）

 

第
２

４
条

 
学

生
は

、
病

気
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

の
た

め
、

引
き

続
き

３
月

以
上

修
学

す
る

こ
と

が
困

難
な

と
き

は
、

学
長

に
願

い
出

て
、

そ
の

許
可

を
受

け
て

休
学

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 
 
学

長
は

、
病

気
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

修
学

す
る

こ
と

が
不

適
当

と
認

め
ら

れ
る

学
生

に
対

し
て

休
学

を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
よ

る
休

学
の

期
間

（
以

下
「

休
学

期
間

」
と

い
う

。
）

は
、

引
き

続
き

１
年

を
超

え
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

学
長

は
、

特
別

な
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

休
学

期
間

を
延

長
し

て
許

可
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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 ３
 

前
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

懲
戒

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

  
 

 
第

９
章

 
聴

講
生

、
特

別
聴

講
学

生
、

科
目

等
履

修
生

、
研

究
生

及
び

外
国

人
留

学
生

 

（
聴

講
生

）
 

第
３

９
条

 
学

長
は

、
本

学
に

お
い

て
特

定
の

授
業

科
目

を
聴

講
す

る
こ

と
を

志
望

す
る

者
が

あ
る

と
き

は
、

選
考

の
上

、
聴

講
生

と
し

て
聴

講
を

許
可

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

聴
講

生
に

関
す

る
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

（
特

別
聴

講
学

生
）

 

第
４

０
条

 
学

長
は

、
他

の
大

学
の

学
生

で
、

本
学

に
お

い
て

特
定

の
授

業
科

目
を

履
修

す
る

こ
と

を
志

望
す

る
者

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
他

の
大

学
と

の
協

議
に

基
づ

き
、

選
考

の
上

、
特

別
聴

講
学

生
と

し
て

聴
講

を
許

可
し

、
単

位
の

修
得

の
認

定
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

特
別

聴
講

学
生

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
科

目
等

履
修

生
）

 

第
４

１
条

 
本

学
の

学
生

以
外

の
者

で
、

本
学

の
一

又
は

複
数

の
授

業
科

目
の

履
修

を
志

望
す

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

選
考

の
上

、
科

目
等

履
修

生
と

し
て

履
修

を
許

可
し

、
単

位
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

科
目

等
履

修
生

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
研

究
生

）
 

第
４

２
条

 
学

長
は

、
本

学
に

お
い

て
特

定
の

専
門

事
項

に
つ

い
て

研
究

す
る

こ
と

を
志

望
す

る
者

が
あ

る
と

き
は

、
選

考
の

上
、

研
究

生
と

し
て

研
究

を
許

可
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

研
究

生
に

関
す

る
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

（
外

国
人

留
学

生
）

 

第
４

３
条

 
学

長
は

、
外

国
人

留
学

生
と

し
て

本
学

に
入

学
を

志
望

す
る

者
が

あ
る

と
き

は
、

選
考

の
上

、
入

学
を

許
可

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

外
国

人
留

学
生

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

  
 

 
第

１
０

章
 

入
学

試
験

料
、

入
学

料
及

び
授

業
料

 

（
入

学
試

験
料

等
）

 

第
４

４
条

  
入

学
試

験
料

、
入

学
料

、
授

業
料

そ
の

他
の

費
用

の
徴

収
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
第

１
１

章
 

公
開

講
座

等
 

（
公

開
講

座
等

）
 

第
４

５
条

 
地

域
社

会
と

連
携

し
た

開
か

れ
た

大
学

と
す

る
た

め
、

必
要

に
応

じ
、

公
開

講
座

の
開

設
そ

の
他

の
大

学
開

放
の

事
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
事

業
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
第

１
２

章
 

雑
則

 

（
委

任
）

 

第
４

６
条

 
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

学
長

が
別

に
定

め
る

。
 

 （
大

学
以

外
の

教
育

施
設

等
に

お
け

る
学

修
）

 

第
３

３
条

 
教

育
上

有
益

と
認

め
る

と
き

は
、

学
生

が
行

う
短

期
大

学
又

は
高

等
専

門
学

校
の

専
攻

科
に

お
け

る
学

修
そ

の
他

文
部

科
学

大
臣

が
別

に
定

め
る

学
修

を
、

本
学

に
お

け
る

授
業

科
目

の
履

修
と

み
な

し
、

本
学

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

単
位

を
与

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
単

位
数

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

本
学

に
お

い
て

修
得

し
た

も
の

と
み

な
す

単
位

数
と

合
わ

せ
て

６
０

単
位

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 

（
入

学
前

の
既

修
得

単
位

等
の

認
定

）
 

第
３

４
条

 
教

育
上

有
益

と
認

め
る

と
き

は
、

学
生

が
本

学
に

入
学

す
る

前
に

大
学

又
は

短
期

大
学

（
外

国
の

大
学

又
は

短
期

大
学

を
含

む
。

）
に

お
い

て
履

修
し

た
授

業
科

目
に

つ
い

て
修

得
し

た
単

位
（

大
学

設
置

基
準

（
昭

和
３

１
年

文
部

省
令

第
２

８
号

）
第

３
１

条
に

規
定

す
る

科
目

等
履

修
生

と
し

て
修

得
し

た
単

位
を

含
む

。
）

を
、

本
学

に
お

け
る

授
業

科
目

の
履

修
に

よ
り

修
得

し
た

も
の

と
み

な
す

こ
と

が
で

き

る
。

 

２
 

教
育

上
有

益
と

認
め

る
と

き
は

、
学

生
が

本
学

に
入

学
す

る
前

に
行

っ
た

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る

学
修

そ
の

他
文

部
科

学
大

臣
が

別
に

定
め

る
学

修
を

、
本

学
に

お
け

る
授

業
科

目
の

履
修

と
み

な
し

、
本

学
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
単

位
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
修

得
し

た
も

の
と

み
な

し
、

又
は

与
え

る
こ

と
の

で
き

る
単

位
数

は
、

本
学

に
お

い
て

修
得

し
た

単
位

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
第

３
２

条
及

び
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

本
学

に
お

い
て

修
得

し
た

も
の

と
み

な
す

単
位

数
と

合
わ

せ
て

６
０

単
位

を
超

え
な

い
も

の
と

す
る

。
 

  
 

 
第

７
章

 
卒

業
及

び
学

位
 

（
卒

業
）

 

第
３

５
条

 
学

長
は

、
本

学
に

４
年

（
第

２
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

再
入

学
し

た
者

又
は

第
２

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
転

部
し

た
者

に
あ

っ
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

第
２

３
条

第
２

項
又

は
第

２
６

条
第

２
項

の
規

定

に
よ

り
定

め
ら

れ
た

期
間

）
以

上
在

学
し

、
所

定
の

授
業

科
目

を
履

修
し

、
及

び
１

２
６

単
位

以
上

の
単

位

を
修

得
し

た
学

生
に

対
し

、
教

授
会

の
意

見
を

聴
い

て
、

卒
業

を
認

定
す

る
。

 

２
 

学
長

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

卒
業

を
認

定
し

た
者

に
対

し
て

卒
業

証
書

を
授

与
す

る
。

 

（
学

位
）

 

第
３

６
条

 
学

長
は

、
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

卒
業

を
認

定
し

た
者

に
対

し
、

教
授

会
の

意
見

を
聴

い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
従

い
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
学

士
の

学
位

を
授

与
す

る
。

 

一
 

看
護

学
部

看
護

学
科

 
学

士
（

看
護

学
）

 

二
 

診
療

放
射

線
学

部
診

療
放

射
線

学
科

 
学

士
（

放
射

線
学

）
 

 

 
 

 
第

８
章

 
賞

罰
 

（
表

彰
）

 

第
３

７
条

 
学

長
は

、
学

生
が

学
業

、
操

行
そ

の
他

の
活

動
に

お
い

て
優

れ
た

成
績

を
あ

げ
、

他
の

模
範

と
な

る
場

合
に

は
、

こ
れ

を
表

彰
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

表
彰

に
関

す
る

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

（
懲

戒
）

 

第
３

８
条

 
学

長
は

、
学

則
そ

の
他

の
規

律
を

遵
守

せ
ず

、
又

は
学

生
の

本
分

に
反

す
る

行
為

が
あ

っ
た

学
生

に
対

し
、

懲
戒

と
し

て
訓

告
、

停
学

又
は

退
学

の
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

退
学

の
処

分
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に
対

し
て

行
う

。
 

一
 

性
行

不
良

で
改

善
の

見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

者
 

二
 

学
力

劣
等

で
成

業
の

見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

者
 

三
 

正
当

の
理

由
が

な
く

出
席

が
常

で
な

い
者

 

四
 

学
内

の
秩

序
を

乱
し

、
そ

の
他

学
生

と
し

て
の

本
分

に
著

し
く

反
し

た
者
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（
G
P
A
制

度
）

 

第
７

条
 

授
業

科
目

ご
と

に
学

修
を

評
価

す
る

ほ
か

、
グ

レ
ー

ド
・
ポ

イ
ン

ト
・
ア

ベ
レ

ー
ジ
（

G
r
a
d
e
 P
o
i
n
t
 

A
v
e
r
a
g
e
以

下
「

G
P
A
」

と
い

う
。
）

を
用

い
て

修
学

に
関

す
る

指
導

を
行

う
。

 
 

２
 

G
P
A
は

、
授

業
科

目
の

成
績

に
応

じ
て

グ
レ

ー
ド

・
ポ

イ
ン

ト
（

G
r
a
d
e
 
P
o
i
n
t
以

下
「

G
P
」

と
い

う
。
）

を
定

め
、

当
該

授
業

科
目

の
単

位
数

を
乗

じ
、

そ
の

合
計

を
履

修
し

た
授

業
科

目
の

総
単

位
数

で
除

し
て

算

出
す

る
。

 

３
 

新
入

学
生

の
既

修
得

単
位

認
定

に
関

す
る

規
程

、
外

国
留

学
規

程
に

基
づ

い
て

認
定

さ
れ

た
単

位
及

び
別

に
掲

げ
る

授
業

科
目

に
つ

い
て

は
、

G
P
A
算

出
の

対
象

と
し

な
い

。
 

４
 

授
業

科
目

を
再

履
修

し
た

と
き

は
、

入
学

時
か

ら
の

累
積

G
P
A
に

つ
い

て
は

、
再

履
修

前
に

お
け

る
当

該

授
業

科
目

の
単

位
数

を
除

い
て

算
出

す
る

。
 

５
 

G
P
、

セ
メ

ス
タ

ー
G
P
A
及

び
累

積
G
P
A
の

算
出

式
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(
1
)
 
G
P
 

成
績

 
G
P
 

Ａ
 

４
 

Ｂ
 

３
 

Ｃ
 

２
 

Ｄ
 

１
 

Ｆ
 

０
 

 (
2
)
 
セ

メ
ス

タ
ー

G
P
A
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
少

数
点

第
２

位
を

四
捨

五
入

）
 

 
 

 
 

 
 

 
（

当
該

学
期

に
お

い
て

履
修

し
た

各
授

業
科

目
の

単
位

数
×

各
授

業
科

目
の

G
P
）

の
和
 

セ
メ

ス
タ

ー
G
P
A
＝

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
当

該
学

期
に

お
い

て
履

修
し

た
各

授
業

科
目

の
単

位
数

の
和

 

 
(
3
)
 
累

積
G
P
A
 

（
少

数
点

第
２

位
を

四
捨

五
入

）
 

 
 

 
 

 
（

全
て

の
学

期
に

お
い

て
履

修
し

た
各

授
業

科
目

の
単

位
数

×
各

授
業

科
目

の
G
P
）

の
和

 

累
積

G
P
A
＝

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
全

て
の

学
期

に
お

い
て

履
修

し
た

各
授

業
科

目
の

単
位

数
の

和
 

 （
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
・

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

に
よ

る
指

導
等

）
 

第
８

条
 

学
生

は
、

学
修

に
関

し
て

、
毎

学
期

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
（

以
下

「
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
指

導
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

履
修

登
録

に
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

確
認

を
必

要
と

す
る

。
 

３
 

セ
メ

ス
タ

ー
G
P
A
が

2
.
0
未

満
と

な
っ

た
者

に
対

し
て

は
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

が
特

別
の

指
導

を
行

う
。

 

４
 

セ
メ

ス
タ

ー
G
P
A
2
.
0
未

満
が

３
セ

メ
ス

タ
ー

連
続

し
た

者
に

対
し

て
は

、
教

授
会

の
議

を
経

て
退

学
を

含

め
た

指
導

・
勧

告
を

す
る

場
合

が
あ

る
。

 

（
単

位
の

授
与

）
 

第
９

条
 

単
位

は
、

Ａ
、

Ｂ
、

Ｃ
又

は
Ｄ

の
評

価
を

得
た

者
に

与
え

る
。

 

（
試

験
）

 

第
1
0
条

 
試

験
は

、
そ

の
科

目
の

授
業

が
終

了
す

る
学

期
末

に
行

う
。
た

だ
し

、
当

該
科

目
の

担
当

教
員

が
必

要
と

認
め

た
と

き
は

、
学

期
末

以
外

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
追

試
験

）
 

第
1
1
条

 
追

試
験

は
、
病

気
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
試

験
を

受
け

ら
れ

な
か

っ
た

者
に

つ
い

て
期

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

授
業

科
目

、
履

修
方

法
及

び
学

修
の

評
価

に
関

す
る

規
程

 
（

抄
）

 

 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
学

則
（

以
下
「

学
則

」
と

い
う

。
）
第

２
９

条
及

び
第

３
１

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
授

業
科

目
の

種
類

及
び

単
位

数
、
履

修
方

法
並

び
に

学
修

の
評

価
に

関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

。
 

（
授

業
科

目
）

 

第
２

条
 

学
生

が
履

修
す

る
授

業
科

目
の

名
称

及
び

単
位

数
に

つ
い

て
は

入
学

年
度

等
に

応
じ

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 

２
 

学
生

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
、

履
修

す
べ

き
授

業
科

目
の

名
称

及
び

修
得

す
べ

き
単

位
数

に
つ

い
て

は
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
別

に
定

め
る

。
 

（
１

）
再

入
学

者
 

（
２

）
復

学
者

 

（
３

）
転

部
し

た
在

学
生

 

（
４

）
そ

の
他

必
修

科
目

の
不

合
格

等
に

よ
り

履
修

計
画

に
配

慮
を

要
す

る
者

 

（
履

修
の

届
出

）
 

第
３

条
 

学
生

は
、

履
修

し
よ

う
と

す
る

授
業

科
目

を
履

修
届

に
よ

り
、

別
に

定
め

る
期

日
ま

で
に

学
長

に
提

出
し

、
そ

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

な
い

授
業

科
目

は
、

履
修

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

３
 

履
修

登
録

単
位

数
の

上
限

は
、

年
間

４
９

単
位

ま
で

と
し

、
他

大
学

と
の

単
位

互
換

に
よ

る
単

位
数

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

４
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
条

に
定

め
る

成
績

優
秀

者
と

し
て

認
定

さ
れ

た
学

生
の

上
限

に
つ

い
て

は
、

年
間

５
４

単
位

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
成

績
優

秀
者

）
 

第
４

条
 

前
条

第
４

項
の

規
定

を
適

用
で

き
る

学
生

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

者
と

す
る

。
 

（
１

）
前

年
度

に
お

い
て

授
業

科
目

を
４

０
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

 

（
２

）
第

７
条

に
定

め
る

グ
レ

ー
ト

・
ポ

イ
ン

ト
・

ア
ベ

レ
ー

ジ
が

前
年

度
に

お
い

て
３

．
０

以
上

で
あ

る

こ
と

。
 

（
履

修
の

変
更

等
）

 

第
５

条
 

前
条

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
た

授
業

科
目

の
履

修
を

変
更

し
、

ま
た

は
取

り
消

す
場

合
は

、
履

修
科

目
変

更
等

届
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
学

修
の

評
価

）
 

第
６

条
 

学
修

の
評

価
は

、
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

、
Ｄ

及
び

Ｆ
の

評
語

で
表

し
、
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

及
び

Ｄ
を

合
格

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
学

修
の

評
価

は
、

授
業

科
目

の
履

修
期

間
が

終
了

し
た

と
き

に
試

験
及

び
平

素
の

成
績

を
総

合
し

て
次

の
基

準
に

よ
り

行
う

。
 

評
 

価
 

評
 

点
 

評
価

基
準

 
判

 
定

Ａ
 

9
0
点

以
上

 
1
0
0
点

ま
で

 
授

業
科

目
の

目
標

を
十

分
に

達
成

し
、

優
秀

な
成

果
を

お
さ

め
て

い
る

 

合
 

格
Ｂ

 
8
0
点

以
上

 
 
9
0
点

未
満

 
授

業
科

目
の

目
標

を
十

分
に

達
成

し
て

い
る

 

Ｃ
 

7
0
点

以
上

 
 
8
0
点

未
満

 
授

業
科

目
の

目
標

を
お

お
む

ね
達

成
し

て
い

る
 

Ｄ
 

6
0
点

以
上

 
 
7
0
点

未
満

 
授

業
科

目
の

目
標

を
最

低
限

度
達

成
し

て
い

る
 

Ｆ
 

6
0
点

未
満

 
授

業
科

目
の

目
標

を
達

成
し

て
い

な
い

の
で

再
履

修
が

必
要

で
あ

る
 

不
合

格
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日
を

指
定

し
て

実
施

す
る

。
 

２
 

追
試

験
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

追
試

験
願

に
、

医
師

の
診

断
書

そ
の

他
試

験
を

受
け

ら
れ

な
か

っ
た

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

え
て

、
原

則
と

し
て

、
当

該
科

目
の

試
験

終
了

後
３

日
以

内
に

学
長

に
提

出
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
再

試
験

）
 

第
1
2
条

 
試

験
又

は
追

試
験

に
お

い
て

不
合

格
と

な
っ

た
者

に
対

し
て

は
、
当

該
科

目
の

担
当

教
員

の
判

定
に

基
づ

き
、

再
試

験
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

再
試

験
に

よ
る

学
修

の
評

価
は

原
則

と
し

て
Ｄ

以
下

と
す

る
。

 

（
試

験
の

受
験

を
認

め
な

い
者

）
 

第
1
3
条

 
試

験
科

目
の

出
席

時
間

数
が

、
当

該
科

目
の

授
業

時
間

数
の

３
分

の
２

に
満

た
な

い
者

は
、
試

験
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
欠

席
の

事
情

、
程

度
に

よ
り

、
当

該
科

目
の

担
当

教
員

が
成

業
の

見

込
み

が
あ

る
と

認
め

た
場

合
に

限
り

受
験

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
不

正
行

為
）

 

第
1
4
条

 
試

験
に

お
い

て
不

正
行

為
を

行
っ

た
者

に
は

、
別

に
定

め
る
「

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

試
験

等
の

不
正

行
為

に
対

す
る

処
置

規
程

」
に

基
づ

き
処

置
を

行
う

ほ
か

、
学

則
第

３
８

条
第

１
項

の
規

定
に

基

づ
き

懲
戒

処
分

を
行

う
場

合
が

あ
る

。
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会
長

等
は

当
該

学
生

が
所

属
す

る
学

部
の

教
授

会
又

は
研

究
科

の
研

究
科

委
員

会
（

以
下

「
教

授
会

等
」

と

い
う

。
）

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
処

置
の

原
則

）
 

第
５

条
 

不
正

行
為

の
事

実
が

、
教

授
会

等
に

お
い

て
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

そ
の

者
の

当
該

学
期

の
全

科
目

及
び

通
年

の
全

科
目

の
単

位
を

無
効

と
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
悪

質
な

不
正

行
為

に
対

し
て

は
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
則

第
３

８
条

第
１

項
及

び
懲

戒
規

程
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

懲
戒

処
分

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
試

験
等

に
お

け
る

不
正

行
為

の
事

後
の

発
覚

）
 

第
６

条
 

試
験

等
に

お
け

る
不

正
行

為
が

、
試

験
終

了
後

や
成

績
評

価
後

等
に

発
覚

し
、

そ
の

事
実

が
確

認
さ

れ
た

場
合

は
、

遡
っ

て
前

条
を

適
用

す
る

。
 

 

  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

試
験

等
の

不
正

行
為

に
対

す
る

処
置

規
程

 
（

抄
）

 

 （
趣

 
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
部

及
び

大
学

院
学

生
に

よ
る

試
験

等
に

お
け

る
不

正
行

為
に

関
し

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

定
 

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

定
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)
 
試

験
等

 
試

験
及

び
論

文
等

を
い

う
。

 

(
2
)
 
試

験
 

定
期

試
験

、
そ

の
他

の
試

験
を

い
う

。
 

(
3
)
 
論

文
等

 
レ

ポ
ー

ト
、

小
論

文
、

卒
業

論
文

、
卒

業
研

究
、

修
士

論
文

、
博

士
論

文
、

課
題

研
究

を
い

う
。

 

（
不

正
行

為
の

内
容

）
 

第
３

条
 

試
験

等
に

お
け

る
不

正
行

為
は

以
下

の
も

の
と

す
る

。
 

１
 

監
督

者
の

下
で

実
施

さ
れ

る
試

験
に

お
け

る
不

正
行

為
 

(
1
)
 
カ

ン
ニ

ン
グ

ペ
ー

パ
ー

を
所

持
・

使
用

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
所

持
品

、
身

体
、

机
等

へ
書

き
込

み
を

行
う

こ
と

及
び

こ
れ

を
参

照
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
他

人
の

答
案

を
の

ぞ
き

見
す

る
こ

と
及

び
故

意
に

見
せ

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
私

語
、

動
作

、
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

教
示

し
た

り
さ

れ
た

り
す

る
こ

と
。

 

(
5
)
 
書

籍
・

資
料

等
を

貸
し

借
り

す
る

こ
と

。
 

(
6
)
 
指

定
さ

れ
た

書
籍

・
資

料
等

以
外

の
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。
 

(
7
)
 
携

帯
電

話
等

の
通

信
機

器
を

使
用

す
る

こ
と

及
び

こ
れ

を
机

の
上

に
置

く
こ

と
。

 

(
8
)
 
代

理
受

験
を

す
る

こ
と

及
び

こ
れ

を
依

頼
す

る
こ

と
。

 

(
9
)
 
そ

の
他

、
不

正
行

為
と

み
な

さ
れ

る
行

為
を

す
る

こ
と

。
 

２
 

論
文

等
に

お
け

る
不

正
行

為
 

(
1
)
 
存

在
し

な
い

デ
ー

タ
、

研
究

結
果

等
を

作
成

す
る

こ
と

。
(
捏

造
)
 

(
2
)
 
研

究
資

料
・

機
器

・
過

程
を

変
更

す
る

操
作

を
行

い
、

デ
ー

タ
、

研
究

活
動

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

結

果
等

を
真

正
で

な
い

も
の

に
加

工
す

る
こ

と
。

(
改

ざ
ん

)
 

(
3
)
 
他

の
研

究
者

の
ア

イ
デ

ィ
ア

、
分

析
・

解
析

方
法

、
デ

ー
タ

、
研

究
結

果
、

論
文

又
は

用
語

を
、

当

該
研

究
者

の
了

解
も

し
く

は
適

切
な

表
示

な
く

流
用

す
る

こ
と

。
(
盗

用
)
 

(
4
)
 
既

提
出

と
同

一
な

い
し

は
近

似
の

論
文

等
を

別
の

提
出

先
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
他

人
の

論
文

等
を

若
干

変
更

し
た

程
度

で
論

文
等

を
作

成
し

提
出

す
る

こ
と

。
 

(
6
)
 
他

人
に

作
成

を
代

行
さ

せ
た

論
文

等
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

(
7
)
 
他

人
に

依
頼

さ
れ

て
論

文
等

の
作

成
を

代
行

す
る

こ
と

。
 

(
8
)
 
上

記
の

ほ
か

何
ら

か
の

不
正

行
為

や
そ

の
幇

助
を

す
る

こ
と

。
 

(
9
)
 
上

記
(
1
)
～

(
8
)
の

不
正

行
為

を
認

定
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

論
文

等
の

種
類

・
性

質
、

及
び

学
生

の

修
学

上
の

段
階

を
考

慮
し

た
上

で
行

う
こ

と
。

 

（
試

験
等

に
お

け
る

「
不

正
行

為
確

認
書

」
）

 

第
４

条
 

試
験

等
に

お
い

て
試

験
等

担
当

教
員

は
、

証
拠

物
件

の
有

無
に

係
わ

ら
ず

不
正

行
為

を
確

認
し

た
場

合
、
直

ち
に

科
目

責
任

者
、
当

該
学

生
が

所
属

す
る

学
部

教
務

部
会

長
又

は
研

究
科

教
務

委
員

長
（

以
下
「

教

務
部

会
長

等
」
と

い
う

。
）
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
教

務
部

会
長

等
は

正
確

な
事

実
を

確
認

す
る

た

め
、

遅
滞

な
く

、
当

該
学

生
、

試
験

等
担

当
教

員
、

科
目

責
任

者
及

び
そ

の
他

関
係

者
か

ら
事

情
聴

取
を

行

い
、
当

該
事

情
聴

取
の

結
果

認
定

さ
れ

た
事

実
を

記
載

し
た
「

不
正

行
為

確
認

書
」（

別
記

様
式

第
１

号
）
を

作
成

し
、

当
該

学
生

が
所

属
す

る
学

部
長

又
は

研
究

科
長

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

教
務

部
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が
判

明
し

た
と

き
は

、
教

授
会

又
は

大
学

院
研

究
科

教
授

会
の

議
を

経
て

、
学

位
の

授
与

を
取

り
消

し
、

学

位
記

を
返

還
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
そ

の
他

）
 

第
1
1
条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

学
部

及
び

研
究

科
に

お
い

て
定

め
る

。
 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
位

規
程

 
（

抄
）

 

 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

学
位

規
則

（
昭

和
2
8
年

文
部

省
令

第
９

号
）

第
1
3
条

第
１

項
並

び
に

群
馬

県
立

県

民
健

康
科

学
大

学
学

則
（

以
下

「
学

則
」

と
い

う
。

）
第

３
５

条
及

び
第

３
６

条
並

び
に

群
馬

県
立

県
民

健

康
科

学
大

学
院

学
則

（
以

下
「

大
学

院
学

則
」

と
い

う
。

）
第

３
３

条
及

び
第

３
４

条
の

規
定

に
基

づ
き

、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

｡
）

に
お

い
て

授
与

す
る

学
位

の
種

類
、

そ
の

他

学
位

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
学

位
の

種
類

）
 

第
２

条
 

本
学

に
お

い
て

授
与

す
る

学
位

は
、

学
士

、
修

士
及

び
博

士
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
学

位
に

次
の

区
分

に
従

い
、

専
攻

分
野

を
付

記
す

る
。

 

（
学

位
授

与
の

要
件

）
 

第
３

条
 

学
士

の
学

位
は

、
本

学
を

卒
業

し
た

者
に

授
与

す
る

。
 

２
 

修
士

の
学

位
は

、
本

学
大

学
院

博
士

前
期

課
程

を
修

了
し

た
者

に
授

与
す

る
。

 

３
 

博
士

の
学

位
は

、
本

学
大

学
院

博
士

後
期

課
程

を
修

了
し

た
者

に
授

与
す

る
。

 

（
学

位
論

文
の

提
出

）
 

第
４

条
 

前
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

学
位

の
授

与
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

学
位

論
文

審
査

願
及

び
学

位
論

文
（

博
士

前
期

課
程

に
お

い
て

は
特

定
の

課
題

に
つ

い
て

の
研

究
の

成
果

を
含

む
。

以
下

同

じ
。

）
を

、
研

究
科

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
学

位
論

文
の

審
査

）
 

第
５

条
 

大
学

院
研

究
科

教
授

会
は

、
別

に
定

め
る

学
位

論
文

審
査

に
関

す
る

規
程

に
基

づ
き

、
学

位
論

文
の

審
査

及
び

最
終

試
験

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
修

士
及

び
博

士
の

学
位

の
認

定
）

 

第
６

条
 

大
学

院
研

究
科

教
授

会
は

、
修

士
及

び
博

士
の

学
位

授
与

の
可

否
を

審
議

す
る

。
 

２
 

前
項

の
学

位
授

与
の

認
定

は
、

研
究

科
委

員
会

の
構

成
員

の
３

分
の

２
以

上
の

出
席

が
あ

る
こ

と
を

要

し
、

学
位

授
与

を
可

と
す

る
に

は
、

出
席

者
の

３
分

の
２

以
上

の
賛

成
を

要
す

る
。

 

（
学

長
へ

の
報

告
）

 

第
７

条
 

研
究

科
長

は
、

前
条

第
２

項
の

審
議

の
結

果
を

す
み

や
か

に
学

長
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
学

位
の

授
与

等
）

 

第
８

条
 

学
長

は
、

学
位

を
授

与
で

き
る

と
認

め
た

者
に

対
し

て
は

、
学

位
記

を
交

付
し

て
学

位
を

授
与

す

る
。

 

２
 

学
位

記
の

様
式

は
、

別
記

様
式

第
１

号
か

ら
第

６
号

と
す

る
。

 

（
学

位
の

名
称

）
 

第
９

条
 

本
学

に
お

い
て

学
位

を
授

与
さ

れ
た

者
が

、
学

位
の

名
称

を
用

い
る

と
き

は
、

学
位

の
下

に
「

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

」
と

付
記

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
学

位
の

取
消

し
）

 

第
1
0
条

 
学

長
は

、
本

学
に

お
い

て
学

位
を

授
与

さ
れ

た
者

が
、

不
正

な
方

法
に

よ
り

学
位

を
受

け
た

事
実

学
部

又
は

研
究

科
 

学
科

又
は

専
攻

 
学

位
の

種
類

 

看
護

学
部

 
看

護
学

科
 

学
士

（
看

護
学

）
 

診
療

放
射

線
学

部
 

診
療

放
射

線
学

科
 

学
士

（
放

射
線

学
)
 

看
護

学
研

究
科

 
看

護
学

専
攻

 
修

士
（

看
護

学
）

 

診
療

放
射

線
学

研
究

科
 

診
療

放
射

線
学

専
攻

 
修

士
（

放
射

線
学

）
 

看
護

学
研

究
科

 
看

護
学

専
攻

 
博

士
（

看
護

学
）

 

診
療

放
射

線
学

研
究

科
 

診
療

放
射

線
学

専
攻

 
博

士
（

放
射

線
学

）
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（
事
 
故
）
 

第
６
条
 
学
生
は
、
学
内
外
で
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
事
故
届
（
別
記
様
式
第

11
号
の
３
）
を
事
務
局
へ
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
事
故
と
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
定
義
す
る
。
 

 
（
１
）
通
学
中
、
正
課
中
及
び
時
間
外
に
お
け
る
傷
害
、
賠
償
、
感
染
、
被
ば
く
事
故
 

 
（
２
）
大
学
施
設
や
物
品
の
損
壊
、
滅
失
等
の
事
故
 

 
（
３
）
盗
難
事
故
 

（
海
外
渡
航
）
 

第
７
条
 
海
外
へ
渡
航
し
よ
う
と
す
る
学
生
は
、
出
発
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
海
外
渡
航
届
（
別
記
様
式
第

11
号
の
４
）
を
事
務
局

へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
欠
 
席
）
 

第
８
条
 
学
生
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
７
日
以
上
講
義
を
欠
席
す
る
と
き
は
、
欠
席
届
（
別
記
様

式
第

12
号
の

1）
を
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
学
生
は
、
就
職
・
進
学
試
験
の
た
め
に
講
義
を
欠
席
す
る
と
き
は
、
就
職
・
進
学
試
験
用
欠
席
届
（
別
記
様
式
第

12
号
の
２
）

を
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
忌
 
引
）
 

第
９
条
 
学
生
は
、
３
親
等
以
内
の
親
族
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
講
義
を
欠
席
し
た
と
き
は
、
忌
引
届
（
別
記
様
式
第

13
号
）
を

事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
親
族
に
応
じ
、
次
表
の
日
数
欄
に
掲
げ
る
連
続
す
る
日
数
は
欠
席
日
数
に

算
入
し
な
い
。
 

親
 
族
 

日
 
数
 

配
偶
者
 

１
０
日
以
内
 

一
親
等
の
親
族
（
父
母
等
）
 

 
 
７
日
以
内
 

一
親
等
の
親
族
（
子
）
 

５
日
以
内
 

二
親
等
の
親
族
（
兄
弟
姉
妹
及
び
祖
父
母
等
等
）
 

３
日
以
内
 

三
親
等
の
親
族
（
お
じ
、
お
ば
等
）
 

１
日
以
内
 

（
休
学
、
復
学
及
び
退
学
）
 

第
１
０
条
 
学
生
は
、
休
学
又
は
復
学
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
学
則
第

24
条
及
び
大
学
院
学
則
第

19
条
の
規
定
に
よ
り
、
休

学
願
（
別
記
様
式
第

14
号
）
若
し
く
は
復
学
願
（
別
記
様
式
第

15
号
）
を
提
出
し
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
学
生
は
、
退
学
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
学
則
第

25
条
及
び
大
学
院
学
則
第

20
条
の
規
定
に
よ
り
、
退
学
願
（
別
記
様
式

第
16

号
）
を
提
出
し
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
団
 
体
）
 

第
１
１
条
 
学
生
が
、
学
内
に
お
い
て
団
体
（
以
下
「
学
内
団
体
」
と
い
う
。）

を
設
立
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
本
学
の
専
任
教
員

の
う
ち
か
ら
顧
問
を
定
め
、
代
表
者
及
び
顧
問
連
署
の
学
内
団
体
設
立
願
（
別
記
様
式
第

17
号
）
を
事
務
局
へ
提
出
し
、
学
長
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
設
立
願
に
は
、
学
内
団
体
の
規
約
及
び
会
員
名
簿
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
既
存
の
学
内
団
体
が
、
存
続
を
希
望
す
る
と
き
は
、
毎
年
５
月
末
日
ま
で
に
顧
問
連
署
の
学
内
団
体
存
続
願
（
別
記
様
式
第

18

号
）
と
該
当
年
度
の
会
員
名
簿
を
提
出
し
、
学
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
限
ま
で
に
提
出
の
な
い
場
合
は
、
解

散
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
学
内
団
体
が
、
規
約
の
改
正
、
そ
の
他
既
に
届
け
出
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
団
体
規
約
等
変
更
届
（
別
記
様

式
第

19
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
学
内
団
体
を
解
散
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
団
体
の
代
表
者
は
、
学
内
団
体
解
散
届
（
別
記
様
式
第

20
号
）
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
学
内
団
体
が
、
学
外
団
体
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
学
外
団
体
加
入
届
（
別
記
様
式
第

21
号
）
に
当
該
学
外
団
体
の
規

約
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
前
項
の
学
外
団
体
か
ら
脱
退
し
た
と
き
は
、
学
内
団
体
の
代
表
者
は
、
学
外
団
体
脱
退
届
（
別
記
様
式
第

22
号
）
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
学
外
活
動
）
 

第
１
２
条
 
学
内
団
体
が
、
試
合
・
合
宿
等
の
学
外
活
動
を
行
う
と
き
は
、
試
合
・
合
宿
等
学
外
活
動
届
（
別
記
様
式
第

23
号
）
に

行
程
表
・
参
加
者
名
簿
を
添
え
て
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
承
認
及
び
許
可
の
取
消
）
 

群
馬
県
立
県
民
健
康
科
学
大
学
学
生
生
活
規
程
 
（
抄
）
 

 （
趣
 
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
は
、
群
馬
県
立
県
民
健
康
科
学
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。）

及
び
本
学
大
学
院
に
お
け
る
学
生
生
活
に
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
学
生
証
）
 

第
２
条
 
学
長
は
、
群
馬
県
立
県
民
健
康
科
学
大
学
学
則
（
以
下
「
学
則
」
と
い
う
。）

第
２
２
条
第
２
項
及
び
群
馬
県
立
県
民
健
康

科
学
大
学
大
学
院
学
則
（
以
下
「
大
学
院
学
則
」
と
い
う
。）

第
１
８
条
第
２
項
に
よ
り
入
学
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
学
生

証
（
別
記
様
式
第
１
号
）
を
交
付
す
る
。
 

２
 
学
生
（
大
学
院
生
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

は
、
学
生
証
を
紛
失
、
破
損
、
汚
損
し
た
と
き
、
又
は
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
更
新
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
学
生
証
再
交
付
願
（
別
記
様
式
第
２
号
）
を
事
務
局
へ
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
学
生
は
、
退
学
（
満
期
退
学
を
除
く
。）

に
よ
り
学
籍
を
離
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
学
生
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
学
生
カ
ー
ド
）
 

第
３
条
 
学
生
は
、
学
生
の
身
上
異
動
、
保
証
人
及
び
住
所
等
を
明
確
に
し
、
学
生
指
導
の
基
本
と
な
る
学
生
カ
ー
ド
（
別
記
様
式

第
３
号
）
を
入
学
後
速
や
か
に
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
学
生
は
、
学
生
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
に
次
表
左
欄
の
よ
う
な
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
次
表
右
欄
に
掲
げ
る
書
類
を

事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

変
  

更
  

事
 
 項

 
書
 
 
 
 
 
類
 

保
証
人
を
変
更
し
た
と
き
 

保
証
人
変
更
届
(別

記
様
式
第
４
号
) 

保
証
人
が
住
所
を
変
更
し
た
と
き
 

保
証
人
住
所
変
更
届
(別

記
様
式
第
５
号
) 

本
人
又
は
家
族
が
本
籍
・
住
所
・
電
話
番
号
を
変
更
し
た
と

き
 

本
籍
・
住
所
等
変
更
届
(別

記
様
式
第
６
号
) 

姓
名
を
変
更
し
た
と
き
 

改
姓
・
改
名
届
(別

記
様
式
第
７
号
) 

（
証
明
書
等
の
交
付
）
 

第
４
条
 
学
生
は
、
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
証
明
書
等
の
交
付
を
希
望
す
る
と
き
は
、
同
表
中
欄
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
同
表
右
欄
に

定
め
る
期
限
ま
で
に
、
事
務
局
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
学
内
に
設
置

す
る
証
明
書
自
動
発
行
機
に
よ
り
、
そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
る
様
式
の
提
出
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

証
 
明
 
書
 等

 
様
 
式
 

提
出
期
限
 

 在
学
証
明
書
 

 証
明
書
交
付
願
(別

記
様
式
第
８
号
) 

交
付
を
希
望
す
る

日
の
３
日
前
 

 ※
推
薦
書
及
び
そ
の

他
の
証
明
書
等
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
事
務
局
へ
相
談
す

る
こ
と
。
 

 成
績
証
明
書
 

 卒
業
・
修
了
証
明
書
 

 卒
業
・
修
了
見
込
証
明
書
 

 推
薦
書

※
 

 そ
の
他
の
証
明

※
 

 通
学
証
明
書
 

 通
学
証
明
書
交
付
願
(別

記
様
式
第
９
号
) 

 学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
 

 学
割
証
交
付
願
(別

記
様
式
第

10
号
) 

２
 
前
項
の
証
明
書
自
動
発
行
機
の
稼
働
時
間
は
、
事
務
局
の
窓
口
取
扱
時
間
内
と
す
る
。
 

（
通
 
学
）
 

第
５
条
 
交
通
用
具
を
利
用
し
て
の
通
学
を
希
望
す
る
学
生
は
、
自
動
車
・
バ
イ
ク
・
自
転
車
通
学
願
（
別
記
様
式
第

11
号
）（

以

下
、「

通
学
願
」
と
い
う
。）

を
事
務
局
へ
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
自
動
車
を
利
用
し
て
通
学
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
学
生
は
、
交
付
さ
れ
た
駐
車
許
可
証
（
学
生
用
）（

別
記
様
式
第

１
１
号
の
２
）
を
、
自
動

車
の

常
に

見
え

る
位

置
に

置
き

、
駐

車
許

可
車
両

で
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
よ

う
に

し
て

お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 

学
生
は
、
通
学
願
の
記

載
内
容

に
変

更
が
生

じ
た

と
き
に

は
、

変
更
の
都
度

、
通
学

願
を

事
務
局

に
提

出
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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  別
記

様
式

第
１

号
（

第
２

条
関

係
）

 
       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
表

）
 

 
８

５
ｍ

ｍ
 

  
 

学
 生

 証
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 学
 

 
部

 
研

 究
 科

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

学
籍

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
発

行
日
 

 
 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
効

期
限

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長
 

     
  

 
５

４
ｍ

ｍ
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

裏
）

 
  

（
注
 
意
 
事
 
項
）

 
 

  
  （

１
）
 
こ

の
学
生

証
は
、
い

つ
で
も

提
示
で
き

る
よ
う

常
時
携
帯

す
る
こ

と
。

 

（
２
）
 
他

人
に
貸

与
又
は
譲

渡
し
な

い
こ
と
。

 

（
３
）
 
こ

の
学
生

証
を
紛
失

し
た
と

き
は
、
速

や
か
に

届
け
出
る

こ
と
。

 

（
４
）
 
こ

の
学
生

証
は
、
退

学
（
満
期

退
学
を

除
く
）
に

よ
り
学

籍
を
離

れ
た

と
き
は
、

直
ち
に
こ

れ
を
本

学
に
返
還

す
る
こ

と
。

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

   

写

   

真

3×
2.

5c
m

 

職
印

図
書

館
利

用
用

バ
ー

コ
ー

ド

第
１
３
条
 
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
承
認
又
は
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
承
認
又
は
許
可
事
項
に
違
反
し
た
と
き

は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。
 

（
補
 
則
）
 

第
１
４
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
生
生
活
に
関
す
る
事
項
は
、
学
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 別
表
 

証
明
書
自
動
発
行
機
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
証
明
書
等

 
１

 
在
学
証
明
書

 
２

 
成
績
証
明
書

 
３

 
卒
業
・
修
了
見
込
証
明
書

 
４

 
学
校
学
生
生
徒
旅
客
運
賃
割
引
証
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別
記

様
式

第
３

号
（

第
３

条
関

係
）

 
 

年
度

 
学

生
カ

ー
ド

 
 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

 

学
籍

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

年
４

月
１

日

現
在

 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
入

学
 

学
部

 
 

 
 

 
 

学
科

 
研

究
科

 
 

 
 

 
専

攻
 

 
 

 
課

程
 

ふ
り

が
な

 
 

男 ・ 女
（

写
真

貼
付

）
 

 

縦
3
c
m
×

横
2
.
5
c
m
 

氏
 

 
名

 
  

生
年

月
日

 
 年

 
 

月
 

 
日

生
 

 
満

 
 

歳
 

 

最
終

卒
業

校
 

年
卒

 

職
 

 
歴

 
（

 
 

年
～

 
 

年
 

 
 

年
間

）
 

本
 

 
籍

 
都

 
道

 
府

 
県

 

現
 

住
 

所
 

〒
 

 

連
 

絡
 

先
 

自
宅

T
E
L
 

 
 

（
 

 
 

）
 

 
 

 
携

帯
T
E
L
 

 
 

（
 

 
 

）
 

  携
帯

 
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ド

ﾚ
ｽ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
宅
P
C
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ド

ﾚ
ｽ
 

※
通

常
の

連
絡

用
と

す
る

方
に

○
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

 

変
 

更
 

／
 

〒
 

  自
宅

T
E
L
 

 
（

 
 

 
）

 
 

 
 

携
帯

T
E
L
 

 
 
（

 
 

 
）

 
携

帯
 
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ド

ﾚ
ｽ
 

自
宅
P
C
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ド

ﾚ
ｽ
 

変
 

更
 

／
 

〒
 

  自
宅

T
E
L
 

 
（

 
 

 
）

 
 

 
 

携
帯

T
E
L
 

 
 
（

 
 

 
）

 
携

帯
 
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ド

ﾚ
ｽ
 

自
宅
P
C
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ド

ﾚ
ｽ
 

保
 

証
 

人
 

ふ
り

が
な

 
 

本
人

と
の

 
続

 
 

柄
 

 

氏
 

 
名

 
   

連
 

絡
 

先
 

自
宅

 
 

（
 

 
 

）
 

携
帯

 
 

（
 

 
 

）
 

勤 務 先
 

  

T
E
L
 

 
（

 
 

）
 

 

※
１

  
記

載
内

容
は

大
学

か
ら

の
連

絡
以

外
の

目
的

に
使

用
す

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

※
２

 
記

入
し

た
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

時
は

、
速

や
か

に
届

け
出

て
く

だ
さ

い
。

 

 

秘
 

別
記

様
式

第
２

号
（

第
２

条
関

係
）
 

 

学
生

証
再

交
付

願
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

度
入

学
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
籍

番
号

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生

年
月

日
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

月
 

 
日

生
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

下
記

の
事

由
に

よ
り

、
学

生
証

の
再

交
付

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

記
 

 
１

 
紛

失
の

た
め

 

紛
失

年
月

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
頃

 

紛
失

場
所
 
  

紛
失

の
状

況
 

   

警
察

へ
の

届
出

 
 

 
 
 
有

 
(
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

届
出

)
 
 
 
 

・
 

 
無

 

  
２

 
そ

の
他

 
（

該
当

す
る

事
由

を
○

印
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
｡
）

 

 
 
 
 
 
 
(
1
)
 
改

氏
名

の
た

め
 

 
 

(
2
)
 
破

損
の

た
め

 
 

 
(
3
)
 
汚

損
の

た
め

 

 
 
 
 
 
 
(
4
)
 
そ

の
他

(
理

由
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

 （
注

）
1
 

記
載

内
容

の
変

更
、

破
損

、
ま

た
は

汚
損

の
場

合
は

、
そ

の
学

生
証

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

2
 

写
真

（
カ

ラ
ー

、
縦

3
c
m
×

横
2
.
5
c
m
）

を
添

付
す

る
こ

と
。
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別
記

様
式

第
４

号
（

第
３

条
関

係
）

 

 

保
証

人
変

更
届
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
学

科
 
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 
 

 
専

攻
 
 
 

 
 

 
 
課

程
 

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

  
下

記
の

理
由

に
よ

り
保

証
人

を
変

更
し

ま
し

た
の

で
、

新
・

旧
保

証
人

連
署

の
上

、
届

け
出

ま
す

。
 

 

記
 

  
 
○

新
保

証
人

 

現
住

所
 

〒
 

 

ふ
り

が
な

 

氏
 

 
名

 
本

人
と

の
続

柄
（

 
 

 
）

生
年

月
日

年
 

 
月

 
 

日
生

連
絡

先
 

自
宅

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 

携
帯

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 

勤
務

先
 

 連
絡

先
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

  
○

旧
保

証
人

 

現
住

所
 

〒
 

 

ふ
り

が
な

 

氏
 

 
名

 

  

  
（

理
 

由
）

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 （
注

）
1
 

理
由

が
旧

保
証

人
死

亡
の

場
合

は
、

「
旧

保
証

人
」

欄
の

記
入

を
必

要
と

し
な

い
。

 

 
 
 
 
 

2
 

「
新

保
証

人
」

欄
及

び
「

旧
保

証
人

」
欄

は
、

本
人

自
署

と
す

る
。

 

  

氏
 

名
 

 
学

籍
番

号
 

 

学
 

   
資

 

日
本
学
生
支
援
機
構

の
奨
学
金
（
予
定
）

給
付

型
・

第
一

種
・

第
二

種
 

年
 

 
月

採
用

 
月

額
 

 
 

 
 

 
 

円

そ
の

他
の

奨
学

金

（
予

定
）

 

 
年

 
 

月
採

用
 

月
額

 
 

 

 
 

 
 

円

高
校

の
 

奨
 

学
 

金
 

1
.
 

 
 

 
 

 
 

 
奨

学
金

 

（
月

額
 

 
 

 
 

 
 

円
）

 
2
.
 

受
け

な
か

っ
た

 

高
校

の
 

授
業

料
免

除
 

1
.
 

 
 

 
 

 
 

 
奨

学
金

 

（
月

額
 

 
 

 
 

 
 

円
）

 
2
.
 

受
け

な
か

っ
た

 

通
 

学
 

方
 

法
 

通
 
学

 
距

 
離

 
k
m
 

所
 
要

 
時

 
間

 

鉄
 

道
 

 
 

分
 

バ
 

ス
 

 
 

分
 

徒
 

歩
 

 
 

分
 

自
動

車
 

 
 

分
 

二
輪

車
 

 
 

分
 

自
転

車
 

 
 

分
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

 
 

 
 

分
 

家
 

  
族

 
  

の
 

  
状

 
  況

 

現
 

住
 

所
 

〒
 

 
T
E
L
 

 
 

（
 

 
 

）
 

変
 

更
 

／
 

〒
 

 
T
E
L
 

 
 

（
 

 
 

）
 

続
 

 
柄

 
氏

 
 

名
 

生
年

月
日

 
職

業
又

は
学

校
名

等
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

緊
 

急
 

時
 

の
 

連
 

絡
 

先
 

連
絡

先
氏

名
 

 
本

人
と

の
続

柄
 

 

住
 

 
所

 

〒
 

   
自

宅
T
E
L
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
 

携
帯

T
E
L
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
 

備
 

 
 

考
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別
記

様
式

第
６

号
（

第
３

条
関

係
）
 

 

本
籍

・
住

所
等

変
更

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

   
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

籍
番

号
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

氏
 

 
名

 

   
 

 
下

記
の

と
お

り
本

籍
・

住
所

・
電

話
番

号
を

変
更

し
ま

し
た

の
で

、
届

け
出

ま
す

。
 

 

記
 

 

新
本

籍
・

新
住

所
 

・
新

電
話

番
号

 

 〒
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
 

 

旧
本

籍
・

旧
住

所
 

・
旧

電
話

番
号

 

 〒
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
 

 

変
更

年
月

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

 

 （
注

）
該

当
す

る
も

の
を

○
で

囲
む

こ
と

。
 

別
記

様
式

第
５

号
（

第
３

条
関

係
）
 

 

保
証

人
住

所
変

更
届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

学
科

 
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 
 

 
専

攻
 
 
 

 
 

課
程

 
 

第
 

 
 
学

年
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
籍

番
号

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏

 
 

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
下

記
の

と
お

り
保

証
人

の
住

所
が

変
更

に
な

り
ま

し
た

の
で

、
届

け
出

ま
す

。
 

 

記
 

  
 

        

ふ
り

が
な
 

  
 
保

証
人

氏
名

 

    

新
 

住
 

所
 

〒
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
電

話
 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
 

旧
 

住
 

所
 

〒
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
電

話
 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
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別
記

様
式

第
８

号
（

第
４

条
関

係
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受

付
番

号
 

 
 

 
 

 

証
明

書
交

付
願
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 
 
名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生

年
月

日
 
 

 
 

 
 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

下
記

に
よ

り
証

明
書

を
必

要
と

し
ま

す
の

で
、

交
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

記
 

 

種
 

 
 

類
 

使
 

用
 

理
 

由
 

提
 

出
 

先
 

部
 
数

 
交

付
番

号

①
在

学
証

明
書

 
  

  
 
 
 

部
 

  

②
成

績
証

明
書

 
  

  
 
 

 
部

 
  

③
卒

業
・

修
了

証
明

書
 

  

  
 
 
 
 
部

 
  

④
卒

業
・

修
了

見
込

証
明

書
 

  

  
 
 
 
 
部

 
  

⑤
推

薦
書

 
  

  
 
 
 
 
部

 
  

⑥
そ

の
他

 
  

  
 
 

 
部

 
  

計
 

 
 
 

 
部

 
  

 
 

 

（
注

）
1
 

交
付

希
望

日
の

３
日

前
（

土
、

日
、

祝
日

を
除

く
）

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

た
だ

し
、

上
記

①
か

ら
④

以
外

の
証

明
書

等
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

事
務

局
へ

相
談

す
る

こ
と

。
 

 
 
 
 
 
 
2
 
 
受

付
番

号
、

交
付

番
号

は
記

入
し

な
い

こ
と

｡
 

   

別
記

様
式

第
７

号
（

第
３

条
関

係
）
 

 

改
姓

・
改

名
届
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

   
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
籍

番
号

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

  
 

下
記

の
と

お
り

改
姓

・
改

名
し

た
の

で
、

戸
籍

抄
本

を
添

え
て

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 

新
姓

・
新

名

    

旧
姓

・
旧

名

    

改
姓

・
改

名
の

理
由

 

       

 （
注

）
1
 

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 

 
 

 
2
 

授
業

料
の

引
き

落
と

し
口

座
の

名
義

に
変

更
が

生
じ

る
場

合
は

、
事

務
局

総
務

会
計

係
へ

申
し

出
る

こ
と

。
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 別
記

様
式

第
1
0
号

（
第

４
条

関
係

）
 

  

学
割

証
交

付
願
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
籍

番
号

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

氏
 

 
名

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
年

 
 

齢
 
 
 

 
 

満
 
 

 
 
 
 

歳
 

  
下

記
に

よ
り

学
割

証
を

必
要

と
し

ま
す

の
で

、
交

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

記
 

 

使
用

目
的

 
 

乗
車

区
間

 
駅

か
ら

 
 

 
 

 
 

 
駅

ま
で

 
 

 
 

 
 

 
経

由
 

使
用

期
間

 
年

 
 

月
 

 
日

～
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

（
 

 
 
 
 
日

間
）

使
用

枚
数

 
枚

 

（
注

）
1
 
 
使

用
目

的
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

を
記

入
す

る
。

 

①
帰

省
 

②
正

課
の

教
育

活
動

 
③

正
課

外
の

教
育

活
動

 
④

就
職

・
進

学
受

験
 

⑤
修

学
上

適
当

な
見

学
・

行
事

へ
の

参
加

 
⑥

傷
病

治
療

 
⑦

保
護

者
旅

行
随

行
 

※
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
、

い
わ

ゆ
る

｢
遊

び
の

旅
行

｣
は

対
象

外
と

す
る

。
 

 
 
 
 
 
 
2
 

学
割

証
を

必
要

と
す

る
日

の
３

日
前

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
3
 

学
割

証
は

、
１

度
に

最
高

４
枚

を
限

度
と

し
発

行
す

る
。

 

 
 

 
4
 

学
割

証
を

不
正

に
使

用
し

た
場

合
、

本
学

全
体

の
学

割
証

の
発

行
を

取
り

消
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
の

で
、

使
用

に
は

十
分

注
意

す
る

こ
と

。

別
記

様
式

第
９

号
（

第
４

条
関

係
）
 

  

通
学

証
明

書
交

付
願
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
下

記
の

と
お

り
、

通
学

証
明

書
を

交
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

記
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
N
O
.
 

使
用

者
の

氏
名

 
（

満
 

 
 

歳
）

性
別

 
男

・
女

 

使
用

者
の

住
所

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

 
 

 
 

（
 

 
 

 
）

 

利
用

交
通

機
関

 
  

通
学

区
間

 
～

 
 

 
 

 
 

 
 

間
 

 
 

 
 

 
経

由
 

学
部

・
研

究
科

 

及
び

学
年
 

学
 
 
部

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

研
究

科
 

 
 

 
 
 
 

 
 
専

攻
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

課
程

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
第

 
 

学
年

 

学
籍

番
号
 

第
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

 

通
学

定
期

乗
車

 

券
の

有
効

期
間

 
か

 
月

 

※
発

行
年

月
日

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
※

担
当

印
 

 （
注

）
1
 

こ
の

交
付

願
は

「
発

行
台

帳
」

と
し

て
保

存
し

ま
す

の
で

、
記

入
に

は
十

分
注

意
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
2
 

※
欄

は
、

記
入

し
な

い
。

 

 
 
 
 
 
 
3
 
 
受

領
に

際
し

て
は

、
必

ず
学

生
証

を
提

示
す

る
こ

と
。
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 別
記

様
式

第
1
1
号

の
２

（
第

５
条

関
係

）
 

 

 
 
 
年

度
 

 
駐

車
許

可
証

(
学

生
用

）
      

  
許

可
番

号
 

  

    
  
登

録
番

号
 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
 

   

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注

 
意

 
事

 
項

 

 
 
 
 

 
 
 
 

１
 

駐
車

場
は

学
生

駐
車

場
と

す
る

。
特

別
な

指
示

が
な

い
か

ぎ
り

学
生

駐
車

場
以

外
に

は
 

 
 
 
 

 
 

駐
車

し
な

い
こ

と
。

 

 
 
 
 

２
 

駐
車

中
は

、
駐

車
許

可
証

を
運

転
席

前
面

の
見

や
す

い
場

所
に

掲
示

し
て

お
く

こ
と

。
 

 
 
 
 
 
３

 
一

時
停

止
、

徐
行

運
転

（
時

速
１

５
ｋ

ｍ
以

下
）

を
厳

守
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 

４
 

こ
の

駐
車

許
可

証
は

他
人

に
貸

し
た

り
、

譲
っ

た
り

し
な

い
こ

と
。

 

 
 
 
 

５
 

住
所

・
許

可
車

両
を

変
更

し
た

場
合

は
、

必
ず

学
生

図
書

係
に

届
け

出
る

こ
と

。
 

 
 
 
 

６
 

や
む

を
得

な
い

理
由

で
翌

日
ま

で
通

し
て

駐
車

す
る

場
合

は
、

必
ず

事
務

局
に

申
し

出
て

 
 
 
 
 
 
 
許

可
を

得
る

こ
と

。
 

 
 
 
 
 
７

 
駐

車
を

す
る

際
は

、
所

定
の

ラ
イ

ン
の

枠
内

に
駐

車
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 

 
 

 
８

 
学

生
駐

車
場

が
満

車
の

場
合

は
、

事
務

局
の

指
示

に
従

っ
て

駐
車

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
＊

上
記

の
記

載
事

項
に

違
反

し
た

場
合

に
は

、
駐

車
許

可
を

取
り

消
す

こ
と

が
あ

る
。

 

  

 

別
記

様
式

第
１

１
号

（
第

５
条

関
係

）

　
　

　
　

　
自
動
車

　
　

　
　

　
バ
イ
ク
　
　
通
学
願
　
（
新
規

・
変

更
）

　
　

　
　

　
自
転
車

　
年

　
　

月
　

　
日

 
 
 
 
 
 
 
 
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

　
様

　
　

　
　

申
請

者
　

　
　

　
 
 
 
 
学

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
学

科
　

第
　

 
 
学

年

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
研

究
科

 
 
　

　
　

専
攻

 
 
　

　
　

 
 
 
課

程
　

第
　

 
 
学

年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
籍

番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
　

　
名

　
　
　

　
　

　
　

自
動

車

下
記
の

と
お

り
、

バ
イ

ク
　

　
で

通
学

し
た

い
の

で
、

許
可

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　
　

　
　

　
　

自
転

車

住
　

　
所

通
学

距
離

(
片

道
）

自
動

車
・

バ
イ

ク
車

種
色

登
録

番
号

(
ﾅ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ
）

自
転

車
車

体
番

号
色

防
犯

登
録

番
号

（
注
）

１
　

使
用

状
況

の
常

時
ま

た
は

随
時

ど
ち

ら
か

に
○

を
つ

け
て

、
随

時
の

場
合

は
使

用
頻

度
と

理
由

を
記

入
す

る
。

　
　
　

２
　

変
更

の
場

合
、

既
に

交
付

さ
れ

て
い

る
駐

車
許

可
証

と
併

せ
て

提
出

す
る

。

※
許

可
台

帳
N
o
.
（

記
入

不
要

）

所
要

時
間

(
片
道

）
分

ｋ
ｍ

記

使
用

状
況

　
随

時
　

（
　

月
　

　
回

　
・

　
週

　
　

回
　

・
　

不
定

期
　

）
　

理
由

　
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
常

時
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別
記

様
式

第
1
1
号

の
４
 

   

海
外

渡
航

届
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

学
 

部
・

研
究

科
 
  

氏
 

名

    
学

籍
番

号
 
  

    

海
 

 

外
 

 

渡
 

 

航
 

 

の
 

 

概
 

 

要
 

     

渡
航

地
 

 

渡
航

の
期

間
 

  
 
 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

（
 

）
か

ら
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
日

間
 

 
 
 
 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

（
 

）
ま

で
 

 

渡
航

の
目

的
 

 

緊
急

連
絡

先
 

 

旅
費

負
担

者
 

  
 
 
 
自

己
負

担
 
 
 
 
 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

取
扱
旅
行
業
者
 

（
電

話
番

号
）

 

 

 
 
 
※

行
程

表
等

の
写

し
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

 別
記

様
式

第
1
1
号

の
３
 

 

事
故

届
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

学
部

・
学

科
 

研
究

科
・

専
攻

・
課

程

 
現

住
所

 

学
 
籍

 
番

 
号

 
 

氏
 

名
 

事
故

の
種

類
 

正
 
課

 
中

 
通

 
学

 
中

 
課

外
活

動
中

（
内

容
 

）

（
○

を
付

け
る

）
 

そ
 
の

 
他

（
 

）

交
通

事
故

（
被

害
者

・
加

害
者

 
 

 
運

転
者

・
同

乗
者

）
 

そ
 
の

 
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

発
 
生

 
日

 
時

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

（
 

 
）

 
 

 
時

 
 

 
分

頃
 

発
 
生

 
場

 
所

 
 

事
故

の
状

況
（

具
体

的
に

記
入

）
 

地
 
図

（
略

図
）

 
Ｎ

け
が

・
物

損
の

程
度

（
具

体
的

に
記

入
）

 
現

場
に

居
合

わ
せ

た
本

学

関
係

者
 

 

計
 

 
 

 
 

人

通
院

・
入

院
先

名
 

住
 
 
 
 
所

 

℡
 

警
察

へ
の

通
報

の
有

無

（
有

・
無

）
 

保
険

会
社

へ
の

通
報

の

有
無

（
有

・
無

）
 

そ
の

他
機

関
へ

の
通

報

（
 

 
 

 
 

 
）

 

相
 

手
 

方
 

の
 

状
 

況
 

氏
 
 
 
 
名

 

住
 
 
 
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℡

 

け
が

・
物

損
の

程
度

 

通
院

・
入

院
先

名
 

住
 
 
 
 
所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
℡
 

 

― 92 ―



（
欠

席
す

る
科

目
）

 

 

月
 

日
 

曜
 

日
１

時
限

 
２

時
限

３
時

限
４

時
限

５
時

限
６

時
限

 
７

時
限

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 
 

   

 

月
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 

目
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

火
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 

目
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

水
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

木
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

    

 

金
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 

 
 

 
 

 
 

 

 （
注

）
1
 

欠
席

に
な

る
科

目
名

、
科

目
責

任
者

名
を

す
べ

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

実
習

の
場

合
は

、
実

習
先

の
指

導
者

名
で

は
な

く
、

実
習

科
目

を
担

当
す

る
科

目
責

任
者

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

  

別
記

様
式

第
1
2
号

の
１

（
第

８
条

関
係

）
 
 

  

欠
 

 席
  

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
 
請

 
者

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
 

第
 

 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
下

記
の

と
お

り
授

業
を

欠
席

し
ま

す
（

欠
席

し
ま

し
た

）
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

  

記
 

  欠
席

期
間
 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
か

ら
 

  
 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
ま

で
 
 
 
 

（
 

 
 

 
日

間
）

 

   欠
席

理
由
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（
欠

席
す

る
科

目
）

 

 

月
 

日
 

曜
 

日
１

時
限

 
２

時
限

３
時

限
４

時
限

５
時

限
６

時
限

 
７

時
限

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 
 

   

 

月
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 

目
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

火
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 

目
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

水
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

木
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

    

 

金
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 

 
 

 
 

 
 

 

 （
注

）
1
 

欠
席

に
な

る
科

目
名

、
科

目
責

任
者

名
を

す
べ

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

実
習

の
場

合
は

、
実

習
先

の
指

導
者

名
で

は
な

く
、

実
習

科
目

を
担

当
す

る
科

目
責

任
者

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

  

別
記

様
式

第
1
2
号

の
２

（
第

８
条

関
係

）
 
 

  

就
職

・
進

学
試

験
用

欠
席

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

 
請

 
者

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

学
年

担
任

教
員

 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
下

記
の

理
由

に
よ

り
授

業
を

欠
席

し
ま

す
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

 
な

お
、

欠
席

す
る

授
業

の
科

目
責

任
者

へ
は

、
別

途
 
連

絡
済

で
す

。
(
い

た
し

ま
す

。
)
 

 

記
 

 

欠
席

期
間

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

（
 

 
日

間
）

 

欠
席

理
由
 

就
職

試
験

 
 

進
学

試
験

 
 

 （
注

）
1
 

「
学

年
担

任
教

員
」

欄
に

、
学

年
担

任
教

員
の

承
認

を
得

て
か

ら
届

け
出

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

欠
席

理
由

は
、

受
験

日
、

受
験

先
等

を
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
3
 

受
験

先
が

複
数

の
場

合
は

、
す

べ
て

記
入

す
る

こ
と
。
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（
欠

席
す

る
科

目
）

 

 

月
 

日
 

曜
 

日
１

時
限

 
２

時
限

３
時

限
４

時
限

５
時

限
６

時
限

 
７

時
限

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 
 

   

 

月
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 

目
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

火
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 

目
責

任
者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

水
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

   

 

木
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
／

 

    

 

金
 

 

 
 

 
 

 
 

 

科
 
 
目

責
任

者

 

 
 

 
 

 
 

 

 （
注

）
1
 

欠
席

に
な

る
科

目
名

、
科

目
責

任
者

名
を

す
べ

て
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

実
習

の
場

合
は

、
実

習
先

の
指

導
者

名
で

は
な

く
、

実
習

科
目

を
担

当
す

る
科

目
責

任
者

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

別
記

様
式

第
1
3
号

（
第

９
条

関
係

）
 

  

忌
 

 引
  

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

 
請

 
者

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

 
 

 
専

攻
 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

保
 
証

 
人

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

下
記

の
と

お
り

忌
引

し
ま

す
（

忌
引

し
ま

し
た

）
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 

忌
引

期
間
 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

か
ら

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
ま

で
 
 
 
 

（
 

 
 

 
日

間
）

 

死
亡

年
月

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

死
亡

者
氏

名
 

 
続

柄
 

 （
注

）
「

氏
名

」
及

び
「

保
証

人
」

欄
は

、
本

人
の

自
署

と
す

る
。

 

（
注

）
会

葬
礼

状
や

新
聞

の
お

悔
や

み
欄

の
写

し
等

、
忌

引
事

由
の

わ
か

る
も

の
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

     

― 95 ―



別
記

様
式

第
1
5
号

（
第

1
0
条

関
係

）
 

  

復
 

 学
  

願
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
申

 
請

 
者

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保

 
証

 
人

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
下

記
の

理
由

に
よ

り
復

学
し

た
い

の
で

、
許

可
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

記
 

 

復
学

理
由
 

 

休
学

期
間
 
  

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

か
ら

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

ま
で

 
 

復
学

希
望

日
 

  
 
 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 

（
注

）
1
 

病
気

に
よ

る
休

学
の

場
合

は
、

復
学

可
能

を
証

明
す

る
診

断
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

「
氏

名
」

及
び

「
保

証
人

」
欄

は
、

本
人

の
自

署
と

す
る

。
 

    

別
記

様
式

第
1
4
号

（
第

1
0
条

関
係

）
 

  

休
 

 学
  

願
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申

 
請

 
者

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

研
究

科
 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保

 
証

 
人

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
下

記
の

理
由

に
よ

り
休

学
し

た
い

の
で

、
許

可
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

記
 

 

休
学

理
由

 

 

休
学

期
間

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

か
ら

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

ま
で

 
 

休
学

中
の

 
連

 
絡

 
先

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 

 
 

 
（

 
 

 
 

）
 

 

（
注

）
1
 

病
気

に
よ

る
休

学
の

場
合

は
、

医
師

の
診

断
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

「
氏

名
」

及
び

「
保

証
人

」
欄

は
、

本
人

の
自

署
と

す
る
。
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別
記

様
式

第
1
7
号

（
第

1
1
条

関
係

）
 

 

学
内

団
体

設
立

願
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
第

 
 
 
学

年
 

研
究

科
 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顧

問
教

員
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
下

記
の

と
お

り
団

体
を

設
立

し
た

い
の

で
、

許
可

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

記
 

 

団
 

 
体

 
 

名
 

 
 
 

設
 
立

 
年

 
月

 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

所
 

 
在

 
 

地
 

 

会
 

 
 

 
 

員
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名

（
名

簿
は

別
添

の
と

お
り

）
 

役
 

 
 

 
 

員
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名

（
名

簿
は

別
添

の
と

お
り

）
 

学
外

団
体

加
入

の
有

無
 

有
 
・

 
無

 
 
 
有

の
場

合
、

そ
の

団
体

名
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
）

 

（
注

）
1
 

「
顧

問
教

員
」

欄
に

、
顧

問
教

員
の

承
認

を
得

て
か

ら
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

次
の

書
類

を
必

ず
添

付
し

て
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

 
 
①

 
サ

ー
ク

ル
規

約
 

 
②

 
会

員
名

簿
 

 
③

 
サ

ー
ク

ル
活

動
予

定
表

 

   

別
記

様
式

第
1
6
号

（
第

1
0
条

関
係

）
 

  

退
 

 学
  

願
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申

 
請

 
者

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
究

科
 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保

 
証

 
人

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
下

記
の

理
由

に
よ

り
退

学
し

た
い

の
で

、
許

可
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

記
 

 

退
学

理
由
 

 

退
学

希
望

日
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 

（
注

）
1
 

病
気

に
よ

る
退

学
の

場
合

は
、

医
師

の
診

断
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

「
氏

名
」

及
び

「
保

証
人

」
欄

は
、

本
人

の
自

署
と

す
る

。
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別
記

様
式

第
1
9
号

（
第

1
1
条

関
係

）
 

 

学
内

団
体

規
約

等
変

更
届

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 

学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 

 
 

 
 

 
専

攻
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
顧

問
教

員
 

 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
下

記
の

と
お

り
変

更
（

改
正

）
し

た
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 １
 

変
更

事
項

（
該

当
す

る
も

の
を

○
で

囲
む

こ
と

）
 

  
 
 
 
 
 
(
1
)
 
規

約
 

 
 

(
2
)
 
団

体
名

 
 

 
(
3
)
 
顧

問
教

員
 

 
 

(
4
)
代

表
者

 

 ２
 

変
更

内
容

 

 
 
 
 
・

変
更

（
改

正
）

前
 

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
・

変
更

（
改

正
）

後
 

 

 

 

 

 （
注

）
1
 

規
約

を
改

正
し

た
場

合
は

、
新

規
約

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

顧
問

教
員

又
は

代
表

者
の

変
更

の
場

合
は

、
新

顧
問

又
は

新
代

表
の

署
名

に
よ

り
届

け
出

る
こ

と
。

 

別
記

様
式

第
1
8
号

（
第

1
1
条

関
係

）
 

学
内

団
体

存
続

願
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 

 
 

 
 

 
学

 
部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
科

 
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
 

第
 

 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
顧

問
教

員
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
下

記
の

と
お

り
団

体
を

存
続

し
ま

す
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 

団
 

 
体

 
 

名
 

 

設
 
立

 
年

 
月

 
日

 
 
 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
設

立
 

会
 
 
 
 
 

 
 

員
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
名

 
（

新
会

員
：

 
 
 
 
 
 

 
 

 
名

）
 

活
 

動
 

状
 

況
 

学
内

活
動

状
況

 
定

例
活

動
 

月
 

 
 

回
 

活
動

場
所

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

学
外

活
動

状
況

 
合

宿
、

対
外

試
合

等
 

無
・

有
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

具
体

的
な
 

活
動

状
況
 

 

サ
 

｜
 

ク
 

ル
 

室
 

使
 

用
 

状
 

況
 

使
用

室
 

 

使
用

回
数

 
週

 
 

 
回

（
１

回
当

り
平

均
時

間
：

 
 

 
 

時
間

 
 

 
分

）
 

使
用

目
的

内
容

 
 

取
扱

物
品
 

(
貸

与
物

品
は

除
く

）
 

 

（
注

）
1
 

こ
の

届
は

５
月

末
日

ま
で

に
必

ず
提

出
す

る
こ

と
。

未
提

出
の

団
体

は
解

散
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
。

 

 
 
 
 
 
 
2
 

次
の

書
類

を
必

ず
添

付
し

て
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

 
 
①

 
サ

ー
ク

ル
規

約
 

 
②

 
会

員
名

簿
 

 
③

 
サ

ー
ク

ル
活

動
予

定
表
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別
記

様
式

第
2
1
号

（
第

1
1
条

関
係

）
 

  

学
外

団
体

加
入

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
顧

問
教

員
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 

下
記

の
と

お
り

学
外

団
体

に
加

入
し

た
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 

団
 
 
体

 
 
名

 

 

所
 
 
在

 
地

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
電

話
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 
）

 

目
 

 
 

的
 

 

他
の

加
入

団
体

 

 

（
注

）
加

入
し

た
学

外
団

体
の

規
約

、
会

員
名

簿
等

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

別
記

様
式

第
2
0
号

（
第

1
1
条

関
係

）
 

  

学
内

団
体

解
散

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 

学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
顧

問
教

員
 

氏
 

 
名

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 
下

記
の

理
由

に
よ

り
団

体
を

解
散

し
た

の
で

、
届

け
出

ま
す

。
 

 

記
 

 

団
体

名
 

 

解
散

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 
解

散
 

解
散

理
由
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別
記

様
式

第
2
3
号

（
第

1
2
条

関
係

）
 

 

試
合

・
合

宿
等

学
外

活
動

届
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
究

科
 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

顧
問

教
員

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
下

記
の

と
お

り
試

合
・

合
宿

・
学

外
活

動
を

行
い

ま
す

の
で

、
届

け
出

ま
す

。
 

 

記
 

 

行
事

の
種

類
 

 

主
催

団
体

名
 

 

日
 

 
 

時
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
（

 
 

）
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
（

 
 

）
ま

で
 
 
（

 
 

 
 

日
間

）
 

場
 

 
 

所
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 
）

 

参
加

人
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
 

行
事

の
目

的
 

及
び

内
容

 

    

（
注

）
活

動
計

画
書

及
び

参
加

者
名

簿
を

添
付

し
、

３
日

前
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

｡
 

別
記

様
式

第
2
2
号

（
第

1
1
条

関
係

）
 

  

学
外

団
体

脱
退

届
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
あ

て
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ

ー
ク

ル
名

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
 
表

 
 
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
 

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

第
 

 
 
学

年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
研

究
科

 
 
 

 
 

専
攻

 
 
 

 
 

課
程

 
第

 
 
 
学

年
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
学

籍
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

顧
問

教
員

 
 
氏

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
下

記
の

と
お

り
学

外
団

体
か

ら
脱

退
し

た
の

で
、

届
け

出
ま

す
。

 

 

記
 

 

団
 
 
体

 
 
名

 
 

所
 
 
在

 
地

 
 

脱
退

年
月

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

脱
退

の
理

由
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様
式

第
１

号
（

第
４

条
関

係
）

災
 
害
 
ボ
 
ラ
 
ン
 
テ
 
ィ
 
ア
 
活
 
動
 
申
 
請
 
書

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

　

　
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

　
　

あ
て

申
請

者
氏

名

　
 
 
 
 
 
学

部
名

　
 
 
 
 
 
学

籍
番

号

学
年

担
任

 
 
 
 
下

記
の

と
お

り
、

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

を
行

い
ま

す
の

で
、

修
学

上
の

配
慮

に
つ

い
て

申
請

し
ま

す
。

記

　
団

体
名

　
（

担
当

部
局

・
担

当
者

名
）

　
住

所

 
 
電

話
番

号

活
動

日

主
な

活
動

内
容

　
※

１
　

活
動

開
始

予
定

日
の

１
週

間
前

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
※

２
　

付
属

様
式

及
び

主
催

団
体

が
交

付
す

る
派

遣
予

定
通

知
等

の
写

し
を

併
せ

て
提

出
す

る
こ

と
。

主
催

団
体

　
　

 
　

年
　

　
月

　
　

日
（

　
　

）
　

～
　

　
 
　

年
　

　
月

　
　

日
（

　
　

）
　

　
　

日
間

学
生
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
す
る
修
学
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
抄
）

 
 （
趣
旨
）

 
第
１
条
 
こ
の
取
扱
い
は
、
県
民
健
康
科
学
大
学
学
生
生
活
規
程
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。）

第
１
４
条

 
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
生
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
（
以
下
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
と
い
う
。）

に
 

対
す
る
修
学
上
の
配
慮
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 （
定
義
）

 
第
２
条
 
こ
の
取
扱
い
に
お
い
て
修
学
上
の
配
慮
を
認
め
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
次
の
全
て
の
条
件

 
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
 

 
(
1
) 

被
災
地
域
等
の
地
方
自
治
体
又
は
公
的
な
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
通
し
た
活
動
で
あ
り
、 

派
遣
場
所
、
期
間
及
び
活
動
内
容
が
、
明
確
に
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 
(
2
)
 ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
に
加
入
し
た
活
動
で
あ
る
こ
と
。

 
 
(
3
)
 ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
終
了
後
、
活
動
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
。

 
 （
修
学
上
の
配
慮
）

 
第
３
条
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
の
授
業
欠
席
に
つ
い
て
は
、
科
目
責
任
者
の
判
断
に
よ
り
、
当
該
科
目
の

 
授
業
時

 時
間
数
の
３
分
の
１
を
限
度
と
し
て
、
欠
席
日
数
に
参
入
し
な
い
。

 
２
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
授
業
の
目
的
と
密
接
に
関
わ
る
場
合
は
、
科
目
責
任
者
の
判
断
に
よ
り
、
ボ
ラ

 
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
実
践
を
、
授
業
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 （
申
請
手
続
等
）

 
第
４
条
 
前
条
に
定
め
る
修
学
上
の
配
慮
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
前
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

 
動
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
及
び
同
付
属
様
式
を
、
ま
た
活
動
終
了
後
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
結
果

 
報
告
書
（
様
式
第
２
号
）
を
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
２
 
前
項
の
申
請
に
係
る
授
業
の
科
目
責
任
者
は
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
結
果
報
告
書
に
基
づ
き
、
修

学
上
の
適
否
を
判
断
し
、
事
務
局
を
通
し
て
、
結
果
を
申
請
者
あ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

　
群
馬
県
立
県
民
健
康
科
学
大
学
長
　
　
あ
て

報
告
者
氏
名

学
部
名

学
籍
番
号

学
年
担
任

 
 
 
 
下
記
の
と
お
り
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
申
請
）
に
係
る
結
果
を
報
告
し
ま
す
。

月
 
日

時
間

場
所

　
※
　
記
録
写
真
等
が
あ
れ
ば
、
日
付
と
の
対
応
関
係
が
分
か
る
よ
う
添
付
す
る
こ
と
。

災
 
害
 
ボ
 
ラ
 
ン
 
テ
 
ィ
 
ア
 
活
 
動
 
結
 
果
 
報
 
告
 
書

記

活
　
動
　
内
　
容

/ /

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

/ / /

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
・
付
属
様
式
　

１
　

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

に
伴

い
欠

席
す

る
科

目

１
時
限

２
時
限

３
時
限

４
時
限

５
時
限

 ※
　
欠
席
す
る
科
目
名
、
科
目
責
任
者
名
を
全
て
記
入
す
る
こ
と
。

２
　

単
位

取
得

上
の

配
慮

を
希

望
す

る
科

目

可
否

可
 
・
 
否

可
 
・
 
否

可
 
・
 
否

可
 
・
 
否

可
 
・
 
否

　
　
※
１
　
上
記
１
の
欠
席
科
目
に
関
し
、
該
当
が
あ
る
場
合
は
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
※
２
　
太
枠
内
に
は
、
記
入
し
な
い
こ
と
。

科
目
名

科
目
責
任
者

理
由

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と

授
業
目
的
と
の
関
係
等
）

科
目
責
任
者
確
認
欄

月
　
　
日

金
月
　
　
日

月
　
　
日

科
目
責
任
者

月
　
　
日

科
目
責
任
者

確
認
欄

月
　
　
日

木
月
　
　
日

月
　
　
日

科
目
責
任
者

月
　
　
日

月
　
　
日

水
月
　
　
日

月
　
　
日

科
目
責
任
者

月
　
　
日

月
　
　
日

火
月
　
　
日

月
　
　
日

科
目
責
任
者

月
　
　
日

月
　
　
日

科
目
責
任
者

月
　
　
日

曜
　
日

月
　
　
日

月
月
　
　
日
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高
等

教
育

の
修

学
支

援
制

度
に

基
づ

く
授

業
料

等
の

減
免

等
に

関
す

る
取

扱
要

領
 

（
抄

）
 

 （
趣

旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
取

扱
要

領
は

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
（

令
和

元
年

5月
17

日
法

律
第

8
号

、
以

下
「

法
」

と
い

う
。）

及
び

関
連

政
省

令
等

の
規

定
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
る

群
馬

県
立

県
⺠

健
康

科
学

大
学

の
授

業
料

及
び

入
学

料
（

以
下

「
授

業
料

等
」

と
い

う
。）

の
減

免
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 
 （

減
免

の
対

象
及

び
認

定
の

た
め

の
選

考
）

 
第

２
条

 
授

業
料

等
の

減
免

は
、

学
部

の
学

生
（

聴
講

生
、

特
別

聴
講

学
生

、
研

究
生

及
び

科
目

等
履

修
生

を
除

く
。）

に
対

し
て

行
う

も
の

と
し

、
対

象
者

の
認

定
の

た
め

の
選

考
は

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。）

第
９

条
及

び
第

10
条

の
規

定
に

よ
り

行
う

。
 

 （
減

免
の

額
）

 
第

３
条

 
授

業
料

等
減

免
の

額
は

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
以

下
「

施
行

令
」

と
い

う
。）

第
２

条
第

１
項

各
号

の
規

定
に

よ
り

、
別

表
第

１
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 （
減

免
等

の
申

請
手

続
等

）
 

第
５

条
 

授
業

料
等

の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、施

行
規

則
第

11
条

第
１

項
に

基
づ

き
、授

業
料

等
減

免
の

対
象

者
の

認
定

に
関

す
る

申
請

書
（

別
記

様
式

第
１

号
）

に
必

要
書

類
を

添
え

て
、

別
に

指
定

す
る

期
日

ま
で

に
、

学
⻑

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

授
業

料
等

の
減

免
を

前
の

学
期

か
ら

継
続

し
て

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、施

行
規

則
第

11
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
、

授
業

料
等

減
免

の
対

象
者

の
認

定
の

継
続

に
関

す
る

申
請

書
（

別
記

様
式

第
２

号
）

を
別

に
指

定
す

る
期

日
ま

で
に

、
学

⻑
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
３

 
授

業
料

等
の

減
免

を
別

の
大

学
等

か
ら

継
続

し
て

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

転
学

・
編

入
学

等
に

伴
う

授
業

料
等

減
免

の
対

象
者

の
認

定
に

関
す

る
申

請
書

（
別

記
様

式
第

１
号

）
を

別
に

指
定

す
る

期
日

ま
で

に
、

学
⻑

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

 
 （

減
免

等
の

可
否

の
認

定
）

 
第

６
条

 
学

⻑
は

、
前

条
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
施

行
規

則
第

11
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

選
考

を
行

い
、

減
免

等
の

可
否

を
認

定
す

る
。

 
２

 
学

⻑
は

、
前

項
の

認
定

を
し

た
と

き
は

、
施

行
規

則
第

11
条

第
３

項
か

ら
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

、
授

業
料

等
減

免
認

定
結

果
通

知
書

（
別

記
様

式
第

３
−

１
号

か
ら

３
−

３
②

号
ま

で
の

い
ず

れ
か

）
に

よ
り

、
本

人
に

通
知

す
る

。
 

 （
授

業
料

等
の

徴
収

猶
予

等
）

 
第

７
条

 
学

⻑
は

、
第

５
条

の
申

請
を

行
っ

た
者

の
う

ち
、

授
業

料
等

が
未

納
と

な
っ

て
い

る
者

に
対

し
、

前
条

第
２

項
の

通
知

が
行

わ
れ

る
ま

で
の

間
、

徴
収

猶
予

を
行

う
。

 

月
 
日

時
間

場
所

// / / / / /

活
　
動
　
内
　
容

/ /
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（
減

免
等

の
申

請
事

由
の

変
更

）
 

第
13

条
 

授
業

料
等

の
減

免
の

対
象

と
な

っ
た

者
は

、
次

の
各

号
に

該
当

す
る

事
由

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

変
更

事
由

が
生

じ
た

後
、

速
や

か
に

届
け

出
る

も
の

と
す

る
。

 
 

（
１

）
 国

籍
・

在
留

資
格

等
の

変
更

 
対

象
者

の
国

籍
・

在
留

資
格

等
の

変
更

届
（

別
記

様
式

第
７

号
）

 
 

（
２

）
生

計
維

持
者

の
変

更
 

生
計

維
持

者
の

変
更

届
（

別
記

様
式

第
８

号
）

 
 （

協
議

）
 

第
14

条
 

学
⻑

は
、

こ
の

要
領

の
取

扱
い

に
よ

り
難

い
事

態
が

生
じ

た
と

き
は

、
理

事
⻑

に
協

議
す

る
。

 
 （

事
務

）
 

第
15

条
 

こ
の

要
領

の
事

務
は

、
学

生
図

書
係

で
処

理
す

る
。

 
 （

委
任

）
 

第
16

条
 

こ
の

要
領

に
定

め
の

な
い

事
項

は
、大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
授

業
料

等
減

免
事

務
処

理
要

領
に

よ
る

も
の

と
す

る
 

２
 

上
記

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

減
免

等
の

実
施

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
は

、
学

⻑
が

別
に

定
め

る
。

 
   別

表
第

１
 

 
第

Ⅰ
区

分
 

第
Ⅱ

区
分

 
第

Ⅲ
区

分
 

授
業

料
減

免
額

（
年

額
）

 
53

5,8
00

円
 

35
7,2

00
円

 
17

8,6
00

円
 

入
学

料
減

免
額

 
県

外
者

 
28

2,0
00

円
 

18
8,0

00
円

 
94

,00
0円

 
県

内
者

 
14

1,0
00

円
 

94
,00

0円
 

47
,00

0円
 

注
 

表
中

の
区

分
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

 
（

１
）「

第
Ⅰ

区
分

」
 

施
行

令
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
（

全
額

免
除

）
 

（
２

）「
第

Ⅱ
区

分
」

 
施

行
令

第
２

条
第

１
項

第
２

号
に

該
当

す
る

者
（

２
／

３
免

除
）

 
（

３
）「

第
Ⅲ

区
分

」
 

施
行

令
第

２
条

第
1項

第
３

号
に

該
当

す
る

者
（

１
／

３
免

除
）

 

２
 

学
⻑

は
、前

条
第

２
項

の
通

知
に

よ
り

、既
に

納
付

し
た

授
業

料
等

と
の

差
額

が
生

じ
て

い
る

者
に

対
し

て
、

速
や

か
に

授
業

料
等

の
返

還
を

行
う

。
 

 （
授

業
料

等
減

免
対

象
者

の
学

業
成

績
の

判
定

）
 

第
８

条
 

学
⻑

は
、施

行
規

則
第

12
条

の
規

定
に

よ
り

、授
業

料
等

減
免

対
象

者
の

学
業

成
績

の
判

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
２

 
学

⻑
は

、前
項

の
学

業
成

績
の

判
定

で
施

行
規

則
別

表
第

２
に

定
め

る
警

告
の

区
分

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

適
格

認
定

に
お

け
る

学
業

成
績

の
判

定
結

果
通

知
（

別
記

様
式

第
４

−
１

号
）

を
本

人
に

通
知

す
る

。
な

お
、

同
表

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
場

合
は

、
適

格
認

定
に

お
け

る
学

業
成

績
の

判
定

結
果

通
知

（
別

記
様

式
第

４
−

２
号

）
を

本
人

に
通

知
す

る
。

 
 （

授
業

料
等

減
免

対
象

者
等

の
収

入
額

等
の

判
定

）
 

第
９

条
 

学
⻑

は
、施

行
規

則
第

13
条

の
規

定
に

よ
り

、授
業

料
減

免
対

象
者

及
び

そ
の

生
計

維
持

者
に

係
る

収
入

額
・

資
産

額
等

の
判

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
２

 
学

⻑
は

、
施

行
規

則
第

14
条

の
規

定
に

よ
り

、
前

項
の

収
入

額
・

資
産

額
の

判
定

で
対

象
者

の
授

業
料

減
免

の
額

を
変

更
す

べ
き

と
き

は
、

適
格

認
定

に
お

け
る

収
入

額
・

資
産

額
の

判
定

結
果

通
知

（
別

記
様

式
第

４
−

３
号

又
は

４
−

４
号

）
を

本
人

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
（

減
免

等
の

認
定

の
取

消
し

）
 

第
10

条
 

学
⻑

は
、

授
業

料
等

減
免

対
象

者
が

施
行

規
則

第
15

条
第

１
項

各
号

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

減
免

等
の

認
定

を
取

り
消

す
。

 
２

 
学

⻑
は

、
前

項
の

取
消

し
を

し
た

場
合

に
は

、
授

業
料

等
減

免
の

認
定

取
消

通
知

書
（

別
記

様
式

第
５

号
）

に
よ

り
、

本
人

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

期
日

を
指

定
し

て
当

該
減

免
等

の
取

消
し

に
係

る
授

業
料

の
全

額
を

徴
収

す
る

。
 

 （
減

免
等

の
認

定
の

効
力

の
停

止
）

 
第

11
条

 
学

⻑
は

、
授

業
料

等
減

免
対

象
者

が
施

行
規

則
第

18
条

第
１

項
各

号
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
減

免
等

の
認

定
の

効
力

を
停

止
す

る
。

 
２

 
学

⻑
は

、
前

項
の

効
力

の
停

止
を

決
定

し
た

場
合

に
は

、
授

業
料

等
減

免
の

認
定

の
効

力
の

停
止

に
関

す
る

通
知

（
別

記
様

式
第

６
号

）
に

よ
り

、
本

人
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、
期

日
を

指
定

し
て

当
該

減
免

等
の

効
力

の
停

止
に

係
る

授
業

料
を

徴
収

す
る

。
 

 （
減

免
等

の
自

発
的

な
支

援
停

止
）

 
第

12
条

 
授

業
料

等
の

減
免

の
対

象
と

な
っ

た
者

は
、前

条
に

該
当

し
な

い
場

合
で

も
申

し
出（

別
記

様
式

第
９

−
１

号
）

に
よ

り
、

授
業

料
等

減
免

の
停

止
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
停

止
を

解
除

す
る

場
合

に
は

、
別

に
定

め
る

期
日

ま
で

に
減

免
の

停
止

の
解

除
申

請
書

（
別

記
様

式
第

９
−

２
号

）
を

学
⻑

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

― 104 ―



イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト

※
ど

ち
ら

か
に

チ
ェ

ッ
ク

の
う

え
、

２
．

の
場

合
に

は
口

座
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

１
.
授

業
料

の
振

替
口

座
へ

の
還

付
を

お
願

い
し

ま
す

。

２
.
下

記
の

口
座

へ
の

還
付

を
お

願
い

し
ま

す
。

1
0

※

フ
リ

ガ
ナ

　
給

付
奨

学
金

に
未

申
請

の
た

め
、

「
機

構
の

給
付

奨
学

金
に

関
す

る
情

報
」

の
欄

を
記

入
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

は
、

直
近

の
給

付
奨

学
金

の
申

請
期

間
に

申
請

を
行

い
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

本
学

に
申

し
出

て
く

だ
さ

い
。

預
貯

金
名

義
※
申
請
者
本
人
名
義
に
限
り
ま
す
。

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

記
　
　
号

番
　
　
号

（
６
桁
目
が
あ
る
場
合
は
※
に
記
入
）

（
右
づ
め
で
記
入
）

ど ち ら か に 記 入

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

以
外

(
支
)
店

種
　
　
目

普
通
　
　
　
当
座
　
　
　
貯
蓄
　

口
座
番
号

金
融
機
関
名

支
店
名

「
機

構
の

給
付

奨
学

金
に

関
す

る
情

報
」

の
欄

に
つ

い
て

、
予

約
採

用
に

お
け

る
採

用
候

補
者

は
、

採
用

候
補

者
決

定
通

知
の

受
付

番
号

を
記

入
す

る
と

と
も

に
、

採
用

候
補

者
決

定
通

知
の

コ
ピ

ー
を

必
ず

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

　
過

去
に

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

授
業

料
等

減
免

の
支

援
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
期

間
の

月
数

を
申

告
し

て
く

だ
さ

い
。

　
入

学
年

月
に

つ
い

て
、

編
入

学
又

は
転

学
等

に
よ

り
入

学
し

た
場

合
は

、
そ

の
年

月
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
専

攻
科

に
在

学
し

て
い

る
場

合
は

、
専

攻
科

に
入

学
し

た
年

月
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
申

請
書

に
記

載
さ

れ
た

内
容

及
び

提
出

さ
れ

た
書

類
の

情
報

は
、

授
業

料
等

減
免

の
認

定
及

び
本

学
が

実
施

す
る

経
済

支
援

の
た

め
に

利
用

し
ま

す
。

ま
た

、
今

後
の

授
業

料
等

減
免

制
度

の
検

討
の

た
め

、
統

計
資

料
の

作
成

に
利

用
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

が
、

作
成

に
際

し
て

は
個

人
が

特
定

で
き

な
い

よ
う

に
処

理
し

ま
す

。

　
既

に
払

込
済

み
の

授
業

料
及

び
入

学
料

が
あ

る
場

合
は

、
減

免
の

認
定

を
受

け
た

場
合

に
返

還
を

受
け

る
口

座
を

下
記

に
よ

り
指

定
し

て
く

だ
さ

い
。

　
な

お
、

入
学

料
の

還
付

は
、

入
学

年
度

前
及

び
入

学
直

後
の

本
申

請
受

付
期

間
に

申
請

し
た

者
に

限
り

ま
す

。

　
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

修
学

支
援

は
、

授
業

料
等

減
免

と
給

付
奨

学
金

に
よ

り
行

う
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
こ

の
た

め
、

あ
ら

か
じ

め
機

構
に

給
付

奨
学

金
の

申
込

み
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

給
付

奨
学

金
の

申
込

み
が

な
い

場
合

、
授

業
料

等
減

免
の

申
請

書
類

審
査

等
に

一
定

の
時

間
を

要
し

ま
す

。
　

給
付

奨
学

金
の

申
込

み
を

行
わ

ず
、

「
機

構
の

給
付

奨
学

金
に

関
す

る
情

報
」

の
欄

を
記

入
で

き
な

い
場

合
は

、
（

別
紙

１
）

の
提

出
が

必
要

で
す

。
更

に
、

本
学

に
編

入
学

又
は

転
学

（
若

し
く

は
専

攻
科

に
入

学
）

し
た

学
生

で
あ

っ
て

、
編

入
学

又
は

転
学

（
若

し
く

は
専

攻
科

に
入

学
）

す
る

前
に

在
学

し
て

い
た

学
校

（
大

学
、

短
大

、
高

専
、

専
門

学
校

）
が

２
つ

以
上

あ
る

場
合

は
、

あ
わ

せ
て

（
別

紙
２

）
の

提
出

が
必

要
で

す
。

家
計

急
変

に
よ

る
申

込
を

行
う

場
合

は
、

あ
わ

せ
て

別
紙

３
の

提
出

が
必

要
で

す
。

（
給

付
奨

学
金

を
あ

わ
せ

て
申

し
込

む
（

既
に

申
し

込
ん

で
い

る
）

場
合

は
、

別
紙

１
～

３
の

提
出

は
不

要
で

す
。

）
　

な
お

、
給

付
奨

学
金

と
授

業
料

等
減

免
の

認
定

の
要

件
は

同
一

で
あ

る
た

め
、

給
付

奨
学

金
に

申
し

込
ん

だ
結

果
、

認
定

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
（

給
付

奨
学

生
と

し
て

採
用

さ
れ

な
か

っ
た

）
場

合
は

、
同

じ
期

間
、

授
業

料
等

減
免

の
支

援
に

つ
い

て
も

受
け

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

申
請

書
の

作
成

あ
た

っ
て

の
注

意
事

項

◆ ◆ ◆

市
区

町
村

　
 
年

 
　

 
月

～
 
 
　

年
 
　

 
月

／
 
 
 
月

日
本

学
生

支
援

機
構

の
給

付
奨

学
金

に
関

す
る

情
報

　
（

い
ず

れ
か

の
□

に
✔

印
を

付
け

、
右

欄
に

該
当

す
る

番
号

を
記

載
し
て

く
だ

さ
い

。
）

　
　
※
予
約
採
用
の
採
用

候
補

者
は

、
機

構
か

ら
の

通
知

の
コ

ピ
ー

を
添

付
す

る
こ

と

□
　

予
約

採
用

の
申

込
を

行
っ

た
者

【
給
付
奨
学
金
の
申
込

の
受

付
番

号
（

採
用

候
補

者
と
な
っ
て
い
れ
ば
登
録

番
号

、
給

付
奨

学
生

と
な

っ
て
い
れ
ば
奨
学
生
番
号

）
】

□
　

在
学

(
在

学
予

約
)
採

用
の

申
込

を
行

っ
た

者

【
給
付
奨
学
金
の
申
込

の
受

付
番

号

（
給
付
奨
学
生
と
な
っ

て
い

れ
ば

奨
学

生
番

号
）

】

都
道

府
県

過
去

に
本

制
度

の
入

学
金

減
免

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

。
　

あ
る

　
・

　
な

い

所
属

学
部

・
学

科
等

学
籍

番
号

学
　

年
昼

間
・

夜
間

・
通

信
の

別
　

□
昼

（
昼

夜
開

講
を

含
む

）
　

□
夜

　
　

□
通

信

過
去

に
本

制
度

の
支

援
を

受
け

た
学

校
名

、
期

間
(
＊

)

（
学

校
名

）
（

期
間

/
月

数
）

　
こ

の
申

請
書

の
記

載
事

項
は

事
実

と
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
な

お
、

申
請
書

の
記

載
事

項
に

事
実

と
相

違
が

あ
っ

た
場

合
、

認
定

を
取

り
消

さ
れ

、
減

免
を

打
ち

切
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
と

と
も

に
、
在

学
す

る
学

校
か

ら
減

免
を

受
け

た
金

額
の

支
払

を
求

め
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
こ

と
を

承
知

し
て

い
ま

す
。

　
授

業
料

等
減

免
の

対
象

者
の

認
定

手
続

き
に

お
い

て
、

独
立

行
政

法
人
日

本
学

生
支

援
機

構
（

以
下

、
「

機
構

」
と

い
う

。
）

を
通

じ
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

が
機

構
の

保
有

す
る

私
の

給
付

奨
学

金
に

関
す

る
情

報
の

送
付

を
受

け
る

こ
と

、
及

び
機

構
が

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

の
保

有
す

る
私

の
授
業

料
等

減
免

等
に

関
す

る
情

報
の

送
付

を
受

け
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

　
現

在
、

他
の

学
校

に
お

い
て

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す
る

法
律

に
よ

る
授

業
料

等
減

免
を

受
け

て
お

ら
ず

、
当

該
授

業
料

等
減

免
の

対
象

者
の

認
定

申
請

中
で

も
あ

り
ま

せ
ん

。

※
以

下
の

す
べ

て
の

項
目

を
申

請
者

本
人

が
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
＊

を
附
し

た
項

目
に

つ
い

て
は

、
該

当
者

の
み

記
入

す
る

こ
と

。
）

　 申 請 者

フ
リ

ガ
ナ

入
学

年
月

　
 
 
 
 
 
 
 
 
年

　
 
　

月
入

学
氏

　
名

生
年

月
日

（
西

暦
）

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

日
生

　
（

　
　

　
　

歳
）

現
住

所

〒
　

　
　

　
－

　
申

請
に

あ
た

っ
て

、
私

は
以

下
の

事
項

を
確

認
し

、
理

解
し

て
い

ま
す

。

大
学

等
に

お
け

る
修

学
の

支
援

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
授

業
料

等
減

免
の

対
象

者
の

認
定

に
関

す
る

申
請

書

　
　

年
　

　
月

　
　

日

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

長
　

様

　
私

は
、

貴
学

に
対

し
、

大
学

等
に

お
け

る
修

学
の

支
援

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
授

業
料

等
（

授
業

料
及

び
入

学
料

を
い

う
。

）
減

免
の

対
象

者
と

し
て

の
認

定
を

申
請

し
ま

す
。

（
別
記
様
式
第
１
号
）

― 105 ―



   
(
2
)
 そ

の
他

特
に

徴
収

猶
予

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
 

３
 

前
２

項
の

規
定

は
、

４
月

に
入

学
す

る
１

年
次

の
前

期
授

業
料

の
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
は

適
用

し

な
い

。
 

 （
徴

収
猶

予
の

方
法

）
 

第
５

条
 

授
業

料
の

徴
収

猶
予

は
、

学
期

ご
と

に
徴

収
す

る
授

業
料

に
つ

い
て

、
納

付
期

限
の

延
長

に

よ
り

行
う

。
 

 （
減

免
等

の
申

請
手

続
等

）
 

第
６

条
 

授
業

料
の

減
免

等
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、
授

業
料

減
免

等
申

請
書
（

別
記

様
式

第
１

号
）

及
び

申
請

に
係

る
事

由
を

証
す

る
書

類
を

、
別

に
指

定
す

る
期

日
ま

で
に

、
学

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

第
４

条
第

２
項

第
１

号
に

該
当

す
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

指
定

す
る

期
日

以
降

に
お

い
て

、
特

別
な

事
情

が
発

生
し

、
か

つ
、

当
該

期
分

の
授

業
料

が
未

納

の
場

合
に

限
り

、
当

該
期

分
の

授
業

料
の

減
免

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
決

 
定

）
 

第
７

条
 

学
長

は
、

前
条

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

教
務

学
生

委
員

会
に

審
査

を
依

頼

し
、

そ
の

審
査

結
果

報
告

書
（

別
記

様
式

第
２

号
）

に
基

づ
き

、
減

免
等

の
可

否
を

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

学
長

は
、

前
項

の
決

定
を

し
た

と
き

は
、

授
業

料
減

免
等

決
定

通
知

書
（

別
記

様
式

第
３

号
）

に

よ
り

申
請

者
に

通
知

す
る

。
 

３
 

前
項

に
よ

り
決

定
を

し
た

と
き

は
、

教
務

学
生

委
員

会
は

大
学

運
営

会
議

に
報

告
す

る
も

の
と

す

る
。

 

 （
減

免
等

の
理

由
の

消
滅

）
 

第
８

条
 

前
条

の
決

定
を

受
け

た
者

が
授

業
料

の
減

免
等

に
係

る
事

由
が

消
滅

し
た

と
き

は
、

速
や

か

に
辞

退
届

（
別

記
様

式
第

４
号

）
を

学
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
減

免
等

の
決

定
等

の
取

消
）

 

第
９

条
 

学
長

は
、

前
条

の
届

出
が

あ
っ

た
場

合
又

は
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

減
免

等
の

決
定

を
取

り
消

す
も

の
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 虚

偽
の

申
請

に
よ

り
減

免
等

の
決

定
を

受
け

た
も

の
で

あ
る

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
 

 
(
2
)
 減

免
等

を
受

け
て

い
る

者
が

、
学

則
又

は
大

学
院

学
則

に
基

づ
く

懲
戒

処
分

を
受

け
た

場
合

 

 
(
3
)
 前

条
に

規
定

す
る

辞
退

届
の

提
出

を
怠

っ
た

場
合

 

 
(
4
)
 
半

額
免

除
又

は
徴

収
猶

予
さ

れ
た

授
業

料
を

指
定

さ
れ

た
納

付
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た

場
合

 

２
 

学
長

は
、
前

条
の

取
消

を
し

た
場

合
は

、
授

業
料

減
免

等
決

定
取

消
通

知
書
（

別
記

様
式

第
５

号
）

に
よ

り
本

人
に

通
知

す
る

と
と

も
に

、
期

日
を

指
定

し
て

当
該

減
免

等
取

消
に

係
る

授
業

料
の

全
額

  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

授
業

料
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
関

す
る

取
扱

要
領

 
（

抄
）

 

 （
趣

 
旨

）
 

第
１

条
 

こ
の

取
扱

要
領

は
、
群

馬
県

立
公

立
大

学
法

人
の

授
業

料
等

に
関

す
る

規
程
（

以
下
「

規
程

」

と
い

う
。

）
第

1
3
条

に
規

定
す

る
授

業
料

の
減

免
及

び
徴

収
猶

予
（

以
下

「
減

免
等

」
と

い
う

。
）

の
取

扱
い

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 

 （
減

免
の

対
象

）
 

第
２

条
 

授
業

料
の

減
免

の
対

象
と

す
る

者
は

、
学

部
又

は
研

究
科

の
学

生
（

聴
講

生
、

特
別

聴
講

学

生
、

科
目

等
履

修
生

、
研

究
生

及
び

大
学

院
学

則
第

1
2
条

に
規

定
す

る
者

を
除

く
。

以
下

「
学

生
」

と
い

う
。

）
で

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
、

学
長

が
別

に
定

め
る

家
計

基
準

及
び

学
業

成
績

基
準

を
満

た
し

た
者

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

学
部

の
学

生
に

つ
い

て
は

、
大

学
等

に
お

け
る

修
学

の
支

援
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
 

（
令

和
元

年
６

月
2
8
日

省
令

第
６

号
）
第

９
条

及
び

第
10

条
の

規
定
（

第
10

条
第

１
項

第
１

号
を

除
く

）
に

よ
り

授
業

料
等

減
免

対
象

者
と

し
て

認
定

さ
れ

な
い

者
に

限
る

。
 

 
(
1
)
 
入

学
後

、
学

生
の

学
資

を
主

と
し

て
負

担
す

る
者

（
以

下
「

学
資

負
担

者
」

と
い

う
。

）
が

、

天
災

そ
の

他
不

慮
の

災
害

等
に

よ
り

損
害

を
受

け
、

授
業

料
の

納
付

が
著

し
く

困
難

と
な

っ
た

者
 

 
(
2
)
 
入

学
後

、
学

資
負

担
者

の
死

亡
、

長
期

療
養

、
失

業
又

は
生

業
不

振
に

よ
り

、
授

業
料

の
納

付

が
著

し
く

困
難

と
な

っ
た

者
 

 
(
3
)
 前

２
号

に
掲

げ
る

者
の

ほ
か

、
学

長
が

特
に

減
免

の
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

者
 

２
 

前
項

第
１

号
及

び
第

２
号

の
規

定
は

、
４

月
に

入
学

す
る

１
年

次
の

前
期

授
業

料
の

減
免

に
つ

い

て
は

適
用

し
な

い
。

 

３
 

次
に

掲
げ

る
者

は
、

原
則

と
し

て
減

免
の

対
象

と
し

な
い

。
 

 
(
1
)
 合

理
的

理
由

な
く

学
生

支
援

機
構

等
の

奨
学

金
を

申
請

し
な

い
者

 

 
(
2
)
 著

し
い

成
績

不
振

者
、

修
業

年
限

を
超

え
た

者
で

あ
っ

て
特

別
な

理
由

が
な

い
場

合
等

 

 
 

（
減

免
の

方
法

）
 

第
３

条
 

授
業

料
の

減
免

は
、

学
期

ご
と

に
徴

収
す

る
授

業
料

に
つ

い
て

、
全

額
免

除
又

は
半

額
免

除

の
方

法
に

よ
り

行
う

。
  
 
  

 

 （
徴

収
猶

予
の

対
象

）
 

第
４

条
 

経
済

的
理

由
に

よ
っ

て
納

付
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

、
学

業
優

秀
と

認
め

ら
れ

た
者

と
し

て

授
業

料
の

徴
収

猶
予

の
対

象
と

す
る

者
は

、
減

免
の

対
象

と
す

る
者

に
準

じ
た

家
計

状
況

で
、
納

付

期
限

ま
で

に
授

業
料

を
納

付
す

る
こ

と
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

学
生

で
、
学

長
が

別
に

定
め

る
学

業

成
績

基
準

を
満

た
し

た
者

と
す

る
。

 

２
 

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

者
と

し
て

授
業

料
の

徴
収

猶
予

の
対

象
と

す

る
者

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 減

免
等

を
申

請
し

た
者

で
、

減
免

等
の

可
否

の
決

定
が

納
付

期
限

後
と

な
る

者
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（
別

記
様

式
第

１
号

）
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
授

 
業

 
料

 
減

 
免

 
等

 
申

 
請

 
書

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

長
 

様
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

申
請

者
）

学
籍

番
号

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
学

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
究

科
 

 
 

 
 

専
攻

 
 

 
課

程
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

氏
 

 
名

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
 

 
所

 
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
 

減
 

 
免

 
 

授
業

料
の

 
  

  
  

  
 

を
お

願
い

し
た

く
、

関
係

書
類

を
添

え
て

下
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

 
  

  
  

  
  

  
徴

収
猶

予
 

 
記

 
 １

 
申

請
の

内
容

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

前
 

期
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
免

 
 

除
 

  
 

 
 

 
  

 
年

度
 

  
  

  
 

分
 

授
業

料
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
の

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 後
 

期
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
徴

収
猶

予
 

 ２
 

申
請

理
由

（
家

庭
事

情
、

そ
の

他
特

に
説

明
を

要
す

る
こ

と
を

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

）
 

          
※

不
要

な
文

字
を

抹
消

し
て

申
請

す
る

こ
と

。
 

※
徴

収
猶

予
を

申
請

す
る

場
合

は
、
希

望
す

る
納

付
期

日
を

理
由

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。
（

減
免

が
不

可
の

場
合

 

に
徴

収
猶

予
を

希
望

し
て

い
る

際
も

同
様

に
記

入
す

る
こ

と
）

  

を
徴

収
す

る
。
た

だ
し

、
前

条
の

届
出

に
よ

る
取

消
の

場
合

は
、
減

免
等

に
係

る
事

由
が

消
滅

し
た

月
の

翌
月

か
ら

残
余

期
間

分
の

授
業

料
を

徴
収

す
る

。
徴

収
方

法
は

、
規

程
第

四
条

の
規

定
に

準
じ

て
行

う
も

の
と

す
る

。
 

  （
大

規
模

災
害

等
に

お
け

る
授

業
料

の
特

例
）

 

第
1
0
条

 
入

学
前

の
大

規
模

災
害

等
に

よ
り

、
地

震
及

び
風

水
害

等
に

伴
う

入
学

試
験

料
、
入

学
料

及

び
授

業
料

の
減

免
に

関
す

る
取

扱
要

領
第

８
条

の
規

定
に

よ
る

災
害

発
生

日
以

降
に

納
入

期
限

が
到

来
す

る
最

初
の

学
期

の
授

業
料

の
減

免
を

受
け

た
者

の
次

学
期

の
授

業
料

の
減

免
に

つ
い

て
は

、
本

要
領

第
２

条
第

１
項

第
１

号
及

び
第

２
号

の
「

入
学

後
」

を
「

入
学

前
」

と
読

み
替

え
て

準
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
報

 
告

）
 

第
1
1

条
 

学
長

は
、

年
度

中
の

授
業

料
の

減
免

等
の

状
況

に
つ

い
て

取
り

ま
と

め
、

翌
年

度
の

４
月

1
0
日

ま
で

に
理

事
長

に
報

告
す

る
。

 

 （
協

 
議

）
 

第
1
2
条

 
学

長
は

、
こ

の
要

領
の

取
扱

い
に

よ
り

難
い

事
態

が
生

じ
た

と
き

は
、
理

事
長

に
協

議
す

る
。
 

 （
そ

の
他

）
 

第
1
3
条

 
こ

の
要

領
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
授

業
料

の
減

免
等

の
実

施
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

は
、

学
長

が
別

に
定

め
る

。
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３
 

家
族

の
状

況
 

 

区
分

 
続

柄
 

 氏
 

 
名

 
年

齢
 

 職
 

 
業

 
 勤

 
務

 
先

年
間

所
得

(
円

)
 
備

 
考

就
  

学
  

者
 

世
を

 

帯
除

 

員
く

 

 父
 

 
 

 
 

 
 

 母
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 就
 

  学
 

  者
 

続
柄

 
 氏

 
 

名
 

年
齢

 
在

学
校

・
学

年
 

奨
学

金
減

 
免

 
 通

 
学

 
別

 

本
人

 
 

 
 

有
・

無
有

・
無

 
自

宅
・

自
宅

外

 
 

 
 

有
・

無
有

・
無

 
自

宅
・

自
宅

外

 
 

 
 

有
・

無
有

・
無

 
自

宅
・

自
宅

外

 
 

 
 

有
・

無
有

・
無

 
自

宅
・

自
宅

外

 ４
 

本
人

の
１

か
月

当
た

り
の

平
均

生
活

費
 

  
  

（
臨

時
的

な
収

支
項

目
は

、
年

間
分

を
合

計
１

２
月

で
除

し
て

１
か

月
分

を
算

出
す

る
こ

と
）

 
  

  
 

収
 

 
 

 
 

 
 

入
 

支
 

 
 

 
 

 
 

出
 

家
庭

か
ら

の
仕

送
り

等
 
 

 
 

 
 

 
 

円
授

業
料

  
  

  
  

  
  

 円

ア
ル

バ
イ

ト
(
学

期
中

)
 

  
  

  
  

  
  

  
円

食
費

  
  

  
  

  
  

 円

ア
ル

バ
イ

ト
(
休

業
中

)
 

  
  

  
  

  
  

  
円

住
居

光
熱

費
  

  
  

  
  

  
 円

日
本

学
生

支
援

機
構

奨
学

金
 

  
  

  
  

  
  

  
円

参
考

書
代

等
修

学
費

  
  

  
  

  
  

 円

そ
の

他
奨

学
金

 
  

  
  

  
  

  
  

円
教

養
娯

楽
費

  
  

  
  

  
  

 円

そ
の

他
収

入
 

  
  

  
  

  
  

  
円

そ
の

他
雑

費
  

  
  

  
  

  
 円

収
 

入
 

計
（

Ａ
）

 
  

  
  

  
  

  
  

円
  

支
出

計
（

Ｂ
）

 
  

  
  

  
  

  
 円

（
Ａ

）
－

（
Ｂ

）
 

  
  

  
  

  
  

  
円

 
 

 

 
な

お
、

授
業

料
の

減
免

を
申

請
し

て
お

り
ま

す
が

、
減

免
が

不
可

の
場

合
は

徴
収

猶
予

を
希

望

し
ま

す
。

 
   

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
申

請
者

）
氏

 
名

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

地
震

及
び

風
水

害
等

に
伴

う
入

学
試

験
料

、
入

学
料

及
び

授
業

料
の

減
免

に
関

す
る

取
扱

要
領

（
抄

）
 

 （
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
領

は
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

及
び

同
大

学
院

出
願

者
、

入
学

予
定

者
及

び
学

生
（

以
下

、
「

学
生

等
」

と
い

う
。
）

又
は

学
生

等
の

学
資

を
主

と
し

て
負

担
す

る
者

（
以

下
「

学
資

負

担
者

」
と

い
う

。
）

で
あ

っ
て

災
害

を
受

け
、

入
学

試
験

料
、

入
学

料
（

以
下

「
入

学
試

験
料

等
」

と
い

う
。
）
及

び
授

業
料

の
納

付
が

困
難

な
者

に
対

し
て

行
う

、
群

馬
県

公
立

大
学

法
人

の
授

業
料

等
に

関
す

る
規

程
第

1
3
条

に
規

定
す

る
授

業
料

等
の

減
免

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 

 （
減

免
の

対
象

者
及

び
方

法
等

）
 

第
２

条
 

入
学

試
験

料
等

の
減

免
は

、
各

納
付

期
限

の
日

か
ら

起
算

し
て

前
１

年
以

内
に

発
生

し
た

災
害

で
、
災

害
救

助
法
（

昭
和

2
2
年

1
0
月

1
8
日

法
律

1
1
8
号

）
の

指
定

地
域

に
居

住
す

る
学

生
等

又
は

学

資
負

担
者

の
う

ち
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

者
に

つ
い

て
全

額
免

除
又

は
半

額
免

除
の

方
法

に
よ

り
行

う

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
学

資
負

担
者

が
死

亡
、

行
方

不
明

又
は

失
業

し
た

者
 

（
２

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
全

壊
又

は
全

焼
の

被
害

を
受

け
た

者
 

（
３

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
半

壊
又

は
半

焼
以

上
の

被
害

を
受

け
た

者
(
前

号
に

該
当

す
る

者
を

除
く

)
 

２
 

前
項

の
減

免
の

う
ち

、
入

学
試

験
料

に
あ

っ
て

は
各

号
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
全

額
免

除
し

、

入
学

料
に

あ
っ

て
は

第
１

号
又

は
第

２
号

に
該

当
す

る
場

合
は

全
額

免
除

し
、

第
３

号
に

該
当

す
る

場

合
は

半
額

免
除

す
る

。
 

 （
減

免
の

申
請

手
続

）
 

第
３

条
 

入
学

試
験

料
等

の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

減
免

申
請

書
（

別
記

様
式

第
１

号
）

を
申

請
に

係
る

事
由

を
証

す
る

罹
災

証
明

書
等

の
公

的
書

類
に

添
え

て
、

学
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

 
 

た
だ

し
、

公
的

書
類

が
徴

せ
な

い
場

合
に

は
、

写
真

等
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

入
学

試
験

料
の

減
免

を
申

請
し

た
者

で
、

入
学

料
の

減
免

を
追

加
で

申
請

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
前

項
の

申
請

書
に

添
付

す
る

公
的

書
類

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 （
減

免
の

決
定

）
 

第
４

条
 

学
長

は
、

前
条

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

審
査

の
上

、
減

免
の

可
否

等
を

決
定

す
る

。
 

２
 

学
長

は
、

前
項

の
決

定
を

し
た

と
き

は
、

減
免

決
定

通
知

書
（

別
記

様
式

第
２

号
）

に
よ

り
、

申
請

者
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
減

免
理

由
の

消
滅

）
 

第
５

条
 

前
条

に
よ

り
減

免
の

決
定

を
受

け
た

者
は

、
入

学
試

験
料

等
の

減
免

に
係

る
事

由
が

消
滅

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

辞
退

届
（

別
記

様
式

３
号

）
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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第
1
2
条

 
こ

の
要

領
の

改
廃

は
、

教
育

研
究

審
議

会
及

び
大

学
運

営
会

議
の

議
を

経
て

、
学

長
が

行
う

。
 

 （
そ

の
他

）
 

第
1
3

条
 

こ
の

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

入
学

試
験

料
等

の
減

免
の

実
施

に
つ

い
て

必
要

な
事

項

は
、

学
長

が
別

に
定

め
る

。
 

 （
減

免
決

定
の

取
消

）
 

第
６

条
 

学
長

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
入

学
試

験
料

等
の

減
免

を
取

り
消

す
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
前

条
の

辞
退

届
の

提
出

が
あ

っ
た

場
合

 

（
２

）
虚

偽
の

申
請

に
よ

り
減

免
の

決
定

を
受

け
た

も
の

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

 

（
３

）
減

免
を

受
け

て
い

る
者

が
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
学

則
（

群
馬

県
公

立
大

学
法

人
規

則
第

６
号

）
第

3
8
条

又
は

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

大
学

院
学

則
（

群
馬

県
公

立
大

学
法

人
規

則
第

７
号

）
第

3
6
条

に
基

づ
く

懲
戒

処
分

を
受

け
た

場
合

 

（
４

）
前

条
の

辞
退

届
の

提
出

を
怠

っ
た

場
合

 

２
 

学
長

は
、

前
項

の
取

消
を

し
た

場
合

に
は

、
減

免
決

定
取

消
通

知
書

（
別

記
様

式
第

４
号

）
に

よ
り

本
人

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

期
日

を
指

定
し

て
当

該
減

免
の

取
消

に
係

る
入

学
試

験
料

等
の

全
額

を

徴
収

す
る

。
 

 （
入

学
試

験
料

等
の

返
還

）
 

第
７

条
 

学
長

は
第

４
条

に
よ

り
減

免
の

決
定

を
受

け
た

者
で

、
既

に
入

学
試

験
料

等
を

納
め

た
者

に
対

し
て

、
入

学
試

験
料

等
を

返
還

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
大

規
模

災
害

等
に

お
け

る
授

業
料

の
特

例
）

 

第
８

条
 

学
長

は
大

規
模

災
害

等
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
理

事
長

と
協

議
の

上
、

災
害

発
生

日
以

降
に

納
入

期
限

が
到

来
す

る
最

初
の

学
期

の
授

業
料

を
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

こ
の

場
合

の
大

規
模

災
害

と
は

、
こ

れ
に

よ
り

被
災

し
修

学
困

難
な

学
生

に
対

す
る

経
済

的
支

援
に

つ
い

て
文

部
科

学
省

か
ら

通
知

が
あ

っ
た

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
授

業
料

減
免

に
つ

い
て

は
、

第
２

条
か

ら
第

７
条

を
準

用
す

る
。

 

 （
高

等
教

育
修

学
支

援
制

度
の

優
先

）
 

第
９

条
 

高
等

教
育

の
修

学
支

援
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

授
業

料
等

の
減

免
（

以
下

「
法

に
よ

る
減

免
」

と
い

う
。
）
の

対
象

と
な

る
入

学
予

定
者

及
び

学
生

が
減

免
の

申
請

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
法

に
よ

る
減

免
後

の
入

学
料

及
び

授
業

料
の

額
に

対
し

、
本

要
領

に
よ

る
減

免
を

行
う

。
 

 （
報

 
告

）
 

第
1
0
条

 
学

長
は

、
年

度
中

の
入

学
試

験
料

等
の

減
免

の
状

況
に

つ
い

て
取

り
ま

と
め

、
翌

年
度

の
４

月

1
0
日

ま
で

に
理

事
長

に
報

告
す

る
。
た

だ
し

、
前

期
授

業
料

に
対

し
て

減
免

を
実

施
し

た
場

合
、
当

該

年
度

1
0
月

1
0
日

ま
で

に
理

事
長

に
報

告
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

  （
協

 
議

）
 

第
1
1
条

 
学

長
は

、
こ

の
要

領
の

取
扱

い
に

よ
り

難
い

事
態

が
生

じ
た

と
き

は
、

理
事

長
に

協
議

す
る

。
 

 

（
改

廃
）
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 （
別

記
様

式
第

１
号

そ
の

２
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

入
学

料
減

免
申

請
書

 
  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

長
 

様
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
申

請
者

)
受

験
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
入

学
料

の
減

免
を

お
願

い
い

た
し

た
く

、
関

係
書

類
を

添
え

て
下

記
の

と
お

り
申

請
い

た
し

ま
す

。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記

 

１
 

申
請

の
内

容
 

 
 
 
 
入

学
料

 
 

 
 

 
 

 
金

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
の

 
 

 
 

 
の

 
免

 
除

 

 ２
 

申
請

理
由

 

（
１

）
学

資
負

担
者

（
申

請
者

と
の

続
柄

 
 

 
 

）
が

死
亡

、
行

方
不

明
又

は
失

業
 

（
２

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
全

壊
又

は
全

焼
の

被
害

を
受

け
た

 

（
３

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
半

壊
又

は
半

焼
以

上
の

被
害

を
受

け
た

 

 ３
 

確
認

事
項

（
下

記
に

チ
ェ

ッ
ク

を
入

れ
る

こ
と

。
）

 

 
□

本
入

学
料

減
免

が
半

額
又

は
不

許
可

と
な

っ
た

場
合

は
、

指
定

さ
れ

た
納

付
期

限
ま

で
に

所
定

の
入

学
料

を
速

や
か

に
納

付
し

ま
す

。
 

  
 

 
 

 

 
 

 
※

必
要

の
無

い
文

字
を

二
重

線
で

消
し

て
申

請
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
※

申
請

に
係

る
事

由
を

証
す

る
罹

災
証

明
書

等
の

公
的

書
類

に
添

え
て

申
請

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

（
公

的
書

類
の

提
出

が
難

し
い

場
合

に
は

、
写

真
等

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

 

 
 

 
 

（
入

学
試

験
料

の
免

除
を

申
請

し
た

場
合

に
は

、
添

付
書

類
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

 

 
 

全
 
額

 

半
 
額

 

（
別

記
様

式
第

１
号

そ
の

１
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

入
学

試
験

料
免

除
申

請
書

 
  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

長
 

様
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
申

請
者

)
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
入

学
試

験
料

の
免

除
を

お
願

い
い

た
し

た
く

、
関

係
書

類
を

添
え

て
下

記
の

と
お

り
申

請
い

た
し

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記

 

 １
 

試
験

区
分

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ２
 

申
請

の
内

容
 

 
 
 
 
入

学
試

験
料

 
 

 
 

 
金

額
 

3
0
,
0
0
0
 

・
 

1
7
,
0
0
0
 

円
の

 
免

 
除

 

 ３
 

申
請

理
由

 

（
１

）
学

資
負

担
者

（
申

請
者

と
の

続
柄

 
 

 
 

）
が

死
亡

、
行

方
不

明
又

は
失

業
 

（
２

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
全

壊
又

は
全

焼
の

被
害

を
受

け
た

 

（
３

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
半

壊
又

は
半

焼
以

上
の

被
害

を
受

け
た

 

 ４
 

免
除

の
決

定
を

受
け

た
場

合
に

返
還

を
受

け
る

口
座

 
 

 

ど ち ら か に 記 入

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

以
外

 

金
融

機
関

名
 

 
支

店
名

 
(
支

)
店

種
 

 
目

 
普

通
 

 
 

当
座

 
 

 
貯

蓄
 

口
座

番
号

 
 

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

 

記
 

 
号

 

（
６

桁
目

が
あ

る
場

合
は

※
に

記
入

）

番
 

 
号

 

（
右

づ
め

で
記

入
）

 

１
 

 
 

 
０

 
 

 
 

 
 

 
 

 

預
貯

金
名

義
 

※
申

請
者

本
人

名
義

に
限

り
ま

す
。

 
フ

リ
ガ

ナ
 

 

 
 

 
※

必
要

の
無

い
文

字
を

二
重

線
で

消
し

て
申

請
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
※

申
請

に
係

る
事

由
を

証
す

る
罹

災
証

明
書

等
の

公
的

書
類

に
添

え
て

申
請

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

（
公

的
書

類
の

提
出

が
難

し
い

場
合

に
は

、
写

真
等

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

 

 
 

※
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（
別

記
様

式
第

１
号

そ
の

３
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

授
業

料
減

免
申

請
書

 
  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

長
 

様
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
申

請
者

)
学

籍
番

号
（

受
験

番
号

）
 

 
 

 
 

 
 

学
部

 
 

 
 

 
 

 
学

科
 

研
究

科
 

 
 

 
専

攻
 

 
課

程
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

 
 

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

授
業

料
の

減
免

を
お

願
い

い
た

し
た

く
、

関
係

書
類

を
添

え
て

下
記

の
と

お
り

申
請

い
た

し
ま

す
。

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記

 

１
 

申
請

の
内

容
 

 
 
 
 
授

業
料

 
 

 
 

 
金

額
 

 
 

 
 

円
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
免

 
除

 

 ２
 

申
請

理
由

 

（
１

）
学

資
負

担
者

（
申

請
者

と
の

続
柄

 
 

 
 

）
が

死
亡

、
行

方
不

明
又

は
失

業
 

（
２

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
全

壊
又

は
全

焼
の

被
害

を
受

け
た

 

（
３

）
学

資
負

担
者

が
所

有
し

、
か

つ
居

住
す

る
家

屋
又

は
所

有
す

る
店

舗
等

に
半

壊
又

は
半

焼
以

上
の

被
害

を
受

け
た

 

 ３
 

確
認

事
項

（
下

記
に

チ
ェ

ッ
ク

を
入

れ
る

こ
と

。
）

 

 
□

本
授

業
料

減
免

が
半

額
又

は
不

許
可

と
な

っ
た

場
合

は
、

指
定

さ
れ

た
納

付
期

限
ま

で
に

所
定

の
授

業
料

を
速

や
か

に
納

付
し

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
※

必
要

の
無

い
文

字
を

二
重

線
で

消
し

て
申

請
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
※

申
請

に
係

る
事

由
を

証
す

る
罹

災
証

明
書

等
の

公
的

書
類

に
添

え
て

申
請

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

（
公

的
書

類
の

提
出

が
難

し
い

場
合

に
は

、
写

真
等

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

 

 
 

 
 
（

入
学

試
験

料
又

は
入

学
料

の
減

免
を

申
請

し
た

場
合

に
は

、
添

付
書

類
を

省
略

す
る

こ
と

が

で
き

る
。
）

 

全
 
額

 

半
 
額
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（
助

成
回

数
及

び
上

限
額

）

第
６

条
 

学
生

は
、

第
３

条
に

掲
げ

る
（

１
）

～
（

４
）

の
研

究
活

動
に

対
す

る
申

請
を

重
複

し
て

行

え
る

こ
と

と
し

、
（

１
）

～
（

３
）

の
回

数
は

制
限

し
な

い
。

（
４

）
の

回
数

に
つ

い
て

は
合

計

で
年

間
３

回
ま

で
と

す
る

。

 
 
 
  
 
な

お
、

研
究

活
動

へ
の

助
成

額
は

１
回

に
つ

き
次

に
定

め
る

金
額

の
範

囲
内

と
す

る
。

 
（

１
）

国
外

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
で

の
発

表
 
 
2
0
0
,
0
0
0
円
 

 
（

２
）

国
内

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
で

の
発

表
 
 
 
5
0
,
0
0
0
円

 
（

３
）

論
文

投
稿

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1
0
0
,
0
0
0
円

（
４

）
学

会
等

参
加

（
国

外
）

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
8
0
,
0
00

円
 

（
５

）
学

会
等

参
加

（
国

内
）

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
5
0
,
0
0
0
円

（
申

請
方

法
）

第
７

条
 

学
生

は
、
特

別
支

援
奨

励
金

の
交

付
を

希
望

す
る

場
合

は
、
｢
学

会
等

へ
の

参
加

申
請

書
｣（

別

記
様

式
１

）
ま

た
は

「
論

文
投

稿
の

申
請

書
」

（
別

記
様

式
４

）
を

、
そ

れ
ぞ

れ
研

究
活

動
の

１

週
間

前
ま

で
に

学
長

あ
て

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
実

績
報

告
）

第
８

条
 

学
生

は
、

研
究

活
動

終
了

後
、

１
週

間
以

内
に

｢
学

会
等

へ
の

参
加

実
績

報
告

書
｣
（

別
記

様

式
２

）
及

び
「

旅
行

経
路

等
確

認
書

」
（

別
記

様
式

３
）

ま
た

は
「

論
文

投
稿

実
績

の
報

告
書

」

（
別

記
様

式
５

）
に

よ
り

、
学

長
あ

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

な
お

、
第

４
条

（
５

）
の

規
定

に
よ

る
経

費
を

申
請

す
る

と
き

は
、

学
生

は
、

学
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
を

学
長

に
追

加
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
額

の
確

定
）

第
９

条
 

学
長

は
、

第
８

条
に

基
づ

き
提

出
さ

れ
た

実
績

報
告

書
の

内
容

を
確

認
し

、
適

正
と

認
め

た

場
合

に
は

、
寄

附
金

の
範

囲
内

で
助

成
金

額
を

確
定

し
、

速
や

か
に

交
付

す
る

。

（
報

告
）

第
1
0
条

 
学

長
は
、
第

９
条

で
確

定
し

た
助

成
金

額
に

つ
い

て
大

学
運

営
会

議
へ

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
寄

附
金

）

第
1
1
条

 
寄

附
金

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
は

、
群

馬
県

公
立

大
学

法
人

寄
附

金
取

扱
規

程
（

群
公

大
規

程
 

第
3
7
号

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
そ

の
他

）

第
1
2
条
 
 
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
特

別
支

援
奨

励
金

に
関

し
必

要
な

細
目

は
、
別

に
定

め

る
。

 
 

 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
生

研
究

に
係

る
特

別
支

援
奨

励
金

交
付

要
綱

（
抄

）

（
趣

旨
）

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

（
以

下
｢
本

学
｣
と

い
う

。
）

学
生

（
大

学
院

生
を

含
む

。
以

下
同

じ
）

の
研

究
活

動
を

支
援

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

行
わ

れ
る

寄
附

金
を

原

資
と

す
る

学
生

へ
の

特
別

支
援

奨
励

金
（

以
下

「
特

別
支

援
奨

励
金

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
目

的
）

第
２

条
 
学

生
が

次
項

に
定

め
る

活
動

を
行

う
際

に
必

要
と

な
る

費
用

に
対

し
て

助
成

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
経

済
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

と
と

も
に

、
学

生
の

研
究

に
対

す
る

意
欲

を
高

め
、

も
っ

て

高
度

な
医

療
人

の
育

成
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
助

成
対

象
研

究
活

動
）

第
３

条
 

こ
の

特
別

支
援

奨
励

金
に

よ
る

助
成

は
、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
指

導
教

員
が

認
め

、
 

か
つ

他
の

給
付

等
（

勤
務

先
か

ら
の

出
張

旅
費

等
を

含
む

）
の

制
度

の
な

い
研

究
活

動
を

対
象

と

す
る

。

 
（

１
）

国
外

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
で

の
発

表
（

筆
頭

演
者

、
発

表
演

者
）

 
（

２
）

国
内

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
で

の
発

表
（

筆
頭

演
者

、
発

表
演

者
）

 
（

３
）

学
会

誌
等

へ
の

論
文

投
稿

 
（

４
）

学
会

等
参

加
 

（
助

成
対

象
経

費
）

第
４

条
 

助
成

対
象

経
費

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
（

１
）

国
外

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
で

の
発

表
 
 
交

通
費

、
学

会
等

参
加

費
及

び
宿

泊
費

 
（

２
）

国
内

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
で

の
発

表
 
 
交

通
費

、
学

会
等

参
加

費
及

び
宿

泊
費

 
（

３
）

論
文

投
稿

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
投

稿
料

 
（

４
）

学
会

等
参

加
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
交
通

費
、

学
会

等
参

加
費

及
び

宿
泊

費

（
５

）
天

災
地

変
そ

の
他

学
生

の
責

め
に

帰
す

る
こ

と
の

で
き

な
い

理
由

に
よ

り
、

当
該

研
究

活
動

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
、

学
長

が
特

に
必

要
と

認
め

る
経

費
 

 （
助

成
金

額
の

算
定

基
準

）

第
５

条
 

第
３

条
に

掲
げ

る
研

究
活

動
に

対
す

る
助

成
額

は
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

 
（

１
）

交
通

費

 
 
 
 

原
則

と
し

て
、

本
学

又
は

居
住

地
と

学
会

開
催

地
の

間
を

公
共

交
通

機
関

を
利

用
し

た
場

合
の

 

 
 

最
も

合
理

的
・

経
済

的
な

移
動

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
交

通
費

と
す

る
。

 
 

 
な

お
、

県
内

及
び

関
東

甲
信

越
地

区
内

に
お

い
て

自
動

車
を

使
用

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

群
 

 
 

馬
県

公
立

大
学

法
人

役
職

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
規

程
を

準
用

し
て

算
出

さ
れ

る
額

を
当

該
車

両
 

 
 

の
所

有
者

の
み

に
支

給
す

る
。

 
 

 
た

だ
し

、
学

会
等

参
加

に
あ

っ
て

は
公

共
交

通
機

関
利

用
、

自
動

車
使

用
の

い
ず

れ
で

あ
っ

て

も
上

記
算

定
額

の
１

／
２

の
額

と
す

る
。

 
 
（
２

）
学

会
等

参
加

費
 

実
費

 
（

３
）

宿
泊

費
 

１
泊

に
つ

き
4
,
0
0
0
円

 
（

４
）

論
文

投
稿

料
 

実
費
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（
申

請
方

法
）

 

第
６

条
 

学
生

は
、
支

援
奨

励
金

の
交

付
を

希
望

す
る

場
合

は
、
｢
学

会
等

へ
の

参
加

申
請

書
｣（

別

記
様

式
１

）
又

は
｢
卒

業
研

究
等

の
学

外
活

動
届

｣
（

別
記

様
式

２
）

に
よ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

研

究
活

動
の

１
週

間
前

ま
で

に
、

学
長

あ
て

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
実

績
報

告
）

 

第
７

条
 
 
学

生
は

、
研

究
活

動
終

了
後

、
１

週
間

以
内

に
｢
学

会
等

へ
の

参
加

実
績

報
告

書
｣（

別
記

様
式

３
）
及

び
「

旅
行

経
路

等
確

認
書

」
（

別
記

様
式

４
）
に

よ
り

、
学

長
あ

て
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
額

の
確

定
）

 

第
８

条
 

学
長

は
、
第

７
条

に
基

づ
き

提
出

さ
れ

た
実

績
報

告
書

の
内

容
を

確
認

し
、
適

正
と

認
め

た
場

合
に

は
、

予
算

の
範

囲
内

で
奨

励
金

の
金

額
を

確
定

し
、

速
や

か
に

交
付

す
る

。
 

 （
報

告
）

 

第
９

条
 

学
長

は
、
第

８
条

で
確

定
し

た
助

成
金

額
等

に
つ

い
て

大
学

運
営

会
議

へ
報

告
す

る
も

の

と
す

る
。

 

 （
そ

の
他

）
 

第
1
0
条

 
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
支

援
奨

励
金

に
関

し
必

要
な

細
目

は
、

別
に

定
め

る
。

 

      

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
生

研
究

に
係

る
支

援
奨

励
金

交
付

要
綱

（
抄

）
 

 （
趣

旨
）

 

第
１

条
 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

（
以

下
｢
本

学
｣
と

い
う

。
）

学
生

（
大

学
院

生
を

含
む

。

以
下

同
じ

）
の

視
野

を
広

げ
、
学

修
へ

の
意

欲
を

高
め

る
こ

と
に

よ
り

、
も

っ
て

医
療

人
と

し

て
優

れ
た

人
材

を
育

成
す

る
こ

と
に

資
す

る
た

め
、
学

生
の

学
会

参
加

及
び

卒
業

研
究
（

以
下

｢
学

生
研

究
｣
と

い
う

。
）
に

要
す

る
経

費
に

対
し

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
奨

励
金

を
交

付

す
る

こ
と

と
し

、
そ

の
交

付
に

関
し

て
は

、
こ

の
要

綱
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

 （
助

成
対

象
研

究
活

動
）

 

第
２

条
 

こ
の

奨
励

金
に

よ
る

助
成

は
、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
、
か

つ
、
他

の
給

付
等
（

勤
務

先
か

ら
の

研
究

費
、

出
張

旅
費

等
を

含
む

）
の

制
度

の
な

い
研

究
活

動
を

対
象

と
す

る
。

 

(
1
)
 

学
会

参
加

 
 

学
生

が
国

内
外

で
開

催
さ

れ
る

学
会

等
へ

参
加

し
そ

の
視

察
を

行
う

こ
と

を
、
指

導
教

員
が

認
め

た
も

の
（

学
生

が
自

ら
発

表
す

る
場

合
を

除
く

。
）
 
 

(
2
)
 

卒
業

研
究

 
 

指
導

教
員

が
本

学
で

の
学

修
に

必
要

と
認

め
た

も
の

 

 

（
助

成
対

象
経

費
）

 

第
３

条
 

奨
励

金
の

助
成

対
象

と
な

る
経

費
は

、
第

２
条

の
支

給
対

象
区

分
ご

と
に

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

(
1
)
 

学
会

参
加

 
 

 
交

通
費

、
学

会
等

参
加

費
及

び
宿

泊
費

 

(
2
)
 

卒
業

研
究

 
 

交
通

費
（

実
習

先
へ

の
交

通
費

は
除

く
）

、
宿

泊
費

、
そ

の
他

卒
業

研
究

（
論

文
作

成
）

の
た

め
の

調
査

等
に

必
要

な
経

費
 

 

 （
助

成
金

額
の

算
定

基
準

）
 

第
４

条
 

第
１

条
に

規
定

す
る

奨
励

金
の

額
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1
)

交
通

費
 

原
則

と
し

て
、

本
学

又
は

居
住

地
と

学
会

等
開

催
地

と
の

間
を

公
共

交
通

機
関

を
利

用
し

た
場

合
に

、
最

も
合

理
的

か
つ

経
済

的
な

移
動

方
法

を
用

い
た

際
に

必
要

と
な

る
交

通
費

の

１
／

２
と

す
る

。
 

な
お

、
県

内
及

び
関

東
甲

信
越

地
区

内
に

お
い

て
自

動
車

を
使

用
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、

群
馬

県
公

立
大

学
法

人
役

職
員

等
の

旅
費

に
関

す
る

規
程

を
準

用
し

て
算

出
さ

れ
る

額
の

、
 

１
／

２
を

当
該

車
両

の
所

有
者

の
み

に
支

給
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 

学
会

参
加

費
 

 
 
実

費
 

(
3
)
 

宿
泊

費
 

 
 

 
一

泊
に

つ
き

4
,
0
0
0
円

 

(
4
)
 

そ
の

他
 

 
 

 
 
卒

業
研

究
(
論

文
作

成
)
の

た
め

の
調

査
等

に
必

要
と

認
め

ら
れ

る
金

額
 

 

 

（
助

成
回

数
及

び
上

限
額

）
 

第
５

条
 

学
生

は
、
第

２
条

に
掲

げ
る

(
1
)
、
(
2
)
の

研
究

活
動

に
対

す
る

申
請

を
重

複
し

て
行

え
る

が
、

(
1
)
に

つ
い

て
は

、
年

間
３

回
、

(
2
)
に

つ
い

て
は

年
間

１
回

の
申

請
を

上
限

と
す

る
。

 

な
お

、
研

究
活

動
へ

の
助

成
額

は
１

回
に

つ
き

次
に

定
め

る
金

額
の

範
囲

内
と

す
る

。
 

(
1
)
 

学
会

参
加

 
（

国
外

）
8
0
,
0
0
0
円

 
（

国
内

）
5
0
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 

卒
業

研
究

 
 

5
0
,
0
0
0
円
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  （
学

生
の

弁
明

の
機

会
）

 

第
８

条
 

委
員

会
は

前
条

第
３

号
に

規
定

す
る

調
査

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、
当

該
学

生
に

こ
の

旨
を

通
知

し
、

口
頭

又
は

文
書

に
よ

る
弁

明
の

機
会

を
与

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

学
生

が
弁

明
の

機
会

を

与
え

ら
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
正

当
な

理
由

な
く

欠
席

し
、

又
は

弁
明

書
を

提
出

し
な

か
っ

た
場

合
は

、

こ
の

権
利

を
放

棄
し

た
も

の
と

み
な

す
。

 

（
調

査
及

び
審

議
結

果
の

報
告

）
 

第
９

条
 

学
部

長
等

は
、

委
員

会
で

の
調

査
、

審
議

結
果

及
び

懲
戒

処
分

原
案

に
つ

い
て

、
教

授
会

等
に

お
い

て
審

議
す

る
。

 

２
 

学
部

長
等

は
、

教
授

会
等

で
の

審
議

結
果

を
学

長
に

報
告

す
る

。
 

３
 

学
長

は
、

必
要

と
認

め
る

場
合

に
は

、
再

度
事

実
関

係
の

調
査

及
び

審
議

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
は

、
第

５
条

か
ら

前
条

ま
で

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

（
懲

戒
処

分
の

決
定

）
 

第
１

０
条

 
学

長
は

、
学

部
長

等
か

ら
の

報
告

に
基

づ
き

、
大

学
運

営
会

議
の

議
を

経
て

懲
戒

対
象

学
生

の
懲

戒
処

分
に

つ
い

て
決

定
す

る
。

 

（
懲

戒
処

分
の

通
知

）
 

第
１

１
条

 
学

長
は

懲
戒

処
分

を
決

定
し

た
場

合
は

、
当

該
学

生
に

通
知

す
る

。
 

２
 

懲
戒

対
象

学
生

へ
の

懲
戒

処
分

の
通

知
は

、
懲

戒
理

由
を

記
載

し
た

懲
戒

処
分

通
知

書
（

別
記

様
式

第
２

号
）

を
当

該
学

生
に

交
付

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

た
だ

し
、

交
付

不
能

な
場

合
に

は
、

他
の

適
当

な
方

法

に
よ

り
通

知
す

る
。

 

３
 

前
項

の
通

知
を

し
た

場
合

は
、

そ
の

保
証

人
（

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
生

生
活

規
程

第
３

条
に

規
定

す
る

保
証

人
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
し

当
該

通
知

の
写

し
を

送
付

す
る

。
 

４
 

懲
戒

処
分

の
内

容
を

別
記

様
式

第
３

号
に

よ
り

学
内

に
告

示
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

期
間

は
告

示
の

日
か

ら
２

週
間

と
す

る
。

 

（
懲

戒
の

発
効

）
 

第
１

２
条

 
懲

戒
の

発
効

は
、

懲
戒

処
分

通
知

書
の

交
付

日
と

す
る

。
 

（
無

期
停

学
の

解
除

）
 

第
１

３
条

 
学

部
長

等
は

、
無

期
停

学
の

学
生

に
つ

い
て

、
そ

の
発

効
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

を
経

過
し

た
後

、

停
学

解
除

の
妥

当
性

に
つ

い
て

、
教

授
会

等
に

お
い

て
審

議
し

、
そ

の
結

果
を

学
長

に
報

告
す

る
。

 

２
 

学
長

は
、

学
部

長
等

か
ら

の
報

告
を

踏
ま

え
、

停
学

を
解

除
で

き
る

。
 

３
 

学
長

は
、

無
期

停
学

解
除

の
通

知
を

、
当

該
学

生
及

び
保

証
人

に
対

し
て

行
う

。
 

４
 

懲
戒

解
除

対
象

学
生

へ
の

通
知

は
、

懲
戒

処
分

解
除

通
知

書
（

別
記

様
式

第
４

号
）

を
当

該
学

生
に

交
付

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

た
だ

し
、

交
付

不
能

な
場

合
に

は
、

他
の

適
当

な
方

法
に

よ
り

通
知

す
る

。
 

（
自

宅
待

機
の

措
置

）
 

 

第
１

４
条

 
第

４
条

第
２

項
の

報
告

を
受

け
た

学
長

は
、

学
部

長
等

と
協

議
の

上
、

当
該

学
生

及
び

そ
の

他
の

学
生

の
利

益
の

た
め

に
必

要
と

判
断

し
た

場
合

は
、

当
該

学
生

に
対

し
、

懲
戒

処
分

が
決

定
す

る
ま

で
の

間
、

自
宅

待
機

を
言

い
渡

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

２
 

自
宅

待
機

期
間

は
、

停
学

の
期

間
に

算
入

す
る

。
 

 

（
再

審
査

）
 

第
１

５
条

 
懲

戒
処

分
を

受
け

た
学

生
は

、
懲

戒
処

分
通

知
書

の
交

付
日

か
ら

３
０

日
以

内
に

、
事

実
誤

認
、

新
事

実
の

発
見

そ
の

他
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
は

そ
の

証
拠

と
な

る
資

料
を

添
え

て
、

文
書

に
よ

り
学

長

に
再

審
査

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

学
長

は
、

再
審

査
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

再
度

事
実

関
係

の
調

査
及

び
審

議
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

第
５

条
か

ら
第

１
０

条
ま

で
の

規
定

を
準

用
す

る
。

 

３
 

再
審

査
の

必
要

が
な

い
と

認
め

る
場

合
に

は
、

学
長

は
、

速
や

か
に

、
そ

の
旨

を
文

書
で

当
該

学
生

に
通

知
す

る
。

 

  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
生

懲
戒

規
程

 
（

抄
）

 

 （
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

学
則

（
以

下
「

大
学

学
則

」
と

い
う

。
）

第
３

８
条

及
び

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

大
学

院
学

則
（

以
下

「
大

学
院

学
則

」
と

い
う

。
）

第
３

６
条

の
規

定

に
基

づ
き

、
学

部
及

び
大

学
院

の
学

生
の

懲
戒

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

 

（
懲

戒
の

対
象

と
な

る
行

為
）

 
 

第
２

条
 

懲
戒

の
対

象
と

な
る

行
為

と
は

、
大

学
学

則
、

大
学

院
学

則
そ

の
他

の
規

律
に

違
反

す
る

行
為

、
又

は
学

生
の

本
分

に
反

す
る

行
為

を
い

う
。

 
 

２
 

学
生

の
本

分
に

反
す

る
行

為
と

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

 
 

（
１

）
法

令
に

違
反

す
る

行
為

 
 

（
２

）
本

学
の

研
究

・
教

育
に

対
す

る
重

大
な

妨
害

行
為

 
 

（
３

）
学

問
倫

理
、

情
報

倫
理

に
反

す
る

行
為

 
 

（
４

）
そ

の
他

本
学

の
信

用
を

著
し

く
失

墜
さ

せ
る

行
為

 

（
懲

戒
の

種
類

）
 

第
３

条
 

懲
戒

の
内

容
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
訓

告
 

文
書

に
よ

り
教

え
、

い
ま

し
め

告
げ

る
こ

と
。

 

（
２

）
停

学
 

有
期

又
は

無
期

と
し

、
こ

の
間

の
登

学
を

禁
止

す
る

こ
と

。
 

（
３

）
退

学
 

学
生

の
身

分
を

失
わ

せ
る

こ
と

。
こ

の
場

合
再

入
学

は
認

め
な

い
。

 

２
 

停
学

の
期

間
は

大
学

学
則

第
１

７
条

及
び

大
学

院
学

則
第

１
３

条
に

規
定

す
る

在
学

期
間

に
算

入
す

る
。

た
だ

し
、

停
学

の
期

間
が

１
か

月
を

超
え

る
と

き
は

、
大

学
学

則
第

３
５

条
及

び
大

学
院

学
則

第
３

３
条

に

規
定

す
る

在
学

期
間

に
算

入
し

な
い

。
 

（
状

況
報

告
）

 
 

第
４

条
 

職
員

（
大

学
学

則
第

７
条

及
び

大
学

院
学

則
第

５
条

に
規

定
す

る
職

員
を

い
う

。
）

は
、

懲
戒

に
相

当
す

る
と

思
わ

れ
る

行
為

（
以

下
「

懲
戒

相
当

行
為

」
と

い
う

。
）

を
知

り
得

た
と

き
は

、
原

則
と

し
て

速

や
か

に
当

該
学

生
が

所
属

す
る

学
部

長
又

は
研

究
科

長
（

以
下

「
学

部
長

等
」

と
い

う
。

）
に

学
生

関
係

の

事
故

等
報

告
書

（
別

記
様

式
第

１
号

）
に

よ
り

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

２
 

学
部

長
等

は
、

学
生

の
懲

戒
相

当
行

為
を

知
り

得
た

と
き

は
、

直
ち

に
学

長
に

報
告

す
る

。
 

（
学

長
の

付
議

）
 

第
５

条
 

学
長

は
、

学
生

に
懲

戒
相

当
行

為
が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

学
生

の
所

属
す

る
学

部
の

教
授

会
又

は
研

究
科

の
大

学
院

研
究

科
教

授
会

（
以

下
「

教
授

会
等

」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

、
事

実

関
係

の
調

査
及

び
懲

戒
の

要
否

等
の

審
議

を
行

い
、

懲
戒

処
分

に
該

当
す

る
と

き
は

懲
戒

処
分

原
案

を
作

成

す
る

よ
う

付
議

す
る

。
 

（
懲

戒
の

審
議

及
び

懲
戒

処
分

原
案

の
作

成
）

 

第
６

条
 

教
授

会
等

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

学
長

か
ら

の
付

議
が

あ
っ

た
と

き
は

、
直

ち
に

学
生

懲
戒

委
員

会
（

以
下

「
委

員
会

」
と

い
う

。
）

を
設

置
し

て
そ

の
行

為
の

事
実

関
係

に
つ

い
て

調
査

し
、

懲
戒

処
分

の

適
否

等
に

つ
い

て
審

議
を

行
い

、
懲

戒
処

分
に

該
当

す
る

と
き

は
懲

戒
処

分
原

案
を

作
成

す
る

。
 

（
委

員
会

）
 

第
７

条
 

委
員

会
は

、
次

に
掲

げ
る

者
を

も
っ

て
組

織
す

る
。

 

（
１

）
学

部
長

等
 

（
２

）
学

部
又

は
研

究
科

か
ら

選
出

さ
れ

た
委

員
２

名
 

（
３

）
学

部
長

等
が

指
名

す
る

者
 

２
 

委
員

会
に

委
員

長
を

置
き

、
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
者

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

３
 

委
員

会
は

、
速

や
か

に
調

査
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

教
授

会
等

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

懲
戒

処
分

の
適

否
、

懲
戒

処
分

原
案

等
に

つ
い

て
の

提
案

を
行

う
。

 

― 114 ―



 
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
学

生
表

彰
規

程
 

（
抄

）
 

 （
趣

旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
規

程
は

、
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
学

則
第

３
７

条
及

び
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学

大
学

院
学

則
第

３
５

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
及

び
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学

大
学

大
学

院
の

学
生

の
表

彰
等

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 
（

表
彰

の
基

準
）

 
第

２
条

 
表

彰
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
学

生
に

つ
い

て
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
（

１
）

学
業

に
お

い
て

、
特

に
優

秀
な

成
績

を
修

め
た

と
認

め
ら

れ
る

学
生

 
（

２
）

学
術

研
究

活
動

に
お

い
て

、
国

内
外

の
学

会
賞

を
受

賞
す

る
な

ど
、

特
に

顕
著

な
業

績
を

あ
げ

た
と

認

め
ら

れ
る

学
生

 
（

３
）

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

、
地

域
貢

献
な

ど
の

社
会

活
動

に
お

い
て

、
特

に
顕

著
な

功
績

が
あ

っ
た

と
認

め

ら
れ

る
学

生
 

（
４

）
そ

の
他

前
各

号
と

同
等

以
上

の
表

彰
に

値
す

る
行

為
が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
学

生
 

（
表

彰
候

補
者

の
推

薦
）

 
第

３
条

  
学

部
長

又
は

研
究

科
長

は
、

前
条

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
ら

れ
る

学
生

に
つ

い
て

、

推
薦

書
（

別
記

様
式

）
に

、
学

部
に

あ
っ

て
は

教
授

会
、

研
究

科
に

あ
っ

て
は

大
学

院
研

究
科

教
授

会
の

意

見
を

記
載

し
て

、
学

長
に

推
薦

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
表

彰
者

の
決

定
）

 
第

４
条

 
学

長
は

、
前

条
の

表
彰

候
補

者
の

推
薦

が
あ

っ
た

と
き

は
、

大
学

運
営

会
議

の
議

を
経

て
、

表
彰

者

を
決

定
す

る
。

 
（

表
彰

の
方

法
）

 
第

５
条

 
表

彰
は

、
学

長
が

表
彰

状
を

授
与

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
。

 
（

表
彰

の
時

期
）

 
第

６
条

  
表

彰
の

時
期

は
、

第
２

条
第

１
号

に
該

当
す

る
学

生
に

つ
い

て
は

学
部

卒
業

式
及

び
大

学
院

学
位

授

与
式

の
日

に
、

同
条

第
２

号
か

ら
第

４
号

に
該

当
す

る
学

生
に

つ
い

て
は

表
彰

が
決

定
さ

れ
た

後
、

速
や

か

に
行

う
。

 
（

事
務

）
 

第
７

条
 

表
彰

等
に

関
す

る
事

務
は

、
事

務
局

学
生

図
書

係
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 
（

委
任

）
 

第
８

条
 

こ
の

規
程

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

学
生

表
彰

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

学
長

が
別

に
定

め
る

。
 

  （
審

議
の

非
公

開
）

 
 

第
１

６
条

 
学

生
の

懲
戒

に
関

す
る

教
授

会
等

及
び

委
員

会
の

審
議

は
、

す
べ

て
非

公
開

と
す

る
。

 

（
懲

戒
処

分
に

関
す

る
記

録
）

 

第
１

７
条

 
懲

戒
処

分
を

行
っ

た
と

き
は

，
そ

の
内

容
を

学
籍

簿
の

備
考

欄
に

記
録

す
る

。
た

だ
し

、
本

学
が

発
行

す
る

証
明

書
等

に
は

そ
の

内
容

を
記

載
し

な
い

も
の

と
す

る
。

 

（
学

籍
の

異
動

）
 

第
１

８
条

 
懲

戒
に

関
し

、
事

実
調

査
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

学
生

か
ら

、
懲

戒
処

分
の

決
定

前
に

、
退

学
又

は
休

学
の

申
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、

こ
の

申
出

を
受

理
し

な
い

。
 

２
 

休
学

中
の

学
生

が
停

学
処

分
と

な
っ

た
と

き
は

、
当

該
学

生
の

停
学

期
間

中
の

休
学

を
認

め
な

い
。

 

（
履

修
手

続
）

 

第
１

９
条

 
停

学
期

間
中

の
学

生
は

、
停

学
期

間
終

了
後

の
履

修
の

た
め

の
手

続
を

、
当

該
学

生
の

所
属

す
る

学
部

等
の

定
め

る
期

間
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
停

学
期

間
中

の
指

導
）

 

第
２

０
条

 
学

部
長

等
は

、
停

学
期

間
中

の
学

生
に

対
し

て
定

期
的

に
面

談
及

び
指

導
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
事

務
）

 

第
２

１
条

 
学

生
懲

戒
に

関
す

る
事

務
は

、
事

務
局

学
生

図
書

係
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 

（
委

任
）

 

第
２

２
条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
学

生
の

懲
戒

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
学

長
が

別
に

定
め

る
。 
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（
２

）
対

策
室

長
は

、
対

策
室

員
か

ら
の

互
選

と
す

る
。

 

（
３

）
相

談
員

は
、

事
案

に
応

じ
て

対
策

室
長

が
対

策
室

員
の

中
か

ら
２

名
を

指
名

す
る

。
 

２
 

事
案

に
応

じ
て

、
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

事
案

非
該

当
学

部
教

員
や

学
外

の
専

門
家

等
を

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

対
策

室
に

加
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
相

談
員

の
責

務
）

 

第
６

条
 

相
談

員
は

、
苦

情
相

談
に

係
る

問
題

の
事

実
関

係
の

確
認

及
び

当
該

苦
情

相
談

に
係

る
当

事
者

に
対

す
る

指
導

及
び

助
言

等
に

よ
り

、
当

該
問

題
を

適
切

か
つ

迅
速

に
解

決
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

相
談

員
は

、
第

３
条

③
に

定
め

る
指

針
に

十
分

留
意

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

相
談

員
は

、
苦

情
相

談
へ

の
対

応
に

当
た

っ
て

は
、

関
係

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
－

や
名

誉
、

そ
の

他
の

人
権

を
尊

重
す

る
と

と
も

に
、

知
り

得
た

秘
密

を
他

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

（
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

申
立

と
対

応
）

 

第
７

条
 

苦
情

相
談

の
結

果
、
苦

情
相

談
者

か
ら

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

室
に

対
し

て
申

立
て

が
あ

っ
た

と
き

は
、

そ
の

後
の

解
決

に
向

け
た

対
応

に
つ

い
て

は
別

に
定

め
る

「
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

応
指

針
」

に
よ

る
も

の
と

す

る
。

 

（
不

利
益

取
り

扱
い

の
禁

止
）

 

第
８

条
 

学
長

及
び

教
職

員
は

、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

対
す

る
苦

情
の

申
出

、
当

該
苦

情
に

係
る

調
査

へ
の

協
力

、

そ
の

他
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

関
し

て
正

当
な

対
応

を
し

た
学

生
及

び
教

職
員

に
対

し
、
そ

の
こ

と
を

も
っ

て
不

利
益

な
取

り
扱

い
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
等

に
関

す
る

規
程

 
（

抄
）

 

 （
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
及

び
排

除
の

た
め

の
措

置
、
並

び
に

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
起

因
す

る
問

題
が

生
じ

た
場

合
に

適
切

に
対

応
す

る
た

め
の

措
置

（
以

下
「

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
等

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定

め
る

こ
と

に
よ

り
、

本
学

に
お

け
る

学
生

及
び

教
職

員
の

利
益

の
保

護
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
、

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
及

び
ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
 
、
そ

の
他

個
人

の
名

誉
、
信

用
を

不
当

に
傷

つ
け

る
言

動
を

い
う

。
 

（
１

）
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

 

 
 

 
 

学
生

及
び

教
職

員
間

に
お

い
て

、
相

手
方

の
意

に
反

す
る

性
的

な
言

動
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

相
手

方
に

不
快

感
や

不
利

益
を

与
え

、
教

育
、

研
究

、
学

習
、

労
働

環
境

を
悪

化
さ

せ
る

こ
と

を
い

う
。

 

（
２

）
パ

ワ
ー

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
 

 
 

 
 

同
じ

職
場

で
働

く
者

に
対

し
て

、
職

務
上

の
地

位
や

人
間

関
係

な
ど

の
職

場
内

の
優

位
性

を
背

景
に

、

業
務

の
適

正
な

範
囲

を
超

え
て

、
精

神
的

・
身

体
的

苦
痛

を
与

え
る

又
は

職
場

環
境

を
悪

化
さ

せ
る

行

為
を

い
う

。
 

（
３

）
ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

 

 
 
 
 

 
教

育
や

研
究

等
の

地
位

ま
た

は
権

限
を

利
用

し
て

行
わ

れ
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
い

う
。

 

（
学

生
及

び
教

職
員

の
責

務
）

 

第
３

条
 

学
生

及
び

教
職

員
は

、
こ

の
規

程
の

ほ
か

以
下

に
定

め
る

指
針

に
従

い
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
等

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
①

「
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
等

の
た

め
に

本
学

の
学

生
及

び
教

職
員

が
認

識
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

の
指

針
」

 

 
②

「
ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
等

の
た

め
に

教
員

が
認

識
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

の
指

針
」

 

 
③

「
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
苦

情
相

談
に

対
応

す
る

に
当

た
り

留
意

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
の

指
針

」
 

 
④
「

パ
ワ

ー
・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
等

の
た

め
の

指
針

」
（

平
成

3
0
年

4
月

1
日

制
定

群
馬

県
公

立
大

学
法

人
）

 

（
学

長
の

責
務

）
 

第
４

条
 

学
長

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
注

意
し

て
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

及
び

排
除

に
努

め
る

と
と

も
に

、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

起
因

す
る

問
題

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
迅

速
か

つ
適

切
に

対
処

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

（
１

）
日

常
の

執
務

を
通

じ
た

指
導

等
に

よ
り

、
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

つ
い

て
教

職
員

の
注

意
を

喚
起

し
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
関

す
る

認
識

を
深

め
さ

せ
る

こ
と

。
 

（
２

）
教

職
員

の
言

動
に

十
分

な
注

意
を

払
う

こ
と

に
よ

り
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
起

因
す

る
問

題
を

生
じ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

 

（
３

）
学

生
及

び
教

職
員

に
対

し
、

こ
の

規
程

の
周

知
を

図
る

こ
と

。
 

２
 

学
長

は
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
関

す
る

苦
情

の
申

出
及

び
相

談
（

以
下

「
苦

情
相

談
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
、

そ
の

窓
口

及
び

相
談

員
を

学
生

及
び

教
職

員
に

対
し

て
明

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
苦

情
相

談
へ

の
対

応
）

 

第
５

条
 
 
苦

情
相

談
に

対
応

す
る

た
め

に
、

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

室
(
以

下
「

対
策

室
」

と
い

う
。

)
及

び
相

談

員
を

設
置

す
る

。
 

（
１

）
対

策
室

は
、

各
学

部
２

名
の

教
員

と
、

事
務

局
職

員
２

名
の

計
６

名
で

構
成

す
る

。
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３
 

前
項

の
表

中
、
学

内
者

と
は

、
本

学
の

教
職

員
又

は
学

生
を

い
い

、
学

外
者

と
は

、
そ

れ
以

外
の

者
を

い

う
。

た
だ

し
、

学
内

者
と

学
外

者
が

合
同

で
使

用
す

る
場

合
は

、
学

内
者

の
取

扱
い

と
す

る
。

 

（
使

用
手

続
）

 

第
５

条
 

施
設

を
使

用
し

よ
う

と
す

る
者

は
、
あ

ら
か

じ
め

施
設

使
用

許
可

申
請

書
(
別

記
様

式
第

１
号

)
に

よ

り
、
施

設
管

理
者

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
学

内
者

が
使

用
す

る
場

合
に

は
、
施

設
利

用
簿

へ
の

記
入

を
も

っ
て

許
可

し
た

も
の

と
し

、
セ

ン
タ

ー
ホ

ー
ル

及
び

学
生

ラ
ウ

ン
ジ

並
び

に
キ

ャ
リ

ア

形
成

情
報

室
に

つ
い

て
は

、
使

用
時

間
内

に
限

り
、
自

由
に

使
用

で
き

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、
学

外
者

は

セ
ン

タ
ー

ホ
ー

ル
に

限
り

、
昼

食
及

び
休

息
等

の
軽

微
な

滞
在

で
あ

れ
ば

自
由

に
使

用
で

き
る

。
 

（
使

用
許

可
）

 

第
６

条
 

施
設

管
理

者
は

、
施

設
の

使
用

を
許

可
し

た
と

き
は

、
当

該
申

請
者

に
対

し
、
施

設
使

用
許

可
書

(
別

記
様

式
第

２
号

)
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

施
設

の
使

用
許

可
を

受
け

た
者

が
施

設
を

使
用

し
な

い
こ

と
と

な
っ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
施

設
管

理
者

へ
届

け
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
使

用
の

不
許

可
、

取
り

消
し

、
変

更
）

 

第
７

条
 

施
設

管
理

者
は

、
施

設
の

使
用

が
、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
使

用
を

許
可

し

な
い

。
 

 
(
1
)
 教

育
研

究
又

は
本

学
の

行
事

に
支

障
が

あ
る

場
合

 

  
(
2
)
 施

設
を

破
損

し
、

又
は

汚
損

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

合
 

  
(
3
)
 営

利
を

目
的

と
す

る
私

的
な

事
業

と
認

め
ら

れ
る

場
合

 

  
(
4
)
 そ

の
他

施
設

の
使

用
が

不
適

当
と

認
め

ら
れ

る
場

合
 

２
 

施
設

管
理

者
は

、
施

設
の

使
用

を
許

可
し

た
後

に
お

い
て

も
、
本

学
の

業
務

に
支

障
が

あ
る

と
認

め
た

場

合
、
そ

の
他

施
設

の
使

用
を

不
適

当
と

認
め

た
場

合
に

は
、
当

該
使

用
許

可
の

全
部

又
は

一
部

を
取

り
消

し
、

若
し

く
は

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
使

用
上

の
遵

守
事

項
）

 

第
８

条
 

施
設

使
用

に
あ

た
っ

て
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
 許

可
さ

れ
た

目
的

以
外

に
使

用
し

な
い

こ
と

。
又

は
正

当
な

理
由

が
な

く
、
許

可
さ

れ
た

施
設

以
外

に

立
ち

入
ら

な
い

こ
と

。
 

  
(
2
)
 教

育
、
研

究
そ

の
他

事
務

の
妨

害
と

な
る

行
為

、
又

は
正

常
な

使
用

若
し

く
は

通
行

を
妨

げ
る

よ
う

な

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

 
(
3
)
 正

当
な

理
由

が
な

く
、
施

設
に

凶
器

そ
の

他
危

険
物

を
持

ち
込

み
、
又

は
車

両
等

を
乗

り
入

れ
な

い
こ

と
。

 

  
(
4
)
 施

設
又

は
施

設
内

の
物

品
を

破
損

し
、

若
し

く
は

汚
損

し
な

い
こ

と
。

 

  
(
5
)
 示

威
行

為
又

は
け

ん
騒

に
わ

た
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

  
(
6
)
 職

員
等

に
面

会
を

強
要

し
、

長
時

間
に

わ
た

り
滞

在
し

、
又

は
乱

暴
な

言
動

を
し

な
い

こ
と

。
 

  
(
7
)
 来

校
者

又
は

職
員

等
に

不
安

又
は

迷
惑

を
覚

え
さ

せ
る

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

施
設

管
理

規
程

 
（

抄
）

 

 （
趣

旨
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
１

条
 

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。
」
の

施
設

の
管

理
及

び
使

用
に

つ
い

て

は
、
「

群
馬

県
公

立
大

学
法

人
施

設
等

管
理

規
程

」
（

平
成

3
0
年

４
月

１
日

群
公

大
第

2
8
号

）
及

び
そ

の

他
法

令
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
規

程
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
こ

の
規

程
は

、
本

学
の

土
地

建
物

及
び

そ
の

附
属

設
備

の
管

理
並

び
に

使
用

に
関

し
、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
本

学

の
目

的
内

使
用

に
係

る
も

の
は

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

（
施

設
）

 

第
２

条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

、
｢
施

設
｣
と

は
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
及

び
そ

の
附

属
設

備
を

い
う

。
 

(
1
)
 校

地
(
運

動
場

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
等

を
含

む
。

)
 

  
(
2
)
 校

舎
 

  
(
3
)
 体

育
館

 

  
(
4
)
 サ

ー
ク

ル
棟

 

（
施

設
管

理
者

）
 

第
３

条
 

施
設

管
理

者
は

、
施

設
の

使
用

の
調

整
及

び
本

学
内

の
秩

序
の

維
持

に
あ

た
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

施
設

管
理

者
は

、
施

設
各

室
の

使
用

の
調

整
並

び
に

室
内

の
物

品
の

管
理

、
火

災
予

防
及

び
施

錠
等

室
内

の
秩

序
の

維
持

に
あ

た
る

も
の

と
す

る
。

 

（
使

用
時

間
）

 

第
４

条
 

施
設

を
使

用
で

き
る

日
は

、
１

２
月

２
９

日
か

ら
翌

年
１

月
３

日
を

除
い

た
日

と
す

る
。

 

２
 

施
設

を
使

用
で

き
る

時
間

は
、
原

則
と

し
て

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
施

設
管

理
者

が
認

め
た

場

合
は

、
そ

の
認

め
た

時
間

と
す

る
。

 

区
 

 
 

 
 

 
分

 
学

 
 

 
 

内
 

 
 

 
者

 
学

 
 

 
 

外
 

 
 

 
者

 

平
 

 
 

 
日

土
･
日

曜
､
祝

日
等

平
 

 
 

 
日

 
土

･
日

曜
､
祝

日
等

セ
ン

タ
ー

ホ
ー

ル
 

８
:
3
0
～

2
3
:
3
0

９
:
0
0
～

2
0
:
0
0
 

 
９

:
0
0
～

1
6
:
0
0

西
棟

学
生

ラ
ウ

ン
ジ

 
８

:
3
0
～

2
2
:
3
0

南
棟

学
生

ラ
ウ

ン
ジ

 
８

:
3
0
～

2
2
:
0
0

体
 

 
 

 育
  

 
 

館
 

８
:
3
0
～

2
1
:
0
0

キ
ャ

リ
ア

形
成

情
報

室
 

８
:
3
0
～

2
0
:
0
0

 

そ
の

他
の

施
設
 

(
附

属
図

書
館

を
除

く
。

)
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

９
:
0
0
～

1
6
:
0
0
 

(
サ

ー
ク

ル
棟

を
除

く
。
)
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(
8
)
 印

刷
物

そ
の

他
の

文
書

を
配

布
し

、
又

は
散

布
し

な
い

こ
と

。
 

  
(
9
)
 仮

設
工

作
物

の
設

置
そ

の
他

施
設

を
一

時
的

に
占

用
す

る
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

 (
1
0
)
 施

設
内

で
は

喫
煙

を
し

な
い

こ
と

。
 

 (
1
1
)
 原

則
と

し
て

、
施

設
内

で
は

飲
酒

を
し

な
い

こ
と

。
 

 (
1
2
)
 原

則
と

し
て

、
セ

ン
タ

ー
ホ

ー
ル

及
び

学
生

ラ
ウ

ン
ジ

以
外

で
の

飲
食

は
し

な
い

こ
と

。
 

 (
1
3
)
 使

用
後

は
整

理
整

頓
し

、
原

状
に

復
す

る
こ

と
。

 

 (
1
4
)
 使

用
時

間
内

で
戸

締
ま

り
を

行
う

こ
と

。
 

 (
1
5
)
 使

用
を

中
止

し
た

と
き

、
又

は
使

用
を

終
了

し
た

と
き

は
、

火
元

、
電

源
及

び
水

栓
等

を
点

検
し

、
 

 
 

施
錠

を
確

認
の

う
え

、
そ

の
旨

を
係

員
に

連
絡

す
る

こ
と

。
 

 (
1
6
)
 施

設
、

設
備

を
破

損
若

し
く

は
滅

失
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
事

務
局

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

 (
1
7
)
 前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

施
設

に
お

け
る

秩
序

を
乱

す
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

 (
1
8
)
 そ

の
他

係
員

の
指

示
に

従
う

こ
と

。
 

２
 

施
設

管
理

者
は

、
前

項
各

号
に

反
す

る
行

為
を

行
っ

た
者

又
は

行
う

恐
れ

の
あ

る
者

に
対

し
て

、
口

頭
に

よ
り

必
要

な
指

示
、

警
告

等
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

施
設

管
理

者
は

、
前

項
の

指
示

及
び

警
告

等
の

措
置

に
従

わ
な

い
者

に
対

し
、
口

頭
に

よ
り

、
施

設
へ

の

立
入

り
及

び
使

用
を

禁
止

し
、

又
は

退
去

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
掲

示
物

の
掲

示
）

 

第
９

条
 

施
設

に
貼

紙
又

は
立

看
板

等
の

掲
示

物
を

掲
示

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
見

本
又

は
図

面
を

添
え

て
、

掲
示

物
掲

示
許

可
申

請
書

(
別

記
様

式
第

３
号

)
に

よ
り

、
施

設
管

理
者

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
掲

示
の

許
可

）
 

第
1
0
条

 
施

設
管

理
者

は
、
掲

示
物

の
掲

示
を

許
可

し
た

と
き

は
、
掲

示
物

掲
示

許
可

書
(
別

記
様

式
第

４
号

)

を
交

付
し

、
掲

示
物

の
掲

示
許

可
済

印
(
収

受
印

)
を

押
印

す
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
学

内
者

に
対

し
て

は
、

掲
示

物
掲

示
許

可
書

の
交

付
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
違

反
掲

示
物

等
）

 

第
1
1
条

 
施

設
管

理
者

は
、

前
条

に
違

反
す

る
掲

示
物

に
つ

い
て

は
、

撤
去

を
求

め
、

又
は

本
学

に
お

い
て

撤
去

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
使

用
の

不
許

可
）

 

第
1
2
条

 
施

設
の

使
用

者
が

こ
の

規
程

に
違

反
し

た
場

合
に

は
、

以
後

の
使

用
を

許
可

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
そ

の
他

）
 

第
1
3
条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
施

設
の

使
用

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

施
設

管
理

者
が

定
め

る
。

 

別
記

様
式
第
３

号
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ｶﾞ
ｲﾄ

ﾞ･
ﾌｧ

ｲﾙ
基

準
 

事
務

局
長

次
 

 
長

 
 

 
 

発
 
議

 
者

 
 

 
 

 
 

 

決
 
裁

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 

掲
示

物
掲
示
許

可
申

請
に
つ

い
て

、
下
記

許
可

書
の
と

お
り

許
可
し

て
よ

い
で
し

ょ
う

か
。
 

 
掲

 
示

 
物

 
掲

 
示

 
許

 
可

 申
 
請

 
書
 

  
群

馬
県
立
県

民
健

康
科
学

大
学

施
設
管

理
規

程
の
各

条
項

を
守
り

ま
す

の
で
、

次
の

と
お
り

許
可

願
い
ま

す
。
 

申
 
 
請

 
 者

 

住
所

ま
た

は
研

究
科
・
学

部
学

年
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

氏
名

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
印

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ｔ

Ｅ
Ｌ
 

 
 

－
 
 

 
－
 

期
 
 

 
 
間
 

 
 

 
 
年

  
月

 
 

日
（
 
 

）
 
 
時

  
分

～
 
 
 

年
 
 

月
  

日
（

 
 
）
 
 

時
 
 
分
 

掲
 
示

 
場

 所
 

 
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
ホ

ー
ル

 
 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

掲
 
示

 
目

 的
 

 

掲
 
示

 
内

 容
 

 
ポ

ス
タ

ー
 
 

 
看

 
板
 

 
 

そ
の
他

（
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

備
 
 
 
 
 
 
 考

 
 

 
 
（

注
）

掲
示

物
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 別
記

様
式

第
４

号
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

掲
 
示

 
物

 
掲
 
示

 
許

 
可

 書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 第
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年

 
 
月

 
 

日
 

  
申

請
者

住
所

 
  
 
 
 
 

 
 氏

名
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
長

 
  

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 

日
付

け
の
申

請
に

つ
い
て

、
次

の
と
お

り
許

可
し
ま

す
。

 
 

 
期

 
 

 
 
間

 
  

 
 

年
  

月
 
 

日
（
  

）
 
 

時
  

分
～

 
 
 

年
 
 

月
  

日
（

 
 
）
 
 

時
 
 
分
 

 

 
掲

 
示

 
場

 所
 

 
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
ホ

ー
ル

 
 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

 
掲

 
示

 
目

 的
 

 

 
掲

 
示

 
内
 容

 
 
ポ

ス
タ

ー
 
 

 
看

 
板

 
 

 
そ
の
他

（
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

 
備

 
 
 
 
 
  
考

 
 

 
 
掲

示
に

あ
た

っ
て

は
、

次
の

事
項

を
遵

守
す

る
こ

と
。

 
（

１
）

許
可
さ

れ
た

場
所
、

目
的

、
内
容

以
外

に
掲
示

し
な

い
こ
と

。
 

（
２

）
教
育
、

研
究

そ
の
他

事
務

の
妨
害

と
な

る
行
為

を
し

な
い
こ

と
。
 

（
３

）
施
設
等

又
は

施
設
内

の
物

品
を
破

損
し

、
又
は

汚
損

し
な
い

こ
と

。
 

（
４

）
掲
示
を

終
了

し
た
と

き
は

、
原
状

に
復

す
る
こ

と
。
 

（
５

）
施
設
、

設
備

を
破
損

若
し

く
は
滅

失
し

た
と
き

は
、

速
や
か

に
事

務
局
に

届
け

出
る
こ

と
。
 

（
６

）
そ
の
他

係
員

の
指
示

に
従

う
こ
と

。
 

 
 

※
 
掲
示
の

際
は

こ
の
許

可
書

を
所
持

し
て

く
だ
さ

い
。
 

（
切

り
取

り
線

）
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２
 

複
写

に
要

す
る

費
用

は
、

利
用

者
の

負
担

と
す

る
。

  

 （
館

外
貸

出
）

  

第
７

条
 

図
書

及
び

雑
誌

の
館

外
貸

出
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

図
書

館
利

用
カ

ー
ド

に
当

該
図

書
及

 

び
雑

誌
を

添
え

て
カ

ウ
ン

タ
ー

に
申

し
出

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
館

外
貸

出
冊

数
及

び
期

間
）

  

第
８

条
 

館
外

貸
出

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

冊
数

及
び

期
間

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
  

（
１

）
第

２
条

第
１

号
及

び
第

４
号

～
第

６
号

の
利

用
者

 
図

書
 

５
冊

２
週

間
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
雑

誌
 

１
冊

１
日

  

（
２

）
第

２
条

第
２

号
及

び
第

３
号

の
利

用
者

 
 

 
 

 
図

書
１

０
冊

３
週

間
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
雑

誌
 

１
冊

１
日

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

館
長

が
特

に
必

要
と

認
め

た
場

合
は

、
館

外
貸

出
に

つ
い

て
特

別
の

 

取
扱

い
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
  

 （
転

貸
の

禁
止

）
  

第
９

条
 

館
外

貸
出

を
受

け
た

図
書

及
び

雑
誌

は
、

他
人

に
貸

与
し

て
は

な
ら

な
い

。
  

 （
館

外
貸

出
図

書
の

返
却

）
  

第
1
0

条
 

館
外

貸
出

を
受

け
た

者
は

、
貸

出
期

間
が

終
了

し
た

と
き

、
又

は
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
 

該
当

す
る

と
き

は
、

速
や

か
に

当
該

図
書

を
返

却
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

（
１

）
学

生
が

卒
業

、
退

学
等

に
よ

り
離

籍
す

る
と

き
、

又
は

休
学

す
る

と
き

、
若

し
く

は
停

学
に

処
せ

 

ら
れ

た
と

き
  

（
２

）
教

職
員

が
転

出
、

退
職

、
休

職
す

る
と

き
  

（
３

）
そ

の
他

、
館

長
が

必
要

と
認

め
た

と
き

 

 （
貸

出
禁

止
図

書
）

  

第
1
1

条
 

次
の

図
書

館
資

料
は

館
外

貸
出

を
し

な
い

。
た

だ
し

、
館

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

場
合

は
 

こ
の

限
り

で
な

い
。

  

（
１

）
参

考
図

書
（

辞
書

、
辞

典
、

目
録

、
年

鑑
等

）
  

（
２

）
逐

次
刊

行
物

（
新

聞
・

雑
誌

最
新

号
・

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

類
）

  

（
３

）
視

聴
覚

資
料

  

（
４

）
そ

の
他

、
館

長
が

指
定

し
た

も
の

 

 （
延

滞
に

よ
る

館
外

貸
出

の
停

止
）

 

第
1
2

条
 

館
外

貸
出

を
受

け
た

者
が

、
貸

出
期

間
を

終
了

し
て

も
当

該
図

書
を

返
却

し
な

い
場

合
は

、
 

館
外

貸
出

を
停

止
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

に
よ

る
停

止
期

間
は

、
当

該
図

書
ご

と
の

貸
出

期
間

の
終

了
日

を
基

準
と

し
た

延
滞

日
数

を
合

 

算
し

た
期

間
と

す
る

。
 

 （
紛

失
・

損
傷

図
書

の
賠

償
）

  

群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

附
属

図
書

館
利

用
規

程
 

（
抄

）
 

 （
趣

旨
）

  

第
１

条
 こ

の
規

程
は

、
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
附

属
図

書
館

（
以

下
「

図
書

館
」

と
い

う
。

）
 

 
の

利
用

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

  

 （
利

用
者

）
 
 

第
２

条
 

図
書

館
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
（

以
下

「
利

用
者

」
と

い
う

。
）

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
１

）
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
学

部
学

生
（

聴
講

生
、

特
別

聴
講

学
生

、
科

目
等

履
修

生
、

研
究

生
及

び
外

国
人

留
学

生
を

含
む

）
 
 

（
２

）
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
大

学
院

生
（

聴
講

生
、

特
別

聴
講

学
生

、
科

目
等

履
修

生
、

研
究

生
及

び
外

国
人

留
学

生
を

含
む

）
 
 

（
３

）
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
教

職
員

（
名

誉
教

授
、

特
任

教
員

及
び

非
常

勤
を

含
む

）
 
 

（
４

）
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
看

護
学

教
員

養
成

課
程

生
 

（
５

）
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
看

護
師

特
定

行
為

研
修

課
程

生
 

（
６

）
そ

の
他

、
図

書
館

長
（

以
下

「
館

長
」

と
い

う
。

）
が

許
可

し
た

者
 

 （
開

館
時

間
）

  

第
３

条
 

図
書

館
の

開
館

時
間

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
必

要
に

よ
り

変
更

す
る

こ
と

が
あ

 

る
。

  

（
１

）
学

部
の

授
業

の
あ

る
日

（
補

講
日

及
び

定
期

試
験

日
を

含
む

）
９

：
０

０
か

ら
２

２
：

０
０

ま
で

（
２

）
学

部
の

授
業

の
な

い
平

日
及

び
第

２
・

第
４

土
曜

日
 

９
：

０
０

か
ら

１
７

：
０

０
ま

で
 

（
３

）
第

１
・

第
３

・
第

５
土

曜
日

 
１

１
：

０
０

か
ら

１
７

：
０

０
ま

で
 

 （
休

館
日

）
 

第
４

条
 

図
書

館
の

休
館

日
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

  

（
１

）
日

曜
日

 

（
２

）
国

民
の

祝
日

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

７
８

号
）

に
規

定
す

る
休

日
  

（
３

）
群

馬
県

民
の

日
（

１
０

月
２

８
日

）
 

（
４

）
年

末
年

始
 

（
５

）
図

書
館

資
料

の
点

検
・

整
理

に
要

す
る

日
  

（
６

）
そ

の
他

、
館

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

日
 

 （
館

内
閲

覧
）

  

第
５

条
 

利
用

者
は

、
閲

覧
室

内
に

お
い

て
、

図
書

館
資

料
を

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
複

写
）

  

第
６

条
 

図
書

館
資

料
は

、
視

聴
覚

資
料

及
び

館
長

が
特

に
指

定
し

た
資

料
を

除
き

、
著

作
権

法
（

昭
和

 

４
５

年
法

律
第

４
８

号
）

の
範

囲
内

に
お

い
て

複
写

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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群
馬
県
立
県
民
健
康
科
学
大
学
学
内
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
規
程
 
（
抄
）

 
 （
趣
旨
）

 
第
１
条

  
こ
の
規
程
は
、
群
馬
県
立
県
民
健
康
科
学
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
）
内
に
設
置
し
た
学
内
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
学
内
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（
管
理
）

 
第
２
条

  
学
内
ネ
ッ
ト
の
管
理
は
、
学
術
国
際
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
い
、
学
術
国
際
委
員
会

委
員
長
を
学
内
ネ
ッ
ト
管
理
責
任
者
（
以
下
「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
２
 

 学
内
ネ
ッ
ト
の
運
用
は
、
情
報
部
会
が
行
い
、
学
内
ネ
ッ
ト
運
用
管
理
責
任
者
（
以
下
「
ネ
ッ
ト
運
用
管
理
者
」
）

は
、
情
報
部
会
員
の
中
か
ら
選
出
し
、
管
理
責
任
者
が
指
名
す
る
。
 

（
利
用
者
）

 
第
３
条
 

 学
内
ネ
ッ
ト
利
用
者
は
、
本
学
学
生
、
教
職
員
及
び
管
理
責
任
者
が
特
に
認
め
る
者
と
す
る
。

 
２
 
管
理
責
任
者
が
特
に
認
め
る
者
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（
利
用
方
法
）

 
第
４
条

  
利
用
希
望
者
は
、
学
内
ネ
ッ
ト
利
用
申
請
書
（
別
記
様
式
第
１
号
～
第
３
号
）
を
運
用
管
理
責
任
者
に
提
出

し
て
、
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

 
（
接
続
機
器
利
用
）

 
第
５
条
 

 利
用
者
が
、
情
報
機
器
を
学
内
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
場
合
は
、
学
内
ネ
ッ
ト
機
器
接
続
利
用
申
請
書
（
別
記

様
式
第
４
号
～
第
７
号
）
を
運
用
管
理
責
任
者
に
提
出
し
て
、
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

 
２
 

 情
報
機
器
を
学
内
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
た
者
は
、
次
の
各
号
の
責
任
を
負
う
。

 
（
１
）
接
続
し
た
機
器
の
管
理
責
任

 
（
２
）
接
続
し
た
機
器
の
利
用
者
の
監
督
責
任

 
（
利
用
に
関
す
る
規
律
）

 
第
６
条
 
学
内
ネ
ッ
ト
は
、
教
育
、
研
究
、
管
理
運
営
及
び
そ
の
他
管
理
責
任
者
が
認
め
る
目
的
に
利
用
す
る
も
の
と
す

る
。

 
２
 
利
用
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
不
適
切
な
利
用
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
（
１
）
学
内
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
破
壊

 
（
２
）
法
令
あ
る
い
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為

 
（
３
）
学
内
・
学
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為

 
（
４
）
個
人
を
誹
謗
・
中
傷
す
る
行
為

 
（
５
）
著
作
権
、
知
的
財
産
権
、
肖
像
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
を
侵
害
す
る
行
為

 
（
６
）
自
己
の
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
の
使
用
を
他
者
に
認
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
さ
せ
る
行
為

 
（
７
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
を
怠
る
行
為

 
（
８
）
営
利
を
目
的
と
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
行
為

 
（
９
）
そ
の
他
、
委
員
会
が
不
適
当
と
認
め
た
行
為
 

（
報
告
）

 
第
７
条
 
学
内
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
故
障
、
前
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
項
を
発
見
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に

委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
利
用
制
限
又
は
停
止
）

 
第
８
条
 
委
員
会
は
、
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
た
利
用
者
に
対
し
て
学
内
ネ
ッ
ト
の
利
用
制
限
又
は
停
止
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1
3

条
 

利
用

者
が

図
書

を
紛

失
又

は
損

傷
し

た
場

合
に

は
、

直
ち

に
そ

の
旨

を
館

長
に

届
け

出
る

と
 

と
も

に
、

そ
の

指
示

に
よ

り
賠

償
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

（
調

査
相

談
）

  

第
1
4

条
 

図
書

館
は

、
図

書
の

利
用

相
談

及
び

専
門

研
究

調
査

の
依

頼
を

受
け

た
と

き
は

、
文

献
又

は
 

書
誌

等
に

基
づ

い
て

回
答

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
相

互
協

力
）

  

第
1
5

条
 

館
長

は
、

図
書

館
利

用
の

充
実

を
図

る
た

め
、

他
大

学
・

図
書

館
等

と
相

互
に

協
力

す
る

も
 

の
と

す
る

。
  

２
 

利
用

者
は

、
他

の
大

学
図

書
館

等
の

所
蔵

す
る

資
料

の
貸

借
及

び
複

写
等

を
希

望
す

る
と

き
は

、
図

書
館

を
通

じ
て

、
そ

の
利

用
を

申
し

込
む

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
県

民
へ

の
公

開
）

  

第
1
6
条

 
県

民
の

保
健

医
療

の
向

上
と

、
県

民
福

祉
の

増
進

に
寄

与
す

る
た

め
、

図
書

館
を

公
開

す
る

。
 

２
 

前
項

の
公

開
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
  

 （
卒

業
生

へ
の

公
開

）
 

第
1
7
条

 
本

学
卒

業
生

及
び

修
了

生
等

の
研

究
活

動
を

支
援

す
る

た
め

、
図

書
館

を
公

開
す

る
。

 

２
 

前
項

の
公

開
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

 （
利

用
上

の
注

意
）

  

第
1
8
条

 
図

書
館

を
利

用
す

る
者

は
、

次
の

事
項

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  

（
１

）
静

粛
を

保
つ

こ
と

。
 

（
２

）
図

書
、

備
品

、
そ

の
他

の
設

備
を

汚
損

及
び

破
損

し
な

い
こ

と
。

  

（
３

）
飲

食
を

し
な

い
こ

と
。

  

（
４

）
そ

の
他

、
職

員
の

指
示

に
従

う
こ

と
。

  

２
 

前
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

違
反

し
た

者
は

、
退

館
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

 

 （
そ

の
他

）
 

第
1
9
条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
図

書
館

の
利

用
等

に
関

し
、
必

要
な

事
項

は
学

術
国

際
委

員
会

の
議

を
経

て
、

館
長

が
定

め
る

。
 

― 120 ―



群
馬

県
立

県
民

健
康

科
学

大
学

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
管

理
要

領
 

（
抄

）
 

 (
趣

旨
)
 

第
１

条
 

こ
の

要
領

は
、
群

馬
県

立
県

民
健

康
科

学
大

学
施

設
管

理
規

程
（

以
下
「

施
設

管
理

規
程

」
と

い
う

。
）

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
授

業
以

外
の

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
の

利
用

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

(
管

理
)
 

第
２

条
 

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
の

管
理

は
、

学
術

国
際

委
員

会
（

以
下

「
委

員
会

」
と

い
う

。
）

が
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(
利

用
者

)
 

第
３

条
 

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
を

利
用

で
き

る
者

は
、

本
学

学
生

、
教

職
員

及
び

委
員

会
の

承
認

を
受

け
た

者
（

以
下

「
利

用
者

」
と

い
う

。
）

と
す

る
。
 

(
利

用
時

間
)
 

第
４

条
 

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
の

利
用

時
間

は
、

原
則

と
し

て
施

設
管

理
規

程
第

４
条

に
準

ず
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
授

業
の

な
い

日
の

利
用

に
お

い
て

は
、
施

設
管

理
規

程
第

５
条

及
び

第
６

条
に

基
づ

き
、
施

設
等

使
用

許
可

申
請

を
行

っ
た

上
で

使
用

許
可

を
得

る
も

の
と

す
る

。
 

(
報

告
)
 

第
５

条
 

利
用

者
は

、
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア

教
室

の
利

用
に

あ
た

り
、

機
器

の
故

障
等

を
発

見
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
事

務
局

に
連

絡
を

す
る

も
の

と
す

る
。
 

(
禁

止
事

項
)
 

第
６

条
 

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
の

利
用

に
あ

た
っ

て
は

、
次

の
各

号
の

こ
と

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。
 

（
１

）
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

導
入

及
び

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
コ

ピ
ー
 

（
２

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

損
害

を
与

え
る

よ
う

な
行

為
及

び
デ

ー
タ

の
改

ざ
ん

 
（

３
）

他
人

を
誹

謗
、

中
傷

す
る

よ
う

な
文

書
の

フ
ァ

イ
ル

サ
ー

バ
へ

の
登

録
、

書
き

込
み
 

（
４

）
情

報
機

器
の

接
続
 

（
５

）
飲

食
 

（
６

）
そ

の
他

マ
ル

チ
メ

デ
ィ

ア
教

室
の

現
況

を
変

更
す

る
よ

う
な

行
為
 

(
利

用
の

禁
止

)
 

第
７

条
 

前
条

の
規

定
に

違
反

し
た

利
用

者
に

対
し

て
、

委
員

会
の

審
議

に
よ

り
マ

ル
チ

メ
デ

ィ
ア

教
室

の
利

用
を

禁
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
そ

の
他

)
 

第
８

条
 
こ

の
要

領
に

定
め

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

、
委

員
会

で
協

議
し

て
定

め
る

。
 

 （
そ
の
他
）

 
第
９
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
委
員
会
で
協
議
し
て
定
め
る
。
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１ 専任教員 
 

（１）学長  柏倉 健一 

 

（２）看護学部看護学科 学部長 横山 京子 
  

職位 氏  名 学 位 専 門 分 野 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
教授 
准教授 
准教授 
准教授 
准教授 
准教授 
准教授 
准教授 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
講師 
助教 
助教 
助教 
助教 
助教 
助教 
助教 
助教 

飯田 苗恵 
石川 良樹 
大澤 真奈美 
狩野 太郎 
高井 ゆかり 
行田 智子 
廣瀬 規代美 
松田 安弘 
宮崎 有紀子 
山下 暢子 
横山 京子 
鵜生川 恵美子 
大川 美千代 
金谷 悦子 
上山 真美 
清水 裕子 
橋本 晴美 
服部 美香 
浅見 優子 
生方 尚絵 
大澤 康子 
垣上 正裕 
河内 直美 
久保 仁美 
小西 美里 
佐々木 馨子 
佐藤 正樹 
塩ノ谷 朱美 
島田 葉子 
鈴木 恵理 
鈴木 美雪 
髙橋 美穂子 
高橋 裕子 
 
坪井 りえ 
富永 明子 
戸谷 幸佳 
樋口 友紀 
福島 昌子  
丸澤 遊 
久保田 好美 
塩澤 麻子 
鈴木 峰子 
髙橋 佳織 
田村 香奈 
中川 京美 
福田 未来 

和田 卓磨 

博士（保健学） 
博士（理学） 
博士（看護学） 
博士（保健学） 
博士（看護学） 
博士（保健学） 
博士（保健学） 
博士（看護学） 
博士（保健学） 
博士（看護学） 
博士（看護学） 
修士（文学） 
博士（看護学） 
博士（看護学） 
博士（保健学） 
博士（看護学） 
博士（看護学） 
博士（看護学） 
修士（保健学） 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
博士（看護学） 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
修士（保健学） 
修士（保健学） 
修士（看護学） 
修士（保健学） 
修士（保健学） 
修士（保健学） 
修士（看護学） 
博士（看護学） 
 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
博士（保健学） 
修士（保健学） 
修士（保健学） 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
修士 (看護学) 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
修士（看護学） 
修士（保健福祉学） 
修士（看護学）  
修士 (看護学) 

地域健康看護学 
専門基礎 
地域健康看護学 
生涯発達看護学 
看護技術学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
専門基礎 
生涯発達看護学 
機能看護学 
生涯発達看護学 
教養教育 
看護技術学 
看護技術学 
生涯発達看護学 
機能看護学 
生涯発達看護学 
機能看護学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
機能看護学 
生涯発達看護学 
機能看護学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
地域健康看護学 
看護技術学 
地域健康看護学 
生涯発達看護学 
看護技術学 
地域健康看護学 
看護技術学 
機能看護学 
*看護学教員養成課程専任 
地域健康看護学 
生涯発達看護学 
看護技術学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
生涯発達看護学 
看護技術学 
地域健康看護学 
看護師特定行為研修課程担当 
生涯発達看護学 
看護技術学  
機能看護学 
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（３）診療放射線学部診療放射線学科 学部長 下瀬川 正幸 
  

職位 氏  名 学 位 専 門 分 野 
教授 上原 真澄 博士（工学） 診療画像技術学（造影検査）、診療放射線学教育 

教授 小倉 敏裕 博士（工学） 診療画像技術学、放射線機器工学、医用画像工学 

教授 佐々木 浩二 博士（医療技術学） 放射線治療技術学、医学物理学 

教授 佐藤 哲大 博士（工学） 生体医工学、医用画像工学、バイオインフォマティクス

教授 下瀬川 正幸 博士（工学） 医療画像情報学、応用光学、教育社会学 

教授 瀬川 篤記 博士（医学） 病理診断学、腫瘍病理学 

教授 大﨑 洋充 博士（放射線学） 核医学、腫瘍診断学、医用画像工学 

教授 林 則夫 博士（保健学） 診療画像技術学、磁気共鳴医学、医用画像工学 

教授 原 孝光 博士（医学） 放射線生物学、医学物理学 

准教授 五十嵐 博 博士（放射線学） 放射線治療技術学、医療安全管理学、人間工学 

准教授 大野 由美子 博士（理学） 放射線物理学、放射線計測学 

准教授 川村 拓 博士（医学） 診療画像技術学、医学物理学、放射線技術学 

准教授 杉野 雅人 博士（工学） 環境放射線学、放射線管理計測学 

准教授 高田 健太 博士（医学） 放射線治療技術学、医学物理学 

准教授 多鹿 友喜 博士（生理学） 解剖学、細胞生物学、イメージング技術 

准教授 寺下 貴美 博士（医学） 医療情報学、医療システム学 

准教授 長島 宏幸 博士（再生医科学） 診療画像技術学、医用画像工学 

准教授 渡部 晴之 博士（保健学） 診療画像技術学、医用画像工学、医用画像解析学 

講師 米持 圭太 修士（放射線学） 核医学、認知神経科学 

講師 丸山 星 博士（放射線学) 核医学、医療画像情報学 

助教 津野 隼人 修士（放射線学） 放射線治療技術学、医学物理学、医療統計学 

助手 西村 宜子 修士（学術） 診療画像技術学 

 
             

２ 客員教員 
    

氏  名 学 位 専 門 分 野 
高橋 哲彦 博士（工学） 放射線機器工学、磁気共鳴医学、医用画像工学 
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３ 非常勤講師 
 

授業科目名 担 当 者 

№ 名   称 氏   名 所 属 等 

1 群馬県民の文化と生活 

木村 收 
(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 専門調

査役 日本考古学協会会員 

町田 悟 (一財)群馬県教育振興会理事 

中里 昌之 群馬県現代俳句協会顧問 

岩根 承成 群馬県歴史教育者協議会会長 

田中 修 群馬県農業問題研究会長 

2 芸術Ⅰ（音響芸術） 石原 理恵 

群馬大学医学部保健学科非常勤講師、育英

短期大学非常勤講師、声楽家、音楽療法

士、アロマセラピーアドバイザー、ハーブ

インストラクター 

3 芸術Ⅱ（造形芸術） 近藤 愛子 

(一財)くらしまち財団たかさき SO.ラボアー

トディレクター 

TCA 東京 ECO 動物海洋専門学校非常勤講師 

4 芸術Ⅲ（舞台芸術） 中村 ひろみ 
演劇プロデュースとろんぷ・るいゆ主宰 

群馬大学社会情報学部非常勤講師 

5 異文化の理解 糸井 昌信 
大泉国際交流協会会長 東群馬看護専門学

校非常勤講師 アイ行政書士事務所 

6 歴史学の変化と発展 小林 龍彦 

前橋工科大学名誉教授 

内蒙古師範大学客座教授 

四日市大学関孝和数学研究所研究員 

7 個人と集団 坂本 祐子 

群馬パース大学非常勤講師 

獨協医科大学非常勤講師 

高崎総合医療センター附属高崎看護学校非常勤講師  

8 人間と職業 石井 幸夫 早稲田大学教育学部兼任講師 

9 法と正義 小林 正士 
国士舘大学法学部専任講師 

立正大学法学部非常勤講師 

10 倫理と道徳 

魚谷 雅広 

千葉中央看護専門学校非常勤講師 
高崎経済大学非常勤講師 
淑徳大学非常勤講師 

11 生活と科学Ⅰ（哲学） 

12 生命倫理学 

13 社会と経済 菅野 英機 
NPO 日本民俗経済学会代表 

(一財)中斎塾フォーラム参与 

14 心の機能と構造 加藤 昌弘 グループインサイト心理教育研究所所長 

15 英語Ⅰ・Ⅱ 正田 久実子 

共愛学園前橋国際大学非常勤講師 

群馬大学理工学部非常勤講師 

高崎経済大学非常勤講師 

16 英語Ⅱ 
ﾌｫﾝ･ｱﾙﾃﾝｼｭﾀｯﾄ･ﾖﾊ

ﾝ･ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ 
リージェントランゲージスクール教務主任 

17 中国語 林 秀行 群馬中国文化センター代表 

18 フランス語 田口 宏明 
高崎経済大学経済学部･地域政策学部 

非常勤講師 
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ア 学生生活に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 

様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ

Webﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

学生証再交付願 

学生証の記載事項に変更
が生じたとき、 
又は学生証を紛失・破損
したとき 

学生証を添付（紛失した
場合を除く） 

ｐ８６ 
様式２号 

○ 

学生カード 入学後、速やかに提出  
ｐ８６ 
様式３号 

－ 

保証人変更届 保証人を変更したとき 新旧保証人連署 
ｐ８７ 
様式４号 

○ 

保証人住所変更届 
保証人が住所を変更した
とき 

 
ｐ８８ 
様式５号 

○ 

本籍・住所等変更届 
本人もしくは家族が本
籍・住所・電話番号を変
更したとき 

本籍変更の場合は、住民
票(個人番号記載なし)の
写を添付 

ｐ８８ 
様式６号 

○ 

改姓・改名届 姓・氏名を変更したとき 戸籍抄本を添付 
ｐ８９ 
様式７号 

○ 

 
イ 各種証明に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Webﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

証明書自動発行機 
在学証明書 
成績証明書 
卒業・修了見込証明 
書 
学割証 

 

事務局内の証明書自動発
行機にて各自発行可能 
※卒業・修了（見込）証明
書は、所定の日以降に発行
可能となる 

－ － 

証明書交付願 
単位修得証明書 
卒業・修了証明書 
推薦書等 

交付希望日の３日前(土･
日･祝日を含めない)まで 
ただし、推薦書等特殊な証
明書については、あらかじ
め事務局へ相談の上、指示
された提出期限まで 

 
ｐ８９ 
様式８号 

○ 

通学証明書交付願 
交付希望日の３日前(土･
日･祝日を含めない)まで 

 
ｐ９０ 
様式９号 

○ 

 
ウ 修学に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Webﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

履修登録確認表 
セメスターごとに指定する
日（事務局に掲示）まで 

ＣＡ（カリキュラム・
アドバイザー）の確認
を得て提出 

－ － 
 

授業科目名 担 当 者 

№ 名   称 氏   名 所 属 等 

19 ポルトガル語 
東海林 マリオ 

賢 
 

20 韓国語 朴 惠蘭 群馬県立女子大学非常勤講師 

21 生活と科学Ⅱ（文学） 案田 順子  

22 生活と科学Ⅲ（政治学） 片桐 庸夫 群馬県立女子大学名誉教授・法学博士 

23 自然現象と科学Ⅰ（数学） 都丸 正 群馬大学名誉教授 

24 
スポーツ科学Ⅰ 

（スポーツ理論） 
鈴木 昭彦 高崎商科大学商学部教授 

25 
スポーツ科学Ⅱ 

（体力づくり） 
近藤 翔太 

医療法人社団心志会本庄駅前病院 リハビ

リテーション科 

26 
スポーツ科学Ⅲ 

（身体表現） 
村野 みり 

合同会社 MEI 代表社員 

武蔵野大学高等学校非常勤講師 

27 
「環境と健康」各論Ⅳ 

（病原体と免疫） 

久留島 潤 
群馬大学大学院医学系研究科附属薬剤耐性

菌実験施設 准教授 

嶋田 淳子 群馬大学大学院保健学研究科教授 

28 相互行為展開論 井野 敦子 (財)資生会研究所 大島病院 ほか 

29 社会制度と福祉 髙木 悦子 厚木市児童発達支援センターひよこ園 園長

30 「環境と健康」各論Ⅰ 

青木 武生  31 保健医療学各論Ⅰ(生理学) 

32 放射線科学現象学概論 

33 診療画像技術学Ⅳ 
町田 利彦 (一社)群馬県診療放射線技師会監事 

吉田 人美 医療法人瑞穂会みさと診療所 技術部長 

34 医療数理学 藤田 晴康 群馬大学医学部非常勤講師 

35 
放射線科学現象学各論Ⅱ 

（放射化学） 
酒井 健一 群馬パース大学大学院保健科学研究科 教授

36 診療放射線技師の役割と機能 
土井 邦雄 群馬県立県民健康科学大学名誉教授 

37 診療画像技術学概論 

38 核医学検査技術学Ⅲ 立石 宇貴秀 東京医科歯科大学教授 

39 保健医療国際連携論 

山﨑 達枝 長岡崇徳大学准教授 

竹村  範江 大泉町住民経済部国民健康保険課 

牧野 孝俊 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座准教授

宮内 節子  

40 保健医療チーム連携論Ⅰ 石原 領 群馬医療福祉大学医療技術学部助教 
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Ⅸ 諸届一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ア 学生生活に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 

様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ

Webﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

学生証再交付願 

学生証の記載事項に変更
が生じたとき、 
又は学生証を紛失・破損
したとき 

学生証を添付（紛失した
場合を除く） 

ｐ８６ 
様式２号 

○ 

学生カード 入学後、速やかに提出  
ｐ８６ 
様式３号 

－ 

保証人変更届 保証人を変更したとき 新旧保証人連署 
ｐ８７ 
様式４号 

○ 

保証人住所変更届 
保証人が住所を変更した
とき 

 
ｐ８８ 
様式５号 

○ 

本籍・住所等変更届 
本人もしくは家族が本
籍・住所・電話番号を変
更したとき 

本籍変更の場合は、住民
票(個人番号記載なし)の
写を添付 

ｐ８８ 
様式６号 

○ 

改姓・改名届 姓・氏名を変更したとき 戸籍抄本を添付 
ｐ８９ 
様式７号 

○ 

 
イ 各種証明に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Webﾌｫﾙﾀﾞ
掲載 

証明書自動発行機 
在学証明書 
成績証明書 
卒業・修了見込証明 
書 
学割証 

 

事務局内の証明書自動発
行機にて各自発行可能 
※卒業・修了（見込）証明
書は、所定の日以降に発行
可能となる 

－ － 

証明書交付願 
単位修得証明書 
卒業・修了証明書 
推薦書等 

交付希望日の３日前(土･
日･祝日を含めない)まで 
ただし、推薦書等特殊な証
明書については、あらかじ
め事務局へ相談の上、指示
された提出期限まで 

 
ｐ８９ 
様式８号 

○ 

通学証明書交付願 
交付希望日の３日前(土･
日･祝日を含めない)まで 

 
ｐ９０ 
様式９号 

○ 

 
ウ 修学に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Webﾌｫﾙﾀﾞ
掲載 

履修登録確認表 
セメスターごとに指定する
日（事務局に掲示）まで 

ＣＡ（カリキュラム・
アドバイザー）の確認
を得て提出 

－ － 
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提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Web ﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

追試験願 試験実施の日から３日以内

認定試験を受けられな
かったことを証明する
書類（診断書等）を添
付 

－ ○ 

治癒証明書 
 

インフルエンザや麻しん、
風疹等が治癒し、登校する
とき 
※実習がある場合のみ 

医療機関において治癒
証明書を入手して提出 

通知「学校
感染症によ
る出席停止
扱いについ
て」に定め
る様式 

○ 

欠席届 
原則、欠席しようとする日
の前日まで 

引き続き７日以上授業
を欠席するとき 

ｐ９３ 
様式 12-1 号 

○ 

就職・進学試験用欠
席届 

欠席しようとする日の前日
まで 

就職・進学試験のため
に授業を欠席しようと
するとき 
担任教員の承認印を得
て提出 

ｐ９４ 
様式 12-2 号 

○ 

忌引届 

 
忌引による欠席後速やかに
 
※科目責任者への欠席連絡
は、原則として各自事前に
行ってください。 
 

父母・祖父母・兄弟姉
妹、伯父母等の死亡に
より忌引したとき 
「会葬礼状」等を添付 

ｐ９５ 
様式 13 号 

○ 

休学願 休学希望日の１か月前まで

引き続き３か月以上修
学することができない
とき 
休学理由が病気等によ
るときは診断書を添付 
あらかじめ学年担任ま
たはグループ担任もし
くはＣＡ（カリキュラ
ムアドバイザー）に相
談すること 

ｐ９６ 
様式 14 号 

－ 

復学願 復学希望日の１か月前まで

休学理由が病気等によ
るときは、復学可能を
証明する診断書を添付 
あらかじめ学年担任ま
たはグループ担任もし
くはＣＡ（カリキュラ
ムアドバイザー）に相
談すること 

ｐ９６ 
様式 15 号 

－ 

退学願 退学希望日の１か月前まで

あらかじめ学年担任ま
たはグループ担任もし
くはＣＡ（カリキュラ
ムアドバイザー）に相
談すること 

ｐ９７ 
様式 16 号 

－ 
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提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Web ﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

留学願 留学希望日の６か月前まで

留学予定先が確認でき
る書類等を添付 
あらかじめ学年担任ま
たはグループ担任もし
くはＣＡ（カリキュラ
ムアドバイザー）に相
談すること 

－ － 

転学願 転学希望日の３か月前まで

学生証を添付 
あらかじめ学年担任ま
たはグループ担任もし
くはＣＡ（カリキュラ
ムアドバイザー）に相
談すること 

－ － 

再入学願 
再入学を希望する年度の前
年度の１２月末日まで 

あらかじめ事務局へ相
談すること 

－ － 

 
エ 課外活動に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Webﾌｫﾙﾀﾞ
掲載 

学内団体設立願 
学内において団体を設立し
ようとするとき 
設立希望日の１か月前まで

あらかじめ顧問を依頼す
る教員の承諾を得ること
規約、名簿等を添付 

ｐ９７ 
様式 17 号 

○ 

学内団体存続願 
毎年５月末まで 

※未提出の場合は、解散
したものとみなす 

団体の活動状況が確認で
きる書類を添付 

ｐ９８ 
様式 18 号 

○ 

学内団体規約等 
変更届 

団体規約等の届出事項を変
更したとき 

規約改正の場合は新規約
を提出 

ｐ９８ 
様式 19 号 

○ 

学内団体解散届 団体を解散したとき  
ｐ９９ 
様式 20 号 

○ 

学外団体加入届 学外団体に加入したとき  
ｐ９９ 
様式 21 号 

○ 

学外団体脱退届 学外団体を脱退したとき  
ｐ１００ 
様式 22 号 

○ 

試合・合宿等 
学外活動届 

試合・合宿等の学外活動を
行おうとするとき 
開催日の３日前まで 

活動計画書、参加者名簿
を添付 

ｐ１００ 
様式 23 号 

○ 
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オ 施設利用に関するもの 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 

様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ

Webﾌｫﾙﾀﾞ

掲載 

掲示物掲示許可申請
書 

掲示希望日の１週間前まで
掲示しようとする文書等
を添付 

ｐ１１８ 
様式３号 

○ 

自動車 
バイク   通学願 
自転車 

自動車・バイク等による通
学開始希望日の１週間前ま
で 

 
ｐ９１ 
様式 11 号 

○ 

学内ネット機器接続
利用申請書（無線Ｌ
ＡＮ用） 

利用希望日の１週間前まで  
別記様式第
７号 

○ 

 

カ その他 

提出書類 提出する時期 手続要領 
掲載ページ 
様式番号 

学務ｼｽﾃﾑ
Webﾌｫﾙﾀﾞ
掲載 

在学届 

高等学校又は、入学前に日
本学生支援機構奨学金を受
けている者が、返還猶予を
受けるとき 

「返還のてびき」に綴
り込まれている在学届
を提出 

－ － 

奨学金申込書類 奨学金を希望するとき  － － 

学生教育研究災害傷

害保険事故報告書 

教育研究活動中及び通学中
に事故が発生したとき 
事故発生後 30 日以内 

所定の様式で保険会社
に提出 

－ － 

事故届 
学内外で事故が起きた場
合、事故発生後速やかに 

 
ｐ９２ 
様式 11 号-3 

○ 

海外渡航届 
海外に渡航するとき 
出発日の 2週間前まで 

 
ｐ９２ 
様式 11 号-4 

○ 
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